
I
J
は　
、　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
を　
基　
に　
、　
国　

民　
一　
人　
ひ　
と　
り　
に　
強　
制　
的　
に　
背　
番　
号　
を　

付　
け　
、　
全　
国　
共　
通　

の　
国　
民　
登　
録　
証　
カ　
ー　
ド　
を　
発　
行　

す　
る　
、　
自　
治　
省　
の　
役　
人　
の　
構　
想　

に　
一　
貫　
し　
て　
反　
対　
し　
て　
き　
た　
。　

自　
治　
省　
は　
、　
一　
月　
か　
ら　
の　
通　

常　
国　
会　
に　
、　
コ　
ー　
ド　
と　
カ　
ー　
ド　

を　
使　
っ　
た　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
社　
会　
実　

現　
に　
向　
け　
た　
�　
国　
民　
総　
背　
番　
号　

導　
入　
法　
案　
（　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
改　

正　
法　
案　
）　
�　
を　
提　
出　
す　
る　
腹　
づ　

も　
り　
の　
よ　
う　
だ　
。　
こ　
の　
法　
案　
は　
、　

役　
人　
の　
言　
う　
こ　
と　
を　
よ　
く　
聞　
い　

て　
く　
れ　
る　
「　
い　
い　
大　
臣　
」　
、　
倉　

田　
前　
自　
治　
相　
の　
置　
き　
み　
や　
げ　
。　

白
川
現
自
治
相
は
、
弁
護

士
出
身
で
、
自
民
党
で
は
護

憲
派
と
い
わ
れ
る
人
物
。
だ

が
、
厚
生
省
の
岡
光
前
次
官

を
�
任
命
�
し
た
の
が
、
薬

害
エ
イ
ズ
事
件
で
厚
生
行
政

に
切
り
込
ん
だ
市
民
派
の
菅

直
人
議
員
と
い
う
の
も
現
実
。

菅　
議　
員　
ら　
に　
率　
い　
ら　
れ　
た　
民　

主　
党　
の　
モ　
ッ　
ト　
ウ　
は　
、　
「　
市　
民　

が　
主　
役　
」　
。　
だ　
が　
、　
こ　
の　
政　
党　

は　
、　
納　
税　
者　
番　
号　
の　
導　
入　
が　
選　

挙　
公　
約　
。　
主　
役　
で　
あ　
る　
市　
民　
の　

プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
を　
守　
る　
こ　
と　
に　

は　
、　
ほ　
と　
ん　
ど　
無　
関　
心　
で　
あ　
る　
と　
い　
っ　
て　
よ　
い　
。　
た　

ぶ　
ん　
、　
自　
治　
省　
構　
想　
の　
本　
質　
な　
ど　
、　
わ　
か　
っ　
て　
い　
な　

い　
も　
の　
と　
思　
う　
。　

�　
無　
知　
な　
政　
党　
、　
無　
知　
な　
政　
治　
家　
�　
と　
い　
っ　
て　
愚　
弄　

す　
る　
の　
は　
た　
や　
す　
い　
。　
だ　
が　
、　
政　
権　
に　
ぶ　
ら　
下　
が　
る　

�　
金　
魚　
の　
ふ　
ん　
�　
の　
よ　
う　
な　
幹　
部　
に　
率　
い　
ら　
れ　
た　
社　

民　
党　
の　
議　
員　
の　
な　
か　
に　
も　
、　
良　
識　
派　
は　
い　
る　
は　
ず　
だ　
。　

民　
主　
党　
の　
議　
員　
も　
、　
説　
明　
す　
れ　
ば　
、　
納　
税　
者　
番　
号　
制　

と　
国　
民　
背　

番　
号　
制　
の　

違　
い　
は　
、　

わ　
か　
る　
は　

ず　
だ　
。　

人
権
意

識
の
高
い

共
産
党
に

い
た
っ
て

は
、
自
治

省

構

想

に
、
体
を

張
っ
て
反

対
し
て
も

ら
わ
な
け

れ
ば
存
在

意
義
が
な

い
。新

進
党
に
し
て
も
、
背
番
号
問
題
に
つ
い
て
は
、

よ
り
積
極
的
に
反
対
に
向
け
た
取
り
組
み
を
し
て
、

最
大
野
党
と
し
て
の
底
力
を
発
揮
し
て
欲
し
い
。

役　
人　
が　
打　
ち　
出　
す　
政　
策　
は　
、　
�　
族　
議　
員　
�　
な　
ど　
の　

協　
力　
で　
実　
現　
さ　
れ　
て　
い　
く　
。　
そ　
し　
て　
、　
役　
人　
の　
い　
う　

と　
お　
り　
に　
議　
員　
が　
動　
き　
、　
役　
人　
に　
都　
合　
の　
よ　
い　
法　
案　

だ　
け　
が　
成　
立　
す　
る　
。　
こ　
の　
よ　
う　
な　
国　
会　
運　
営　
は　
、　
先　

日　
公　
開　
さ　
れ　
た　
、　
戦　
前　
の　
帝　
国　
議　
会　
秘　
密　
会　
そ　
の　
ま　

ま　
の　
姿　
で　
あ　
る　
。　

こ
う
み
る
と
、
市
民
団
体
な
ど
各
界
は
、
�
た

だ
反
対
�
だ
け
で
は
な
く
、
議
員
対
策
に
も
っ
と

目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

も
っ
と
も
大
切
な
の
が
�
世
論
�
で
あ
る
こ
と

は
当
然
だ
。
�
世
論
�
形
成
に
あ
た
っ
て
、
マ
ス

コ
ミ
の
力
は
強
大
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
治
省
は
、

私
的
懇
談
会
な
ど
に
マ
ス
コ
ミ
代
表
を
抱
き
込
ん

で
い
る
わ
け
だ
。

た
だ
、
余
り
時
間
が
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で

あ
る
。
一
般
市
民
、
議
員
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
対

す
る
強
力
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
自
治
省

構
想
を
認
め
る
こ
と
は
�
役
人
天
国
�
、
�
役
人

に
よ
る
監
視
社
会
�
を
許
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

今
年
も
、
P
I
J
は
各
界
と
協
力
し
て
自
治
省

構
想
を
つ
ぶ
す
た
め
、
一
層
の
努
力
を
す
る
決
意

で
あ
る
。一

九
九
七
年
一
月
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(1)

・
自
治
省
、
国
民
総
背
番
号
法
案
を
国
会
へ

・
豪
州
で
は
国
民
総
背
番
号
制
が
廃
案
に
（
２
）

・
各
国
の
電
子
納
税
申
告
(2)
―
カ
ナ
ダ
の
電
子
申
告
制
度

・
戸　
籍　
の　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
化　
の　
限　
界　
と　
な　
お　
続　
く　
脅　
威　

・　
郵　
政　
省　
・　
コ　
ー　
ラ　
ー　
I  D  
ガ　
イ　
ド　
ラ　
イ　
ン　
案　
の　
問　
題　
点　

◆

主

な

記

事

◆
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(2)

住民台帳

自

治

省

１
月
提
出

自治省

読売新聞　96.11.1

朝日新聞　96.11.1

毎日新聞　96.11.2

通 常 国
会　 に

自
治
省
で
は
、

「
納
税
者
番
号
制

度
」
が
導
入
さ
れ

た
場
合
に
も
、
活

用
出
来
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
。

倉
田
自
治
相
は
、

民
間
機
関
へ
の
デ

ー
タ
提
供
を
原
則

禁
止
す
る
な
ど
の

歯
止
め
が
盛
り
込

ま
れ
た
こ
と
や
私

的
懇
談
会
か
ら
も

一
通
り
の
意
見
聴

取
を
終
え
た
こ
と

か
ら
法
案
提
出
に

踏
み
切
っ
た
。

個
人
情
報
の
保

護
を
ど
う
徹
底
す

る
か
と
い
う
問
題

や
、
運
営
主
体
と

な
る
地
方
自
治
体

と
の
協
議
も
必
要
。

個
人
情
報
保
護
や
納

税
者
番
号
制
度
へ
の
転

用
問
題
な
ど
も
あ
り
、

論
議
を
呼
び
そ
う
だ
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

が
徹
底
で
き
る
か
な
ど

の
課
題
が
残
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
与
党
内
に
も

「
国
民
総
背
番
号
制
」
に

難
色
を
示
す
声
も
。

自
治
相
は
「
二
十
一

世
紀
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
社
会
に
対
応
す
る

た
め
に
も
、
制
度
化
の

準
備
を
急
ぎ
た
い
」
、

と
表
明
。

自
治
省
行
政
局
長
の

私
的
諮
問
機
関
が
今
年

三
月
、
早
期
導
入
を
求

め
る
報
告
書
を
ま
と
め

た
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
の
立
場
か
ら
中
止

を
求
め
る
声
が
上
が
っ

て
い
る
。

自治省、97年1月の国会に
国民総背番号制法案提出の方針を表明

同
紙
に
よ
れ
ば
、
自
治
労

は
、
自
治
省
の
住
民
基
本
台

帳
番
号
構
想
に
つ
い
て
、
�

利
用
分
野
の
限
定
と
厳
格
な

規
制
、
�

包
括
的
個
人
情
報

保
護
法
の
早
期
制
定
、
�

社

会
的
合
意
の
尊
重
を
求
め
、

法
案
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら

の
要
求
が
満
た
さ
れ
た
内
容

と
な
る
よ
う
、
国
会
対
策
を

行
う
、
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
総
合
課
税
を
前
提

と
し
た
「
納
税
者
番
号
制
度
」

に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳

に
も
と
づ
く
付
番
方
式
を
求

め
て
い
く
、
と
も
。

一　
方　
で　
、　
一　
般　
の　
組　
合　
員　

か　
ら　
は　
、　「　
自　
治　
省　
の　
議　
論　
は　

余　
り　
に　
拙　
速　
で　
、　
国　
民　
不　
在　

の　
制　
度　
変　
更　
」　
、　
「　
自　
治　
労　
内　

の　
組　
織　
的　
討　
議　
は　
不　
十　
分　
」　

と　
の　
声　
も　
あ　
が　
っ　
て　
い　
る
。

じちろう　96.12.1

（自治労中央機関紙）
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自治省は９７年１月の国会に「住民基本台帳コードとカード」導入のための法案を提出すると表明し

ています。このままでは、本当に国民総背番号制、行政・役人そして企業などが国民をデータ監視する

社会が実現してしまいます。今回のブックレットは、自治省構想の危険性をマンガ入りで、わかりやす

く解説しています。 是非、ご利用ください。

お申し込みは同封の用紙にて事務局まで
�・� ０３（３９８５）４５９０

政府の超監視社会プランをつぶす運動のための

プライバシー・インターナショナル・ジャパン編

� 目　　次　�

Q1. コードとカードって何? 
Q2. コードとカードのしくみ

Q3. コードとカードのねらいは何か?
Q4. カードで逆に不便になる

Q5. カードなしでは生活できなくる!!
Q6. カードないヒト市民にあらず?!
Q7. こんなカードサービス、憲法違反!!
Q8. やがてカードが�国民皆登録証�になる日が

Q9. �史上最悪�の市民カード!!
Q10.個人情報も引き出せるキャッシュカードなど論外

Q11. コードを「共通番号」に使う?
Q12. 住民サービス専用のコードのはずなのに

Q13. コードはどんな個人情報も開けられるマスターキー!
Q14. コードを使った�データ照合�は禁止する??
Q15. どうしてオンライン禁止条例を変えさせるの?
Q16. コードやカードを、民間は使えない?
Q17. コードやカードの民間利用を禁止しないと、

裸で街を歩くのと同じことになる

Q18. 「基本４情報」だけなら管理されてもいいのでは?
Q19. 専用回線と厳重な管理で、

コード情報を、しっかり守るというけれど

Q20. 市民を監視するカードより、

役人と政治家を監視する�ステータスカード�を!!
Q21. 自治省構想をつぶそう

住民基本台帳コード 住民基本台帳カード

－自治省が検討している国民総背番号制度、国民皆登録証制度とは何か？－
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現
在
、
法
務
省
は
登
記
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進

め
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
十
年
ほ
ど
で
、
全
国
ど
こ
か

ら
で
も
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
な
ど
を
利
用
し

て
、
登
記
簿
謄
本
が
と
れ
る
よ
う
に
な
る

で
し
ょ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
登
記
の
申
請
も
オ
ン

ラ
イ
ン
化
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
登
記
申
請
手
続
き
で
は
、
申
請

書
の
添
付
書
類

に
よ
っ
て
、
当

事
者
本
人
の
関

与
（
登
記
の
正

当
性
）
を
証
明

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
登
記

申
請
を
す
る
こ

と
に
な
る
と
、

添
付
書
類
と
い

う
制
度
は
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
、
法
務
省
は
、「
納
税
者
番
号
の

装
丁
を
と
っ
た
「
国
民
総
背
番
号
」
を
、

�
本
人
確
認
�
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
を
、
検
討
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
登
記
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
は
、
行
政
情
報
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
国
民
総
背
番
号
制
を
前
提
と

し
た
制
度
と
い
え
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、「
背
番
号
」
は
、
司
法
書

士
や
法
務
局
が
登
記
申
請
手
続
に
利
用
す

る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
登
記
情
報

に
住
民
基
本
台
帳
番
号
（
住
基
コ
ー
ド
）
を

付
加
す
る
こ
と
で
、「
名
簿
業
者
」
な
ど
が
、

住
基
コ
ー
ド
に
よ
り
登
記
情
報
を
検
索
・

収
集
し
、
他
の
情
報
と
関
連
づ
け
て
、
付

加
価
値
の
高
い
個
人
情
報
を
�
販
売
�
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
現
在
あ
る
登
記
情
報
す
べ

て
に
、
一
斉
に
住
基
コ
ー
ド
を
付
け
る
こ

と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
か
ら
、
個
々
の
申

請
の
際
に
示
さ
れ
る
住
基
コ
ー
ド
を
蓄
積

し
て
い
く
こ
と
と
な
る
で
し
ょ
う
。
情
報

を
利
用
す
る
側
か
ら
み
れ
ば
、
年
々
、
登

記
情
報
の
利
用
価
値
が
高
ま
っ
て
い
く
わ

け
で
す
。

私　
た　
ち　
全　
国　
青　
年　
司　
法　
書　
士　
協　
議　
会　
（　
全　

青　
司　
）　
は　
、　
国　
民　
総　
背　
番　
号　
制　
と　
、　
そ　
の　
イ　

ン　
フ　
ラ　
を　
提　
供　
す　
る　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
番　
号　

制　
の　
危　
険　
性　
を　
広　
く　
訴　
え　
る　
た　
め　
に　
、　
自　

治　
省　
の　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
番　
号　
制　
構　
想　
に　
関　

す　
る　
イ　
ン　
タ　
ー　
ネ　
ッ　
ト　
の　
ホ　
ー　
ム　
ペ　
ー　
ジ　

を　
開　
設　
す　
る　
こ　
と　
に　
い　
た　
し　
ま　
し　
た　
。　

先
般
、
倉
田
前
自
治
大
臣
が
、「
次
期
通

常
国
会
に
、
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
番　
号　
法
案
を

提
出
す
る
」
と
、
発
表
し
ま
し
た
。

し　
か　
し　
、　
マ　
ス　
コ　
ミ　
を　
含　
め　
、　
世　
論　
の　
反　

応　
は　
大　
き　
い　
と　
は　
言　
え　
ま　
せ　
ん　
。　
あ　
る　
い　
は　
、　

コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
社　
会　
の　
中　
で　
は　
、　
Ｉ　
Ｄ　
番　
号　

や　
、　
個　
人　
番　
号　
を　

付　
さ　
れ　
る　
こ　
と　
に　

抵　
抗　
感　
が　
な　
く　
な　

っ　
て　
き　
て　
い　
る　
こ　

と　
に　
そ　
の　
一　
因　
が　

あ　
る　
の　
か　
も　
し　
れ　

ま　
せ　
ん　
。　

し
か
し
、
今
で

も
、
様
々
な
個
人

情
報
が
ず
さ
ん
に

扱
わ
れ
た
り
、
漏

洩
・
販
売
さ
れ
る
事
件
が
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
。情

報
化
社
会
の
中
で
こ
そ
、
と
き
に
情

報
の
洪
水
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う

な
、
し
か
し
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
権

利
や
利
益
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す　
。　
そ　
の　
一　
助　
と　
し　
て　
こ　
の　
ホ　
ー　
ム　
ペ　
ー　
ジ　

を　
利　
用　
し　
て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
と　
思　
い　
ま　
す　
。　

こ　
の　
ホ　
ー　
ム　
ペ　
ー　
ジ　
が　
、　
よ　
り　
幅　
広　
い　
議　

論　
の　
端　
緒　
と　
な　
り　
、　
自　
治　
省　
の　
国　
民　
背　
番　
号　

（　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
番　
号　
）　
構　
想　
阻　
止　
の　
世　
論　
が　

広　
が　
る　
こ　
と　
を　
、　
期　
待　
し　
て　
い　
ま　
す　
。　

※
全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会
　

は
、
全
国
の
若
手
司
法
書
士
　

で
構
成
す
る
任
意
団
体
で
す
。

自
治
省
の
住
基
番
号
阻
止
の
た
め
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
開
設

全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会

会

長

加

藤

政

也

自治省構想阻止のための

ホームページのアドレスをご紹介します。

http://www.nsknet.or.jp/~himina/zen/pij/sikisima.html
このホームページは石川県の皆川容徳（全国青年司法書士協議会）さん

が作成したものです。
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去　
る　
十　
一　
月　
一　
日　
、　
倉　
田　
自　
治　
大　
臣　
（　
当　

時　
）　
は　
、　
総　
選　
挙　
後　
の　
内　
閣　
改　
造　
前　
の　
ど　
さ　

く　
さ　
に　
、　
自　
治　
省　
の　
役　
人　
へ　
の　
�　
最　
後　
の　
ご　

奉　
公　
�　
と　
ば　
か　
り　
、　
国　
民　
一　
人　
ひ　
と　
り　
に　
強　

制　
的　
に　
背　
番　
号　
（　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
コ　
ー　
ド　
）　
を　

つ　
け　
、　
全　
国　
共　
通　
の　
国　
民　
登　
録　
証　
（　
住　
民　
基　

本　
台　
帳　
カ　
ー　
ド　
）　
を　
発　
行　
す　
る　
た　
め　
の　
法　
案　

を　
、　
来　
年　
（　
九　
七　
年　
）　
一　
月　
、　
通　
常　
国　
会　
に　

提　
案　
す　
る　
と　
発　
表　
し　
た　
。　

一
九
八
五
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
、

多
目
的
利
用
を
前
提
と
し
た
「
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
」
と
名
付
け
ら
れ
た
国

民
総
背
番
号
制
・
国
民
皆
登
録
証
携
帯
制

プ
ラ
ン
が
提
案
さ
れ
、
大
論
争
と
な
っ
た
。

前
号
（
八
号
）
で
は
、
こ
の
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
の
利
用
分
野
の
範
囲
、

番
号
付
与
の
方
法
、
連
邦
Ｂ
Ｄ
Ｍ
（
出

生
・
死
亡
・
婚
姻
登
記
）
シ
ス
テ
ム
、
政
府

の
提
案
趣
旨
説
明
と
各
界
の
反
応
、
カ
ー

ド
案
の
�
損
益
分
析
�
な
ど
を
紹
介
し
た
。

本
号
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
の
導
入
を
断

念
し
た
経
緯
、
そ
の
代
わ
り
に
導
入
さ
れ

た
、
課
税
目
的
に
利
用
を
限
定

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

さ
れ
た
、

納
税
者
番
号
制
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）
の
概
要
を
、

ご
紹
介
す
る
。

※
以
下
の
記
事
中
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
閣
僚
等

の
職
名
は
い
ず
れ
も
当
時
の
も
の
で
す
。

２
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・

カ

ー

ド

の

廃

案

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
案
に
対
す

る
広
範
な
批
判
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
党

政
府
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
導
入
を
ね
ら
っ

て
い
た
。
問
題
は
、
労
働
党
が
連
邦
下
院

で
は
過
半
数
の
議
席
を
維
持
し
て
い
た
も

の
の
、
上
院
で
は
過
半
数
を
握
っ
て
い
な

か
っ
た
点
で
あ
っ
た
。

�

連
邦
議
会
で
の
攻
防

一
九
八
五
年
十
一
月
、
連
邦
議
会
に
、

カ
ー
ド
制
の
調
査
、
報
告
を
行
う
た
め
に

上
下
両
院
合

同
特
別
委
員

会
が
設
置
さ

れ
た
。
同　
委　

員　
会　
は　
、　
百　

八　
十　
六　
人　
の　

参　
考　
人　
を　
呼　

び　
、　
十　
八　
回　

の　
公　
聴　
会　
を　

開　
催　
し　
た　
。　
そ　

し　
て　
一　
九　
八　
六　
年　
五　
月　
八　
日　
に　
、　
議　
会　
に　
対　

し　
『　
オ　
ー　
ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド
に
関
す

る
両
院
合
同
特
別
委
員
会
報
告
書
』

（

、
以
下
『
カ
ー
ド
報

告
書
』
と
も
い
う
。
）
を
提
出
し
た
。

こ
の
報
告
書
で
は
、
五
対
三
の
決
議
で

�
カ　
ー　
ド　
制　
よ　
り　
も　
精　
度　
の　
高　
い　
納　
税　
者　
記　

録　
制　
度　
（

）
�

を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
勧
告
が
行

わ
れ
た
。
従
来
か
ら
国
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
＝

）
は
、
各
納

税
者
に
整
理
番
号
を
付
し
た
納
税
者
記
録

制
度
を
維
持
し
て
い
る
。

『
カ
ー
ド
報
告
書
』
で
は
、
こ
の
制
度
を

整
備
・
拡
充
し
、
効
率
的
な
も
の
に
す
る

よ
う
に
勧
告
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の

『
カ
ー
ド
報
告
書
』
の
作
成
に
あ

た
り
、
委
員
会
は
参
考
人
と
し
て
、
カ
ー

ド
制
に
反
対
の
ダ
グ
ラ
ム
・
ミ
ー
フ
ァ
勅

撰
弁
護
士
や
フ
ラ
ン
ク
・
コ
ス
テ
ィ
ガ
ン

勅
撰
弁
護
士
を
呼
ん
だ
。

こ
れ
ら
参
考
人
は
こ
ぞ
っ
て
、
国
税
庁

（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
現
行
の
権
限
が
過
小
評
価
さ

れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

カ
ー
ド
制
が
な
く
と
も
、
そ
の
権
限
を
最

大
限
に
行
使
す
れ
ば
、
課
税
も
れ
な
ど
に

十
分
対
処
で
き
る
と
し
た
。

上
下
両
院
合
同
特
別
委
員
会
の
カ
ー
ド

案
に
対
す
る
否
定
的
見
解
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
労
働
党
政
権
は
カ
ー
ド
制
導
入
の
た

め
の
法
案
提
出
の
考
え
を
変
え
な
か
っ
た
。

一
九
八
六
年
十
月
二
十
二
日
、
政
府
は
、

下
院
へ
最
初
の
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ

ー
ド
法
案
」（

）

を
提
出
し
た
。

こ
の
法
案
提
出
に
際
し
、
ニ
ー
ル
・
ブ

ル
ー
ウ
エ
ッ
ト
保
健
相
は
、
次
の
よ
う
な

趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
計
画
は
、

こ
の
政
府
が
節
税
及
び
脱
税
並
び
に
社
会

保
障
の
不
正
受
給
に
対
処
す
る
上
で
、
重

要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―
中
略
―

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
税
制
と
社

会
保
障
制
度
に
公
正
さ
と
公
平
さ
を
回
復

さ
せ
る
た
め
に
は
、
双
方
の
制
度
を
集
約

化
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
私
ど
も
は
一
般
の
信
頼
を
回
復
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
脱
税
と

闘
う
た
め
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド

の
呈
示
を
求
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
金
融
機
関
で
の
預
貯
金

や
口
座
開
設
、
投
資
、
一
定
の
信
託
か
ら

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
プ
ラ
ン
に

(2)

国
民
が
猛
反
対
、
廃
案
に

―

政
府
の
デ
ー
タ
監
視
社
会
化
プ
ラ
ン
に
国
民
は
「
ノ
ー
」
―

P
I
J
調

査

研

究

部

編

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に
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の
所
得
、
第
一
次
産
品
所
得
及
び
不
動
産

所
得
、
海
外
送
金
、
不
動
産
取
引
、
貸
金

庫
の
利
用
、
公
開
会
社
の
株
式
、
先
物
取

引
、
雇
用
並
び
に
指
定
支
払
の
場
合
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
の
呈
示
を
求
め
る
こ
と

に
よ
り
、
国
税
庁
は
一
つ
の
番
号
で
直
ち

に
あ
ら
ゆ
る
源
泉
の
所
得
を
連
結
す
る
手

段
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た

連
結
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
計

画
の
成
功
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
飽
く
な
き
現
金
の
流
れ

の
追
跡
か
ら
派
生
す
る
効
果
の
一
つ
は
、

企
業
犯
罪
や
組
織
犯
罪
に
対
す
る
攻
撃
を

上　
達　
さ　
せ　
る　
、　
と　
い　
う　
こ　
と　
で　
あ　
り　
ま　
す　
。　」

オ　
ー　
ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
法　
案　
に　
つ　
い　

て　
、　
議　
会　
で　
は　
、　
そ　
の　
目　
的　
の　
み　
な　
ら　
ず　
、　

コ　
ス　
ト　
・　
ベ　
ネ　
フ　
ィ　
ッ　
ト　
分　
析　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　

シ　
ー　
問　
題　
な　
ど　
様　
々　
な　
角　
度　
か　
ら　
審　
議　
さ　
れ　

た　
。　
し　
か　
し　
、　
こ　
の　
法　
案　
は　
、　
八　
六　
年　
十　
二　

月　
に　
野　
党　
が　
多　
数　
を　
占　
め　
る　
上　
院　
で　
否　
決　
さ　

れ　
、　
成　
立　
に　
至　
ら　
な　
か　
っ　
た　
。　

政
府
は
、
翌
八
七
年
三
月
十
八
日
に
再

度
、
下
院
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド

法
案
（

）

を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
四
月
二
日
に
上

院
で
再
び
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ　
の　
後　
総　
選　
挙　
が　
実　
施　
さ　
れ　
た　
が　
、　
選　
挙　

で　
は　
カ　
ー　
ド　
問　
題　
は　
大　
き　
な　
争　
点　
と　
は　
な　
ら　

な　
か　
っ　
た　
。　
総　
選　
挙　
後　
、　
労　
働　
党　
は　
引　
き　
続　

き　
政　
権　
を　
担　
当　
す　
る　
こ　
と　
に　
な　
り　
、　
八　
七　
年　

七　
月　
十　
一　
日　
に　
新　
内　
閣　
が　
誕　
生　
し　
た　
。　

政
府
は
、
八
七
年
九
月
十
五
日
に
三
た

び
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
法
案

（

）
を

議
会
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き

は
野
党
が
支
配
す
る
上
院
で
の
反
対
を
押

し
切
る
た
め
に
、
上
下
両
院
合
同
会
議
の

開
催
を
決
め
た
。

し
か
し
野
党
は
、
八
七
年
九
月
二
十
三

日
に
上
院
で
、
カ
ー
ド
法
施
行
に
必
要
な

規
則
の
制
定
に
反
対
す
る
決
議
を
行
っ
た
。

こ
の
た
め
、
カ
ー
ド
法
案
が
議
会
を
通
過

で
き
た
と
し
て
も
、
法
律
を
実
施
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

八
七
年
九
月
二
十
四
日
に
、
ホ
ー
ク
首

相
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
法
案

を
廃
案
と
す
る
旨
を
公
式
に
宣
言
し
た
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
案
件
を
憲
法
・

法
律
問
題
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、
八
八

年
五
月
一
日
ま
で
に
報
告
書
を
作
成
す
る

よ
う
に
求
め
た
。

�

カ
ー
ド
制
の
提
案
の
背
景

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
と
い
う
名

の
国
民
総
背
番
号
制
お
よ
び
国
民
総
身
分

証
明
書
制
は
、
議
会
で
の
野
党
の
徹
底
し

た
抵
抗
と
各
界
か
ら
の
強
い
反
対
に
会
い
、

つ
い
に
は
流
産
し
た
。

国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
、
か
つ
生
理
的
に
も
好
感
が
持

た
れ
な
い
カ
ー
ド
制
の
導
入
案
は
、
八
五

年
の
連
邦
税
制
改
革
案
に
盛
ら
れ
、
突
如

出
現
し
た
。
こ
の
た
め
、
カ
ー
ド
制
の
提

案
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、

必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
部
に
は
、
八
五

年
の
連
邦
税
制
改
革
案
は
、
労
働
党
と
い

っ
た
、
性
格
的
に
は
有
産
者
階
層
と
は
一

歩
距
離
を
お
く
政
党
が
組
織
し
た
政
府
に

よ
り
練
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
、
と
見
る
向

き
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
労
働
者
階
層
に
よ
る
完
全
な

国
家
支
配
の
実
現
を
め
ざ
し
、
か
つ
て
の

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ

ル
（

）
が
描
い
た
よ
う
な

体
制
を
作
り
上
げ
る
意
図
が
あ
っ
た
、
と

の
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

弁
護
士
や
金
融
関
係
者
に
多
か
っ
た
。

た
し
か
に
、
連
邦
税
制
改
革
案
に
盛
ら

れ
た
富
裕
税
（

）
の
検
討

な
ど
資
産
課
税
強
化
の
傾
向
を
勘
案
す
る

と
、
有
産
者
階
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た

課
税
強
化
策
の
一
環
と
し
て
カ
ー
ド
制
度

導
入
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
見
ら

れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
、
た
と
え
こ
れ
が
事
実
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
直
ち
に
カ
ー
ド
制
に
よ
る

�
オ
ー
ウ
ェ
リ
ア
ン
体
制
�
（

）
の
実
現
に
結
び
つ
く
と
は
い
え

な
い
。
ま
た
カ
ー
ド
制
導
入
を
う
た
っ
た

八
五
年
の
税
制
改
革
案
で
は
、
低
・
中
所

得
者
階
層
に
不
人
気
な
新
大
型
間
接
税

（
単
段
階
の
連
邦
小
売
売
上
税
）
の
導
入
案
も

含
ま
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
有
産
者
階
層
の
ね
ら
い

打
ち
だ
け
が
カ
ー
ド
案
の
直
接
の
契
機
で

あ
っ
た
と
は
い
い
難
い
面
も
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
総
合
勘
案
す
る
と
、

カ
ー
ド
案
は
、
む
し
ろ
、
�
課
税
も
れ
�

の
防
止
な
い
し
は
各
種
の
社
会
保
障
給
付

の
不
正
受
給
の
防
止
な
ど
、
行
政
当
局
の

執
行
態
勢
の
強
化
が
直
接
の
目
的
で
あ
っ

た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
経
済
犯
罪

学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
メ
ル
ボ
ル
ン

大
学
の
フ
ラ
イ
バ
ー
グ
教
授
も
、
カ
ー
ド

制
度
導
入
案
の
第
一
の
ね
ら
い
は
�
課
税

も
れ
�
の
防
止
に
あ
っ
た
と
み
る
、
と
語

っ
て
い
た
。
同
教
授
に
よ
る
と
、
と
り
わ

け
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
多
発

し
た
�
課
税
逃
避
策
�
（

）
が
、
カ
ー
ド
制
度
導
入

案
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
国
税

庁
職
員
の
増
員
が
ま
ま
な
ら
な
い
の
も
事

実
で
あ
る
。
ま
た
職
員
の
経
験
不
足
も
深

刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
カ
ー
ド
番
号

を
用
い
情
報
の
徹
底
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

管
理
を
行
う
こ
と
は
、
税
務
行
政
の
効
率

化
、
ハ
イ
テ
ク
化
と
い
う
面
か
ら
は
、
あ

る
意
味
で
は
当
然
の
流
れ
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
一
方
、
企
業
納
税
者
の
側
で
も
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に
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磁
気
媒
体
申
告
方
式
（

）
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ

る
。
大
量
の
税
務
情
報
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

処
理
す
る
際
に
、
パ
ス
ワ
ー
ド
と
し
て
の

統
一
番
号
が
あ
れ
ば
都
合
が
よ
い
。

こ
う
し
た
点
も
、
カ
ー
ド
制
導
入
案
浮

上
の
一
因
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
・
カ
ー
ド
と
い
っ
た
国
民
背
番
号
制
を

導
入
す
る
必
然
性
は
な
い
。
課
税
目
的
に

限
定
し
た
、
本
来
の
意
味
で
の
�
納
税
者

番
号
�
で
十
分
で
あ
る
、

ち
な
み
に
、
カ
ー
ド
制
の
提
案
以
前
に

も
、
政
府
関
係
者
に
よ
る
番
号
制
の
必
要

性
を
示
唆
し
た
発
言
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
一
九
七
五
年
に
、
当
時
の
労

働
・
移
民
相
は
、
不
法
残
留
者
の
就
労
防

止
を
目
的
に
番
号
制
導
入
の
必
要
性
を
示

唆
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
八
二
年
に
、
「
船

舶
塗
装
工
・
沖
仲
士
労
働
組
合
連
合
の
活

動
に
関
す
る
政
府
委
員
会
」
（

）
の
第
四
次
『
中
間
報
告
』
の
公
表

の
際
に
も
、
議
会
で
は
番
号
制
導
入
の
議

論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
カ
ー
ド
案
は
、「
連
邦

Ｂ
Ｄ
Ｍ
（
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
）
シ
ス
テ
ム
」

つ
ま
り
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
登

記
簿
」
の
構
築
、
強
制
付
番
、
さ
ら
に
は

連
邦
Ｂ
Ｄ
Ｍ
シ
ス
テ
ム
と
端
末
機
関
と
の

電
子
デ
ー
タ
照
合
の
拡
大
等
、
�
人
間
の

精
神
的
自
由
の
確
保
�
の
面
で
も
、
あ
ま

り
に
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
許
せ
ば
、
各
個
人
の
基

本
デ
ー
タ
の
み
な
ら
ず
、
社
会
活
動
そ
の

他
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
を
含
め
た
「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
構
築
も
、

将
来
的
に
は
可
能
と
な
る
恐
れ
も
あ
っ
た
。

ま
さ
に
、
カ
ー
ド
案
は
�
監
視
国
家
�

構
築
の
�
端
緒
�
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。

�
革
新
�
、
�
保
守
�
、
そ
の
装
丁
が
い

か
に
あ
ろ
う
と
、
カ
ー
ド
制
の
よ
う
な
包

括
的
な
国
民
監
視
の
手
段
を
政
府
に
付
与

す
る
こ
と
は
、
危
険
で
あ
る
。
こ
う
し
た

制
度
の
導
入
を
阻
止
し
え
た
こ
と
は
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
将
来
に
と
っ
て
も
賢
明

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

３
　
納
税
者
番
号

．
．
．
．
．

導
入
の
経
緯

ホ　
ー　
ク　
労　
働　
党　
政　
権　
は　
、　
実　
質　
的　
な　
意　
味　

で　
の　
国　
民　
背　
番　
号　
制　
で　
あ　
る　
「　
オ　
ー　
ス　
ト　
ラ　

リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
」　
案　
（　
以　
下　
「　
カ　
ー　
ド　
」　
案　
と　

も　
い　
う　
。　）　
を　
実　
施　
で　
き　
な　
か　
っ　
た　
。　

失　
敗　
の　
原　
因　
は　
、　
包　
括　
的　
な　
番　
号　
案　
に　
対　

す　
る　
ア　
レ　
ル　
ギ　
ー　
で　
あ　
る　
こ　
と　
は　
明　
ら　
か　
で　

あ　
っ　
た　
。　

ホ
ー
ク
政
権
は
こ
の
点
の
反
省
に
た
っ

て
、
方
針
を
限
定
番
号
制
の
導
入
に
切
り

換
え
る
こ
と
に
し
た
。
「
納
税
者
番
号

、
、
、
、
、

」

（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
＝

）
と
い
う
名

称
で
、
そ
の
利
用
を
課
税
目
的
な
い
し
は

課
税
関
連
目
的
に
限
定
す
る
と
い
う
形
で

再
度
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
。

�

連
邦
議
会
で
の
Ｔ
Ｆ
Ｎ
論
争

す　
で　
に　
指　
摘　
し　
た　
よ　
う　
に　
、　
一　
九　
八　
七　
年　

九　
月　
二　
十　
四　
日　
に　
ホ　
ー　
ク　
首　
相　
は　
、　
オ　
ー　
ス　

ト　
ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
法　
案　
を　
廃　
案　
と　
す　
る　
旨　

を　
宣　
言　
し　
た　
。　
そ　
し　
て　
九　
月　
二　
十　
九　
日　
に　
、　

カ　
ー　
ド　
案　
は　
公　
式　
に　
廃　
案　
と　
さ　
れ　
た　
。　

し
か
し
同
時
に
、
ホ
ー
ク
首
相
は
、
カ

ー
ド
案
に
類
す
る
代
替
案
導
入
の
可
能
性

を
含
め
、
こ
の
問
題
を
引
き
続
き
検
討
す

る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

翌
（
十
）
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
連
邦

議
会
上
院
で
は
、
カ
ー
ド
案
の
廃
案
を
確

認
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
類
似
す
る
他

の
代
替
手
段
の
可
能
性
、
そ
の
場
合
の
効

率
性
、
費
用
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
対
策

等
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
す
る
旨
、
決
議

を
行
っ
た
。

そ
し
て
包
括
的
な
検
討
を
行
う
た
め
に
、

こ
の
問
題
を
上
院
法
律
・
憲
法
問
題
特
別

委
員
会
（

、
以
下

「
上
院
特
別
委
員
会
」
と
も
い
う
。
）
に
付
託

し
た
。
こ
の
際
に
上
院
は
、
同
委
員
会
に

対
し
八
八
年
五
月
一
日
ま
で
に
報
告
書
を

作
成
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

�
特
別
委
員
会
へ
の
第
一
次
付
託
事
項

上　
院　
が　
法　
律　
・　
憲　
法　
問　
題　
特　
別　
委　
員　
会　
に　

対　
し　
検　
討　
を　
付　
託　
し　
た　
事　
項　
の　
骨　
子　
は　
、　
次　

の　
と　
お　
り　
で　
あ　
る　
。　
内　
容　
的　
に　
は　
、　
カ　
ー　
ド　

案　
の　
レ　
ビ　
ュ　
ー　
に　
近　
い　
も　
の　
と　
い　
え　
る　
。　

�

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
に
関
す
る

両
院
特
別
委
員
会
報
告
及
び
法
案
検
討
委

員
会
報
告
に
基
づ
き
提
案
さ
れ
た
、
一
九

八
六
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
法
案

の
諸
規
定
。

�

連
邦
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
登
記
所
の

設
立
に
あ
た
り
、
一
つ
若
し
く
は
そ
れ
以

上
の
州
が
協
力
し
な
い
場
合
に
展
開
さ
れ

る
国
民
背
番
号
制
（

）
案
実
現
の
可
能
性
。

�

最
新
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
並

び
に
社
会
保
障
不
正
受
給
及
び
脱
税
や
租

税
回
避
を
糾
弾
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
、

ど
の
程
度
国
民
背
番
号
制
の
必
要
性
を
減

少
さ
せ
て
い
る
の
か
。

�

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
警
察
の
「
国
家

に
対
す
る
不
正
に
関
す
る
報
告
書
」
及
び

「
国
家
に
対
す
る
不
正
対
策
制
度
の
調
査
報

告
書
」
に
示
さ
れ
た
勧
告
を
受
け
入
れ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
。

�

国
民
背
番
号
制
の
維
持
に
あ
た
り
民
間

部
門
に
生
じ
る
費
用
。

�

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
安
全
性
の
確

保
及
び
保
護
を
十
分
に
行
い
、
か
つ
、
い

か
な
る
形
の
国
民
背
番
号
カ
ー
ド
、
信
販

会
社
や
保
険
会
社
の
よ
う
な
商
業
団
体
及

び
人
格
な
き
社
団
や
任
意
団
体
に
よ
る
個

人
の
身
分
証
明
書
の
法
定
外
利
用
を
規
制

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に
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す
る
た
め
に
、
設
立
が
予
定
さ
れ
て
い
る

デ
ー
タ
保
護
庁
の
権
能
。

�

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
法
案
に
関

す
る
論
争
の
な
か
で
起
き
た
関
心
に
照　
ら　

し　
て　
、　
オ　
ー　
ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
に　
お　
け　
る　
包　
括　
的　

な　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
法　
の　
制　
定　
の　
必　
要　
性　
、　
そ　

の
時
期
及
び
そ
の
あ
り
方
。

�

国　
民　
背　
番　
号　
制　
案　
が　
ど　
の　
程　
度　
、　
Ｏ　
Ｅ　

Ｃ　
Ｄ　
の　
「　
一　
九　
八　
一　
年　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
の　
保　

護　
と　
個　
人　
デ　
ー　
タ　
の　
国　
際　
流　
通　
に　
つ　
い　
て　
の　

ガ　
イ　
ド　
ラ　
イ　
ン　
」　
に　
合　
致　
し　
て　
い　
る　
の　
か　
。　

�

行
政
機
関
及
び
民
間
機
関
が
保
有
す
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
の
個
人
デ
ー
タ
の

範
囲
、
正
確
度
、
ア
ク
セ
ス
の
状
況
、
並

び
に
行
政
部
門
内
で
の
個
人
デ
ー
タ
の
相

互
照
合
の
状
況
。

�

行
政
機
関
が
す
で
に
保
有
す
る
デ
ー
タ

の
安
全
性
。

�

土
地
の
境
界
線
や
そ
の
他
に
関
す
る
デ

ー
タ
の
移
転
の
目
的
で
、
現
在
利
用
中
の

若
し
く
は
利
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
設
備

の
物
理
的
な
面
で
の
安
全
性
。

�

個
人
の
デ
ー
タ
の
不
正
利
用
若
し
く
は

頒
布
に
対
し
、
個
人
そ
の
他
団
体
に
課
さ

れ
る
べ
き
適
正
な
罰
則
の
種
類
及
び
程
度
。

�

そ　
の　
種　
の　
カ　
ー　
ド　
や　
番　
号　
制　
を　
実　
施　
し　

て　
い　
る　
諸　
国　
で　
の　
経　
験　
に　
照　
ら　
し　
て　
、　
専　
門　

家　
で　
あ　
る　
海　
外　
の　
証　
人　
か　
ら　
得　
ら　
れ　
る　
証　
言　

を　
含　
む　
、　
外　
国　
か　
ら　
求　
め　
ら　
れ　
う　
る　
証　
拠　
。　

�

現
金
決
済
、
組
織
暴
力
及
び
大
規
模
な

脱
税
や
社
会
保
障
の
不
正
受
給
を
撲
滅
す

る
目
的
達
成
に
お
け
る
、
そ
の
種
の
カ
ー

ド
や
番
号
制
の
有
用
度
。

�
上
記
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
事
項
。

�
政
府
の
限
定
番
号
制
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）

へ
の
政
策
転
換

当
初
上
院
は
、
法
律
・
憲
法
問
題
特
別

委
員
会
に
対
し
、
八
八
年
五
月
一
日
ま
で

に
報
告
書
を
作
成
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
期
限
は
八
八
年
十
二
月

一
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
。

こ　
れ　
は　
、　
ホ　
ー　
ク　
政　
権　
の　
政　
策　
転　
換　
に　
よ　

る　
。　
つ　
ま　
り　
、　
ホ　
ー　
ク　
政　
権　
は　
、　
オ　
ー　
ス　
ト　

ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
案　
の　
廃　
案　
宣　
言　
後　
も　
執　
よ　

う　
に　
、　
�　
オ　
ー　
ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
�　
的　、　

性　
格　
の　
制　
度　
の　
実　
施　
を　
め　
ざ　
し　
て　
い　
た　
。　

し
か
し
、
い
か
な
る
形
に
し
ろ
、
�
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
も
ど
き

、
、
、

�
の
制

度
に
対
し
て
は
、
一
般
の
支
持
が
得
ら
れ

る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
労
働

党
政
権
は
な
に
ゆ
え
に
�
オ
ウ
ェ
リ
ア
ン

体
制
�
を
目
ざ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う

風
潮
が
強
ま
っ
て
い
た
。

ま
さ
に
、
機
を
失
し
な
い
う
ち
の
政
策

転
換
が
求
め
れ
ら
れ
て
い
た
。

一
九
八
八
年
五
月
二
十
五
日
、
キ
ー
テ

ィ
ン
グ
蔵
相
は
『
月
例
経
済
ス
テ
ー
ト
メ

ン

ト

』
（

）
の
な
か
で
、
番
号
政
策
を
転

換
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ　
ま　
り　
、　
そ　
れ　
ま　
で　
の　
�
国
民
背
番
号
�

的
発
想
を
捨
て
、
限
定
番
号
制
の
実
施
を

目
ざ
す
旨
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
国
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
利

用
し
て
き
た
一
種
の
整
理
番
号
と
も
い
え

る
「
タ
ッ
ク
ス
・
フ
ァ
イ
ル
・
ナ
ン
バ
ー
」

（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
＝

）
を
グ
レ

ー
ド
・
ア
ッ
プ
し
、
課
税
目
的
な
い
し
は

課
税
関
連
目
的
に
限
定
し
て
利
用
す
る
、

と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

�
特
別
委
員
会
へ
の
第
二
次
付
託
事
項

政
府
の
方
針
転
換
を
受
け
て
、
上
院
は
、

八
八
年
六
月
一
日
に
上
院
法
律
・
憲
法
問

題
特
別
委
員
会
に
対
し
、
当
初
（
第
一
次
）

の
付
託
事
項
に
加
え
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
も
検
討
を
行
う
よ
う
に
付
託
し
た
。

�

大
蔵
大
臣
が
五
月
の
『
月
例
経
済
ス

テ
ー
ト
メ
ン
ト
』
で
表
明
し
た
納
税

者
番
号
制
（

）
の
是
非
、

ま
た
、
と
く
に
当
該
制
度
が
税
制
の
効

率
化
に
資
す
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
税

制
と
社
会
保
障
制
の
不
正
や
濫
用
の
撲

滅
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
。

�

納
税
者
番
号
制
が　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　

及　
び　
市　
民　
的　
自　
由　
に　
対　
し　
、　
耐　
え　
難　
い　
制　

約　
を　
伴　
う　
、　
事　
実　
上　
の　
国　
民　
背　
番　
号　
カ　
ー　

ド　
制　
に　
発　
展　
す　
る　
可　
能　
性　
の　
有　
無　
に　
つ　
い　

て　
。　

こ
れ
ら
新
た
な
付
託
事
項
を
加
え
、
上

院
特
別
委
員
会
で
の
検
討
が
本
格
化
す
る

な
か
、
一
方
で
は
、『
月
例
経
済
ス
テ
ー
ト

メ
ン
ト
』
を
受
け
て
政
府
は
、
一
九
八
八

年
税
法
改
正
（
納
税
者
番
号

）
法
案

（

〔

〕

、
以
下
「
納
税
者
番
号

法
案
」
と
も
い
う
。
）
を
下
院
へ
上
程
す
る

旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

�
特
別
委
員
会
の
公
聴
会
等
の
開
催

上
院
特
別
委
員
会
は
、
番
号
制
に
関
し

議
会
か
ら
付
託
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
を
行
っ
て
い

た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
各
界
か
ら
意
見

を
聴
取
す
る
こ
と
に
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
・
カ
ー
ド
に
か
か
る
付
託
事
項
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
た
に
加
わ
っ
た
納
税

者
番
号
（

）
に
か
か
る
付

託
事
項
を
も
含
め
、
個
人
、
団
体
を
問
わ

ず
意
見
を
陳
述
す
る
よ
う
に
求
め
て
、
そ

の
旨
を
国
内
主
要
新
聞
に
公
告
し
た
。

ま
た
、
上
院
特
別
委
員
会
は
、
付
託
事

項
に
利
害
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
各
種
団

体
や
個
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
を
通
知

し
た
。
そ
の
結
果
、
上
院
特
別
委
員
会
は

一
一
〇
通
の
意
見
を
受
理
し
た
。

ま　
た　
、　
上　
院　
特　
別　
委　
員　
会　
は　
こ　
の　
付　
託　
事　

項　
に　
関　
し　
、　
各　
地　
で　
公　
聴　
会　
を　
開　
催　
し　
た　
。

八
八
年
七
月
十
一
日
に
ビ
ク
ト
リ
ア
州

メ
ル
ボ
ル
ン
で
開
催
さ
れ
た
の
を
皮
切
り

に
、
同
七
月
二
十
日
に
ウ
エ
ス
タ
ン
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
州
パ
ー
ス
で
、
同
八
月
一

日
・
二
日
に
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
エ
ー
ル
ズ

州
シ
ド
ニ
ー
で
、
同
八
月
五
日
に
ク
ィ
ー

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に
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ン
ズ
ラ
ン
ド
州
ブ
リ
ス
ベ
ン
で
、
そ
し
て

同
九
月
八
日
及
び
二
十
六
日
に
連
邦
首
都

（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
各
々
、
公
聴
会

を
行
っ
た
。
〔
左
の
地
図
参
照
〕

�

報
告
書
の
作
成
・
公
表

上
院
特
別
委
員
会
は
、
議
会
が
納
税
者

番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

立
法
に
関
す
る
審
議
を
開
始
す
る
前
に
、

最
終
報
告
書
を
準
備
し
よ
う
と
い
う
こ
と

で
、
努
力
を
重
ね
た
。

も
ち
ろ
ん
、
上
院
特
別
委
員
会
は
付
託

事
項
の
検
討
に
あ
た
り
困
難
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
付
託
事
項

�
〔
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
警
察
の
「
国
家
に

対
す
る
不
正
に
関
す
る
報
告
書
」
等
に
示
さ
れ

た

勧

告

を

受

け

入

れ

る

た

め

に

必

要

な

措

置
〕
の
検

討
に
あ
た

り
、
警
察

当
局
が
協

力
的
で
は

な

か

っ

た
。ま　

た　

、　

付　
託　
事　
項　

�　
〔　
国　
民　

背　

番　

号　

制　

の　

維　

持　

に　

あ　

た　

り　

民　

間　

部　

門　

で　

生　

じ　

る　

費　

用　
〕　
の　
検　

討　
の　
際　
に　

は　
、　
こ　
の　

種　
の　
詳　
し　

い　
評　
価　
分　

析　
が　
ま　
っ　
た　
く　
な　
い　
と　
い　
う　
状　
態　
で　
あ　
っ　

た　
。　一　

方　
、　
政　
府　
が　
五　
月　
に　
納　
税　
者　
番　
号　
法　
案　

を　
下　
院　
に　
上　
程　
す　
る　
と　
公　
言　
し　
た　
の　
に　
も　
か　

か　
わ　
ら　
ず　
、　
九　
月　
一　
日　
に　
至　
っ　
て　
も　
同　
法　
案　

が　
上　
程　
さ　
れ　
る　
様　
子　
も　
な　
か　
っ　
た　
。　

同
時
に
、
連
邦
議
会
直
属
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
監
視
官
（
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）
の
新
設
を

含
む
、
政
府
が
再
検
討
し
て
い
た
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
立
法
も
い
ま
だ
そ
の
具
体
的

内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
上
院
特
別
委

員
会
も
手
詰
ま
り
の
状
態
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
上
院
特

別
委
員
会
は
、
自
ら
が
入
手
で
き
る
最
良

の
資
料
・
証
拠
に
従
っ
て
、
報
告
書
を
作

成
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
議
会
が
付

託
し
た
事
項
は
数
量
的
に
も
決
し
て
少
な

く
な
い
。
し
か
も
時
間
的
な
制
約
も
多
い
。

こ
う
し
た
困
難
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
上
院
特
別
委
員
会
は
最
終
報
告
書

を
ま
と
め
、
八
八
年
十
月
に
公
表
し
た
。

�

報
告
書
の
構
成

上
院
特
別
委
員
会
報
告
書
は
『
国
民
背

番
号
制
の
是
非
、
納
税
者
番
号
制
』

（

）
の
タ
イ
ト
ル
で
公

表
さ
れ
た
。

十
の
章
、
二
つ
の
補
章
及
び
六
つ
の
付

録
か
ら
な
る
が
、
各
々
の
表
題
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

第
一
章
　
序
　
説

第
二
章
　
概
　
要

第
三
章
　
オ　
ー　
ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
法　
案　

第
四
章
　
不
　
正

第
五
章
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
に

関
し
保
有
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ

第
六
章
　
デ
ー
タ
の
安
全
性

第
七
章
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

第
八
章
　
罰
則
と
救
済

第
九
章
　
納
税
者
番
号
制

第
十
章
　
事
実
上
の
国
民
背
番
号
制

と
な
り
う
る
か

補
章
第
一
ア
ル
ス
ト
ン
上
院
議
員

及
び
ヒ
ル
上
院
議
員

補
章
第
二

パ
ウ
エ
ル
上
院
議
員

付
録
第
一

特
別
委
員
会
へ
文
書
を

提
出
し
た
個
人
及
び
団
体

付
録
第
二

公
聴
会
で
意
見
陳
述
し
た
証
人

付
録
第
三

テ
ー
ト
上
院
議
員
の
応
答

付
録
第
四

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
「
一
九
八
一
年
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
個
人
の
デ

ー
タ
の
国
際
交
流
に
つ
い
て
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

付
録
第
六

一
九
八
六
年
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法

案
、
情
報
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

原
則

�

報
告
書
に
盛
ら
れ
た
勧
告

報
告
書
『
国
民
背
番
号
制
の
是
非
、
納

税
者
番
号
制
』
で
は
、
上
院
よ
り
付
託
さ

れ
た
事
項
を
、
個
別
的
に
検
討
す
る
と
と

も
に
、
勧
告
（

）
を
盛

り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。勧

告

オーストラリア全図

NORTHERN TERRITORY
北部連邦直轄地域

QUEENSLAND
クィーンズランド州

Darwin
ダーウイン

Brisbane
ブリスベン

NEW SOUTH WALES
ニューサウスウエールズ州

Sydney
シシドニー

CANBERRA
キャンベラ
（ＡＣＴ）

TASMANIA
タスマニア州

Melbourne
メルボルン

SOUTH AUSTRALIA
サウスオーストラリア州

Adelaide
アデレード

WESTERN AUSTRALIA
ウエスタンオーストラリア州

Perth
パース

VICTORIA
ビクトリア州

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に
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１
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
法
は
、
修
正

が
施
さ
れ
た
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
導
入
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
お
い
て
は
、
形
は
ど
う
で
あ
れ
い
か
な

る
国
民
背
番
号
制
も
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
。

２
　
個
人
情
報
を
含
む
記
録
（
及
び
当
該
記
録
に

関
す
る
記
号
表
示
を
含
む
。
）
の
〔
開
示
〕
の
た

め
の
改
正
規
定
は
、
情
報
公
開
法
よ
り
も
む

し
ろ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
の
な
か
に
置
か
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

３
　
あ
る
者
が
自
ら
（
本
人
）
の
個
人
情
報
の

記
録
に
ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
者

に
対
す
る
料
金
は
高
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
制
度
化
が
予
定
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
監
視
官
は
、
秘
密
が
適
切
に
保
持
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
〔
本
委
員
会
の
〕
勧
告

を
確
か
な
も
の
に
す
る
意
味
に
お
い
て
、
医

療
記
録
の
守
秘
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も

そ
の
所
轄
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

５
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
官
は
、
守
秘
条
項
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
行
政
上
の
措
置
や
対
応
、

及
び
、
一
つ
の
機
関
か
ら
他
の
機
関
へ
情
報

が
移
転
さ
れ
る
場
合
で
双
方
の
う
ち
少
な
く

と
も
一
方
が
連
邦
の
機
関
で
あ
る
と
き
の
そ

の
根
拠
と
な
る
あ
ら
ゆ
る
法
律
の
条
項
を
、

調
査
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。

６
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
官
は
、
あ
る
機
関
か

ら
他
の
機
関
へ
情
報
が
移
転
さ
れ
た
結
果
、

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
不
当
な
侵
害
が

生
じ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

監
視
官
は
、
情
報
の
機
関
相
互
で
の
利
用
が

行
わ
れ
る
場
合
の
適
切
な
方
法
に
つ
い
て
、

勧
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
官
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
に
お
け
る
デ
ー
タ
に
よ
る
監
視
状
況
を

調
査
し
、
不
当
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
実
務

に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
保
護
政
策
に
関

し
報
告
を
行
う
よ
う
に
、
義
務
づ
け
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

８
　
政
府
が
保
有
す
る
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
は
、
当
該
情
報
の
基
と
な
っ
て
い
る
本
人

の
明
確
な
同
意
な
し
に
は
、
利
益
目
的
で
販

売
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

９

適　
切　
な　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
法　
が　
、　
遅　
滞　
な　
く　
オ　

ー　
ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
で　
制　
定　
さ　
れ　
る　
べ　
き　
で　
あ　
る　
。　

10

適
切
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
が
、
効
率
的
な

納
税
者
番
号
制
案
の
実
施
に
遅
れ
る
こ
と
な

く
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

11

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
に
よ
る
民
間
部
門
の
規

制
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
特
別
委
員
会
が
設

立
を
勧
告
し
て
い
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
官

に
、
そ
の
検
討
を
付
託
す
べ
き
で
あ
る
。

12

プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
監　
視　
官　
は　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　

ー　
法　
の　
な　
か　
で　
制　
度　
化　
さ　
れ　
る　
べ　
き　
で　
あ　
る　
。　

13

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
官
の
職
務
内
容
に
つ

い
て
は
、
妥
当
と
思
わ
れ
る
期
間
経
過
後
に
、

点
検
の
た
め
に
本
特
別
委
員
会
へ
付
託
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

14

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
個
人
の
自
由
を
保
障

す
る
た
め
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
案
は
、
追
加

的
措
置
で
補
て
ん
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、

最
低
基
準
と
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
採
択
す
べ
き
で
あ
る
。

15

プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
の　
保　
護　
状　
況　
を　
広　
く　
監　
督　
す　

る　
と　
い　
う　
意　
味　
で　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
監　
視　
官　
は　
、　

プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
原　
則　
違　
反　
の　
発　
見　
や　
当　
該　
違　

反　
に　
対　
す　
る　
罰　
則　
の　
一　
般　
的　
抑　
止　
効　
果　
を　
モ　
ニ　

タ　
ー　
す　
る　
権　
限　
を　
持　
つ　
べ　
き　
で　
あ　
る　
。　

16

一
九
八
八
年
税
法
改
正
（
納
税
者
番
号
）

法
案
は
、
そ
の
制
定
に
あ
た
り
、
課
税
目
的

関
連
に
の
み
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
表
現

に
お
い
て
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
目
的
に
つ
い
て
も
、
法
案

の
趣
旨
を
著
し
く
逸
脱
で
き
な
い
よ
う
に
枠

づ
け
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�

Ｔ
Ｆ
Ｎ
の
基
本
的
性
格

納
税
者
番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）
法
案
は
、
一

九
八
八
年
九
月
一
日
に
連
邦
下
院
へ
上
程

さ
れ
た
。

「
一
九
八
八
年
税
法
改
正
（
納
税
者
番
号
）

法
案
」
（

〔

〕

、
以
下
「
納

税
者
番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）
法
案
」
又
は
単
に
「
Ｔ

Ｆ
Ｎ
法
案
」
と
も
い
う
。
）
は
、
五
月
二
十
五

日
に
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
蔵
相
が
政
府
の
限
定

番
号
制
へ
の
政
策
転
換
を
明
ら
か
に
し
た

『
月
例
経
済
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
』
の
趣
旨
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
年
十
月
に
出
さ
れ
た

上
院
法
律
・
憲
法
問
題
特
別
委
員
会
の
報

告
『
国
民
背
番
号
制
の
是
非
、
納
税
者
番

号
制
』
な
い
し
は
そ
れ
に
盛
ら
れ
た
�
勧

告
�
を
直
接
に
基
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。

�
Ｔ
Ｆ
Ｎ
法
案
提
出
の
趣
旨

納
税
者
番
号
法
案
の
下
院
へ
の
上
程
に

あ
た
り
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
蔵
相
が
述
べ
た

法
案
趣
旨
説
明
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

�

こ
の
法
案
の
目
的
は
、
国
税
庁
長

官
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
各
種
調
書
に
　

含
ま
れ
た
情
報
と
、
納
税
者
が
申
告

書
に
記
載
し
た
情
報
と
を
照
合
す
る

た
め
の
効
率
性
及
び
効
率
化
を
促
進

す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
。

�

情
報
照
合
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
脱
税
を
防
止
す
る
こ
と
。

�

高　
等　
教　
育　
機　
関　
に　
対　
し　
授　
業　
コ　
ー　
ス　

を　
と　
る　
場　
合　
の　
費　
用　
と　
し　
て　
学　
生　
が　
支　

払　
う　
べ　
き　
授　
業　
料　
に　
関　
し　
、　
国　
が　
付　
与　

す　
る　
給　
付　
の　
拠　
り　
ど　
こ　
ろ　
と　
な　
る　
制　
定　

法　
の　
執　
行　
を　
改　
善　
す　
る　
こ　
と　
。　

キ
ー
テ
ィ
ン
グ
蔵
相
は
ま
た
、
こ
の
法

案
に
盛
り
込
ま
れ
た
措
置
、
つ
ま
り
Ｔ
Ｆ

Ｎ
の
実
施
に
よ
り
、
来
た
る
十
年
間
で
約

二
十
二
億
ド
ル
の
新
た
な
財
政
収
入
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
評
価
見
通
し
を

明
ら
か
に
し
た
。

�

Ｔ
Ｆ
Ｎ
法
の
成
立

後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
キ
ー

テ
ィ
ン
グ
蔵
相
が
議
会
へ
上
程
し
た
納
税

者
番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）
法
案
は
、
限
定
番
号

制
の
実
現
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
国
民
背
番
号
的
性
格

の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
案
と
は
異

な
る
も
の
だ
。

課
税
目
的
な
い
し
は
課
税
関
連
目
的
に

限
定
し
て
利
用
が
認
め
ら
れ
る
性
格
の
番

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に
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号
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
八
六
年
五

月
八
日
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
『
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
に
関
す
る
両
院

合
同
特
別
委
員
会
報
告
書
』
で
は
、
�
カ

ー
ド
制
よ
り
も
む
し
ろ
精
度
の
高
い
納
税

者
記
録
制
度
の
採
用
�
を
勧
告
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
国
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
従
来

か
ら
各
納
税
者
に
整
理
番
号
を
付
け
て
維

持
し
て
き
た
納
税
者
記
録
整
理
シ
ス
テ
ム

の
整
備
・
拡
充
を
薦
め
た
わ
け
で
あ
る
。

キ　
ー　
テ　
ィ　
ン　
グ　
蔵　
相　
が　
議　
会　
に　
上　
程　
し　
た　

納　
税　
者　
番　
号　
（　
Ｔ　
Ｆ　
Ｎ　
）　
法　
案　
は　
、　
ま　
さ　
に　

こ　
の　
勧　
告　
の　
趣　
旨　
に　
沿　
っ　
た　
も　
の　
で　
あ　
る　
。　

こ　
の　
勧　
告　
に　
沿　
っ　
た　
法　
案　
で　
あ　
れ　
ば　
、　
オ　
ー　

ス　
ト　
ラ　
リ　
ア　
・　
カ　
ー　
ド　
案　
に　
抵　
抗　
し　
て　
き　
た　

野　
党　
も　
積　
極　
的　
に　
は　
反　
対　
し　
に　
く　
い　
。　

ま
た
、
カ
ー
ド
導
入
案
の
場
合
で
も
明

ら
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
番
号
制
導
入
に

あ
た
っ
て
の
最
大
の
関
心
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
始
め
と
し
た
市
民
的
自
由
が
守
ら

れ
る
か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
ホ
ー
ク

政
権
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｎ
法
案
に
対
す
る
反
対
を

封
じ
る
意
味
も
あ
り
、
連
邦
議
会
直
属
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
官
（
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）

の
新
設
を
含
む
、
き
わ
め
て
堅
固
な
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
を
盛
り
込
ん
だ
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
法
制
定
に
、
積
極
的
な
姿
勢

を
示
し
た
。

そ
し
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｎ
法
案
と
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
法
案
と
を
抱
き
合
わ
せ
で
議
会
へ
提
出

し
た
。

こ
う
し
た
方
針
が
効
を
奏
し
て
、
一
九

八
八
年
末
に
、「
税
法
改
正
（
納
税
者
番
号
）

法
」（

〔

〕

）
と
「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
法
」（

）
の
双
方

は
、
な
ん
と
か
成
立
し
た
。

�
Ｔ
Ｆ
Ｎ
と
カ
ー
ド
案
の
相
違

納
税
者
番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）
法
は
、
一
九

八
八
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。
す
で
に

指
摘
し
た
よ
う
に
納
税
者
番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）

の
場
合
、
そ
の
利
用
目
的
は
原
則
と
し
て

�
課
税
（

）
�
な
い
し

は
�
課
税
関
連
目
的
（

）
�
に
限
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
廃
案
と
な
っ
た
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
案
つ
ま
り
�
国
民
背

番
号
案
�
の
場
合
と
は
異
な
り
、
�
公
的

部
門
全
体
�
で
の
多
目
的
利
用
を
前
提
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
い
な
い

、
、
、
、
、

。

�

課
税
目
的
以
外
へ
の
利
用
禁
止

納　
税　
者　
番　
号　
（　
Ｔ　
Ｆ　
Ｎ　
）　
の　
利　
用　
目　
的　
が　
、　

�　
課　
税　
�　
な　
い　
し　
は　
�　
課　
税　
関　
連　
目　
的　
�　
に　

限　
定　
さ　
れ　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
は　
、　
た　
と　
え　
ば　
こ　

の
Ｔ
Ｆ
Ｎ
の
�
民
間
の
自
発
的
利
用
�
や　

�　
身　
元　
確　
認　
番　
号　
と　
し　
て　
の　
利　
用　
�　
を　
許　
し　

て　
は　
な　
ら　
な　
い　
こ　
と　
を　
意　
味　
す　
る　
。　

し
た
が
っ
て
、
民
間
機
関
が
Ｔ
Ｆ
Ｎ
を

利
用
し
て
個
人
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築

す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
る
。

ま
た
Ｔ
Ｆ
Ｎ
を
、
身
分
証
明
番
号
と
し

て
利
用
し
た
り
、
身
元
確
認
の
目
的
で
Ｔ

Ｆ
Ｎ
の
提
示
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
、

違
法
な
�
目
的
外
利
用
�
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
�
禁
止
措
置
�
は
、「
本
来
の

意
味
で
の
納
税
者
番
号
と
は
、
�
課
税
�

目
的
の
み
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
番
号
で
あ

る
」
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と

い
え
る
。

�

付
番
機
関
は
課
税
庁

こ
う
し
た
Ｔ
Ｆ
Ｎ
の
�
納
税
者
番
号
�

と
し
て
の
性
格
は
、
付
番
の
仕
組
み
に
も

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
廃
案
と
な
っ
た
「
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
」
の
場
合
、
付
番
機
関

に
つ
い
て
、
個
人
の
と
き
は
強
制
加
入
の

国
民
健
康
保
険
制
度
で
あ
る
「
メ
デ
ィ
ケ

ア
」
（

）
を
所
轄
す
る
連
邦
健
康

保
険
委
員
会
（
Ｈ
Ｉ
Ｃ
＝

）
と
さ
れ
た
。

ち
な
み
に
こ
れ
は
、
付
番
機
関
が
連
邦

社

会

保

険

庁

（

）
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
現

行
制
度
や
社
会
保
険
庁
を
付
番
機
関
と
す

る
わ
が
国
政
府
が
想
定
す
る
番
号
（
基
礎

年
金
番
号
）
制
度
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
Ｔ
Ｆ
Ｎ
の
場
合
、
付
番
機

関
は
、
個
人
や
企
業
な
ど
す
べ
て
の
対
象

者
が
国
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
＝

）
と
な
る
。

Ｔ
Ｆ
Ｎ
が
本
来
の
意
味
で
の
納
税
者
番

号
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
課
税
な
い
し
は

課
税
関
連
以
外

、
、

の
目
的
に
利
用
を
認
め
な

い
、
つ
ま
り
�
課
税
�
限
定
番
号
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
、
す
べ
て
の
対
象
者
に
つ

い
て
国
税
庁
（
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
が
付
番
機
関
で

あ
る
べ
き
は
当
然
と
い
え
る
。

ち
な
み
に
、
わ
が
国
政
府
税
調
が
想
定

す
る
�
納
税
者
番
号
�
で
は
、
個
人
の
付

番
機
関
を
国
税
庁
、
つ
ま
り
課
税
庁
と
し

て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
本
来
の

、
、
、

意
味
で
の
納
税
者
番
号
と
は
い
え
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。

む
し
ろ
、
納
税
者
番
号
制
の
名
を
借
り

た
事
実
上
の
�
国
民
背
番
号
制
�
を
目
ざ

し
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
、
納
税
者
の
無
知

な
い
し
は
無
関
心
を
利
用
す
る
形
で
�
国

民
背
番
号
制
�
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
や

り
方
は
、
正
道
と
は
い
え
な
い
。

�

番
号
提
示
は
�
任
意
�
が
原
則

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
」
案
で
は
、

非
居
住
者
な
ど
は
別
と
し
て
も
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
居
住
者
に
つ
い
て
は
カ
ー
ド
取

得
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
納
税
者
番
号
（
Ｔ
Ｆ
Ｎ
）

で
は
、
そ
の
取
得
、
提
示
は
�
任
意
�
と

な
っ
て
い
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
Ｔ
Ｆ
Ｎ
の

利
用
目
的
は
�
課
税
�
な
い
し
は
�
課
税

関
連
�
と
い
う
き
わ
め
て
制
限
的
な
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
原
則
と
し
て
、
納

税
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
は
こ
の
シ
ス
テ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に



公
立
図
書
館
、

利
用
者
情
報
を
、

警
察
に
通
知

―
図
書
館
も
個
人
情
報
提
供
者
に
―

九
六
年
十
一
月
十
四
日
付
の
日
本
経
済

新
聞
に
よ
る
と
、
全
国
の
公
立
図
書
館
の

一
割
が
、
警
察
に
、
利
用
者
カ
ー
ド
の
情

報
を
渡
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、

あ
な
た
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
あ
な
た
の

個
人
情
報
が
�
横
流
し
�
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
�
提
供
者
�
は
、
国
民

の
思
想
信
条
の
自
由
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
書
籍
を
扱
い
、
文
化
の
向
上
に
寄
与
す

る
た
め
の
機
関
で
あ
る
、
公
立
図
書
館
だ

と
い
う
。

自
治
省
の
住
民
基
本
台
帳
番
号
構
想
の

実
現
を
許
し
た
ら
、
警
察
は
、
も
っ
と
効

率
よ
く
「
個
人
の
思
想
信
条
や
社
会
活
動
」

に
関
す
る
�
情
報
�
を
収
集
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。

以
下
に
、
日
経
新
聞
の
記
事
（
要
旨
）

を
紹
介
す
る
。

警
察
が
全
国
の
公
立
図
書
館
に
任
意
で

利
用
者
カ
ー
ド
の
照
会
な
ど
を
求
め
て
き

た
ケ
ー
ス
に
対
し
、
約
一
〇
％
の
図
書
館

が
、
直
ち
に
調
査
し
て
回
答
し
て
い
た
こ

と
が
十
三
日
、
全
国
の
図
書
館
や
司
書
ら

で
組
織
す
る
日
本
図
書
館
協
会
の
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
（
回
答
五
一
％
、
九
百
七
十
三

館
）
で
分
か
っ
た
。

図
書
館
を
だ
れ
が
、
ど
う
利
用
し
た
か

は
公
開
し
な
い
の
が
原
則
。
同
協
会
の

「
図
書
館
の
自
由
に
関
す
る
宣
言
」
は
、
令

状
に
よ
る
捜
査
だ
け
を
例
外
と
し
て
認
め

て
い
る
が
、
利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

無
視
し
た
、
安
易
な
捜
査
協
力
が
行
わ
れ

て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
利
用
者
に
関
し
て
警

察
か
ら
口
頭
で
照
会
が
あ
っ
た
館
で
は
、

「
直
ち
に
調
査
し
回
答
」
が
九
％
、
「
断
っ

た
」
館
は
六
二
％
。「
教
育
委
員
会
な
ど
の

判
断
に
従
っ
た
」
な
ど
、
自
主
的
な
判
断

を
し
な
か
っ
た
館
も
二
九
％
。

文
書
に
よ
る
照
会
の
場
合
は
「
直
ち
に

調
査
、
回
答
」
が
一
一
％
、
断
っ
た
の
は

五
九
％
だ
っ
た
。

特
定
の
蔵
書
に
つ
い
て
教
育
委
員
会
や

一
般
行
政
部
局
か
ら
「
廃
棄
や
貸
し
出
し
、

利
用
の
制
限
を
求
め
ら
れ
た
」
ケ
ー
ス
で

は
、
「
直
ち
に
要
求
に
応
じ
た
」
館
が
四

七
％
に
上
り
、「
図
書
館
の
立
場
を
説
明
し
、

要
求
に
は
応
じ
な
か
っ
た
」
は
三
一
％
に

す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
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ム
の
枠
外
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
生
な
い
し
は
居
住
者
た
る
資
格
を
有

す
る
、
と
い
う
だ
け
で
番
号
取
得
を
義
務

づ
け
ら
れ
る
形
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

現
実
に
、
番
号
な
し
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
国
内
で
長
期
間
に
わ
た
り
生
活
、
居
住

で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
法
制
度

上
は
�
任
意
�
取
得
の
形
と
な
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
Ｔ
Ｆ
Ｎ
取

得
は
、
こ
う
し
た
原
則
論
に
沿
う
形
で
、

法
律
上
�
任
意
�
と
な
っ
て
い
る
（
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
法
第
三
部
原
則
第
十
）。

Ｔ
Ｆ
Ｎ
は
段
階
的
に
実
施
さ
れ
た
。
端

的
に
い
う
と
、
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
、

八
九
年
二
月
一
日
か
ら
は
新
規
採
用
者
に
、

そ
し
て
同
年
四
月
一
日
か
ら
は
永
続
勤
務

者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
雇
用
主
に
対
し
て
Ｔ
Ｆ

Ｎ
を
提
示
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

ま
た
一
九
九
一
年
七
月
一
日
か
ら
は
、

利
子
配
当
ま
た
は
分
配
金
な
ど
の
投
資
所

得
を
受
け
る
者
に
、
そ
の
支
払
者
に
対
し

Ｔ
Ｆ
Ｎ
を
提
示
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

こ
う
し
た
提
示
（
記
載
）
は
、
法
律
上

あ
く
ま
で
も
�
任
意
�
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
提
示
（
記
載
）
し
な
い
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

し　
か　
し　
、　
Ｔ　
Ｆ　
Ｎ　
の　
不　
提　
示　
（　
不　
記　
載　
）　

の　
場　
合　
、　
報　
酬　
や　
賃　
金　
な　
ど　
の　
勤　
労　
所　
得　
、　

利　
子　
や　
配　
当　
な　
ど　
の　
不　
労　
（　
投　
資　
）　
所　
得　
、　

い　
ず　
れ　
に　
し　
ろ　
課　
税　
対　
象　
と　
な　
る　
支　
払　
が　

行　
わ　
れ　
る　
と　
き　
は　
、　
所　
得　
税　
の　
最　
高　
税　
率　

（　
個　
人　
は　
も　
ち　
ろ　
ん　
の　
こ　
と　
法　
人　
等　
を　
含　
め　
、　
国　

民　
健　
康　
保　
険　
付　
加　
税　
を　
含　
め　
て　
四　
八　
・　
二　
五　
％　
）　

で　
源　
泉　
課　
税　
が　
行　
わ　
れ　
る　
こ　
と　
に　
な　
っ　
て　

い　
る　
。　
も　
っ　
と　
も　
こ　
の　
場　
合　
、　
最　
終　
の　
課　

税　
標　
準　
申　
告　
の　
段　
階　
で　
過　
不　
足　
分　
の　
税　
額　

を　
調　
整　
で　
き　
る　
こ　
と　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　

最
高
税
率
の
適
用
あ
る
高
額
所
得
者
は

別
と
し
て
も
、
一
般
の
市
民
に
と
っ
て
は

最
高
税
率
で
の
源
泉
所
得
課
税
に
は
耐
え

難
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｎ
に
不
満
で

あ
っ
て
も
、
遅
か
れ
早
か
れ
Ｔ
Ｆ
Ｎ
を
取

得
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
け
あ
っ
て
不
法
就
労
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
者
な
ど
に
と
っ
て
も
、

実
質
的
に
還
付
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
る
。
不

法
就
労
者
は
保
護
さ
れ
る
必
要
は
な
い
、

と
い
う
論
理
で
よ
い
の
か
ど
う
か
、
熟
考

を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
社
会
の
底
辺
層
だ
け
が
高

率
課
税
を
受
け
る
、
と
い
う
結
果
に
な
り

か
ね
な
い
。

e

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
「
国
民
総
背
番
号
制
」
が
廃
案
に

[Data-0017]

検
証

国

民

背

番

号
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■
戸
籍
情
報
の
差
別
性

差
別
を
生
む
恐
れ
が
大
き
い
た
め
、
最

も
秘
匿
性
の
高
い
の
が
、
人
の
出
生
の
秘

密
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。

正
式
に
結
婚
し
た
両
親
の
間
に
嫡
出

ち　
ゃ　
く　
し　
ゅ　
つ　

と

し
て
生
ま
れ
た
の
か
ど
う
か
、
実
子
で
あ

る
の
か
継
子
で
あ
る
の
か
、
養
子
で
あ
る

の
か
里
子
で
あ
る
の
か
、
片
親
な
の
か
孤

児
な
の
か
、
生
ま
れ
た
場
所
は
ど
こ
な
の

か
、
兄
弟
姉
妹
は
ど
う
な
の
か
、
年
齢
差

は
ど
う
な
の
か
…
…
…
。

こ　
れ　
ら　
の　
�　
情　
報　
�　
は　
み　
な　
、　
差　
別　
の　
材　

料　
に　
な　
り　
得　
る　
個　
人　
情　
報　
で　
あ　
る　
。　
し　
た　
が　

っ　
て　
、　
そ　
の　
保　
護　
に　
は　
各　
国　
と　
も　
最　
大　
限　
の　

配　
慮　
を　
払　
っ　
て　
い　
る　
と　
い　
っ　
て　
よ　
い　
。　

と
こ
ろ
が
日
本
の
戸
籍
制
度
は
、
こ
う

し
た
情
報
を
、
戸
籍
制
度
が
創
設
さ
れ
た

明
治
以
来
、
�
公
開
す
る
こ
と
を
原
則
�

と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
に
述

べ
た
各
種
の
�　
情　
報　
�　
は
戸
籍
謄
本
に
よ

っ
て
、
す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
。

そ
の
上
、
戸
籍
制
度
は
、
外
国
人
を
排

除
し
、
禁
治
産
者
表
示
し
、
人
々
の
過
去

を
無
用
に
暴
き
、
秘
め
ら
れ
た
人
間
関
係

を
さ
ら
け
出
す
。

こ
れ
ら
も
み
な
、
差
別
の
温
床
と
な
り

得
る
個
人
情
報
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
個
人
情
報
を
一
律
に
公
開

す
る
こ
と
は
、
近
年
の
、
世
界
の
個
人
情

報
保
護
の
流
れ
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
入
力
す
る
こ
と
も
、
一
九
九
〇
年
の

国
連
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
規
制
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
に
照
ら
し
て
み
る
ま
で
も
な

く
、
世
界
の
潮
流
か
ら
み
て
、
許
さ
れ
る

も
の
で
は
な

い
。右

の
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」

は
、
『
人
種
又

は
民
族
的
出

身
、
皮
膚
の
色
、

性
生
活
、
政
治
的
意
見
、

宗
教
的
又
は
そ
の
他
の
信
条
、

労
働
組
合
や
結
社
の
会
員
で
あ
る

こ
と
に
関
す
る
情
報
を
含
め
、
不
法

な
あ
る
い
は
恣
意
的
な
差
別
を
生
じ
そ

う
な
情
報
は
蓄
積
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。』、

と
う
た
っ
て
い
る
。

在
日
外
国
人
の
排
除
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
戸
籍
に
お
け
る
、
帰
化
事
実
の
公
示
、

本
籍
地
な
ど
に
よ
る
被
差
別
部
落
出
身
者

の
推
定
、
法
律
婚
と
事
実
婚
の
峻
別
な
ど

は
、
お
よ
そ
こ
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に

そ
ぐ
わ
な
い
。

な
か
で
も
、
一
九
九
三
年
十
一
月
、
国

連
規
約
人
権
委
員
会
か
ら
改
善
勧
告
を
受

け
た
�
非
嫡
出
子
�
に
対
す
る
差
別
記
載

に
関
し
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
イ
ン
プ

ッ
ト
す
る
な
ど
、
お
よ
そ
行
わ
れ
る
は
ず

の
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
法
務
省
は
、
九

四
年
六
月
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
�
拘

束
力
は
な
い
�
、
と
し
て
戸
籍
法
を
改
悪
。

戸
籍
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
途
を
開

い
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
九
五
年
三
月
に
は
、
東
京

都
豊
島
区
、
台
東
区
、
同
年
四
月
に
は
新

宿
区
、
九
六
年
に
は
中
野
区
が
、
そ
れ
ぞ

れ
戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
を
開

始
。

こ
の
間
の
九
五
年
三
月
十

五
日
に
は
、
豊
島
区
の
戸

籍
課
職
員
が
、
セ
ッ
ト

ア
ッ
プ
作
業
の
過
労

の
た
め
に
倒
れ
、
亡

く
な
る
と
い
う
事

件
が
起
こ
っ
て

い
る
。

■

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
化
の

計
画法

務
省
が
、
戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化

を
計
画
し
た
の
は
、
個
人
試
案
の
段
階
を

含
め
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
代
末
の
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
個
人
試
案
は
、
十
三
桁
の
個
人
通

し
番
号
を
持
つ
、
国
民
総
背
番
号
制
モ
デ

戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の

限
界
と
、
な
お
続
く
脅
威

戸
籍
研
究
家
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

佐

藤

文

明

自
治
省
が
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る

住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
と
カ
ー
ド
の
構

想
は
、
住
民
基
本
台
帳
制
度
を
前
提
に

し
て
い
る
。
そ
し
て
住
民
基
本
台
帳
は
、

戸
籍
制
度
の
下
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

現
在
戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
す

す
め
ら
れ
て
い
る
が
、
自
治
省
の
住
民

基
本
台
帳
コ
ー
ド
構
想
と
、
ど
の
よ
う

に
係
わ
っ
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
戸

籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
は
ど
の
よ
う

な
問
題
が
あ
る
の
か
。
個
人
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
と
の
関
連
も
含
め
、
戸
籍
研
究

家
の
佐
藤
文
明
氏
に
分
析
し
て
い
た
だ

い
た
。

戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
限
界
と
、
な
お
続
く
脅
威



「
戸
籍
」
は
、
一
定
の
人
（
戦
前
は
戸
主
、

現
在
は
戸
籍
筆
頭
者
）
を
中
心
と
す
る
日
本
国

民
各
個
人
の
親
族
的
身
分
関
係
（
発
生
・
変

更
・
消
滅
）
を
公
に
証
明
す
る
た
め
の
、
公

文
書
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
が
統
治
の
た
め

に
（
徴
税
、
徴
兵
な
ど
）
国
民
を
把
握
す
る
た

め
の
最
も
基
本
的
な
制
度
で
も
あ
る
。

近　
代　
的　
戸　
籍　
制　
度　
は　
、　
明　
治　
維　
新　
期　
の　
長　
州　

藩　
の　
市　
中　
戸　
籍　
仕　
法　
に　
遡　
り　
、　
一　
八　
七　
一　
（　
明　

治　
四　
）　
年　
の　
戸　
籍　
法　
と　
し　
て　
、　
発　
足　
し　
た　
。　
そ　

の　
後　
、　
数　
度　
の　
、　
旧　
民　
法　
の　
「　
家　
」　
制　
度　
に　
対　

応　
す　
る　
た　
め　
の　
改　
正　
を　
経　
て　
、　
戦　
後　
一　
九　
四　
七　

（　
昭　
和　
22
）　
年　
の　
、　
新　
民　
法　
の　
制　
定　
と　
合　
わ　
せ　
て　

家　
単　
位　
の　
制　
度　
か　
ら　
、　
家　
族　
単　
位　
の　
制　
度　
に　
改　

正　
さ　
れ　
、　
現　
在　
に　
至　
っ　
て　
い　
る　
。　
し　
か　
し　
、　「　
戸　

籍　
」　
が　
�　
人　
民　
統　
治　
�　
の　
た　
め　
の　
基　
礎　
と　
し　
て　

利　
用　
さ　
れ　
て　
い　
る　
こ　
と　
に　
は　
、　
変　
わ　
り　
な　
い　
。　

「
戸
籍
」
の
主
務
官
庁
は
、
戦
前
は
内
務
省

（
一
時
期
は
司
法
省
）、
戦
後
は
法
務
省
と
な

っ
て
い
る
。
実
際
の
戸
籍
事
務
は
、
法
務
局

（
地
方
法
務
局
）
の
監
督
の
下
に
、
市
区
町

村
長
が
、
国
か
ら
の
機
関
委
任
事
務
と
し
て

行
っ
て
い
る
。
そ
の
正
本
は
市
区
町
村
が
、

副
本
は
法
務
省
が
保
管
。

戸
籍
は
国
籍
と
一
致
す
る
こ
と
を
原
則
と

し
て
い
る
た
め
、
外
国
人
（
そ
の
者
と
身
分
関

係
が
発
生
し
た
日
本
国
民
を
含
む
）
に
対
し
て

は
完
全
な
適
用
が
な
い
。
ま
た
、
「
届
出
」

方
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
意
思
確
認

が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
戸
籍
交
付
申

請
者
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
「
原

則
公
開
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
と
の
関
係
で
問
題
が
多
い
。
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ル
だ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
化
が
進
ん
だ
の
は
住
民
基
本
台
帳
の
方

で
、
こ
ち
ら
も
将
来
的
に
は
、
終
生
不
変

の
行
政
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
全
国
統
一
的

に
付
番
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
行
政
コ
ー
ド
は
、
最

終
的
に
は
、
戸
籍
を
ベ
ー
ス
に
し
た
背
番

号
に
統
一
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。

本
年
三
月
に
、
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド

制
度
を
発
表
し
た
自
治
省
に
も
、
こ
の
戸

籍
ベ
ー
ス
の
背
番
号
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
日
本
の
住
民
登
録

シ
ス
テ
ム
は
、
戸
籍
を
ベ
ー
ス
に
成
り
立

っ
て
い
る
。
個
人
の
特
定
（
氏
名
・
生
年
月

日
・
性
別
）
や
身
分
法
上
の
地
位
（
続
柄
な

ど
）
は
、
戸
籍
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
他

の
登
録
台
帳
に
影
響
す
る
。
そ
の
逆
は
な

い
の
で
あ
る
（
戸
籍
附
表
の
住
所
は
住
民
登

録
に
よ
っ
て
変
更
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
戸
籍

で
は
な
い
）。

そ
の
た
め
、
戸
籍
変
動
が
リ
ア
ル
タ
イ

ム
に
反
映
す
る
背
番
号
モ
デ
ル
と
し
て
は
、

戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
か
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
法
務
省
は
、
自
治
省

の
協
力
を
受
け
な
が
ら
、
戸
籍
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
化
研
究
を
何
度
か
に
わ
た
っ
て
試

み
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
格
導
入
に
向
け

た
調
査
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
八
五

年
、
終
了
し
た
の
は
一
九
九
一
年
。

こ　
の　
過　
程　
で　
、　
研　
究　
会　
が　
�　
苦　
慮　
�　
し　
た　

の　
は　
、　
戸　
籍　
情　
報　
が　
あ　
ま　
り　
に　
も　
膨　
大　
で　
あ　

る　
こ　
と　
と　
、　
個　
人　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
を　
脅　
か　

す　
情　
報　
の　
保　
護　
が　
不　
可　
欠　
と　
な　
る　
こ　
と　
だ　
っ　

た　
。　
そ　
の　
た　
め　
全　
国　
オ　
ン　
ラ　
イ　
ン　
に　
よ　
る　
国　

民　
総　
背　
番　
号　
制　
へ　
の　
途　
を　
早　
急　
に　
歩　
み　
出　
す　

こ　
と　
は　
、　
叶　
わ　
ぬ　
も　
の　
と　
な　
っ　
た　
。　

し
か
し
、
こ
の
間
の
一
九
八
七
年
、
尼

崎
市
が
独
自
に
戸
籍
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
化
に
着
手
。
船
橋
市
が
こ
れ
を
追
う
な

ど
、
放
置
し
て
お
く
と
、
自
治
体
ご
と
に

バ
ラ
バ
ラ
で
、
統
一
不
可
能
な
シ
ス
テ
ム

が
立
ち
上
が
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
生
じ
た
。

法　
務　
省　
の　
研　
究　
会　
は　
、　
と　
り　
あ　
え　
ず　
、　
こ　

の　
戸　
籍　
事　
務　
の　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
化　
に　
対　
処　
す　

る　
、　
統　
一　
的　
な　
シ　
ス　
テ　
ム　
（　
標　
準　
仕　
様　
書　
・　

基　
準　
書　
）　
の　
構　
築　
を　
迫　
ら　
れ　
た　
の　
で　
あ　
る　
。　

前
出
九
四
年
の
戸
籍
法
改
正
と
は
、
こ

の
段
階
で
の
戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
、

Ｇ
Ｏ
サ
イ
ン
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

■
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
実
情

し
た
が
っ
て
こ
の
�
標
準
仕
様
書
・
基

準
書
�
は
、
現
状
の
予
算
と
人
員
の
枠
内

で
事
務
を
軽
減
し
た
い
と
考
え
る
自
治
体

が
、
戸
籍
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
す
る
場
合

の
モ
デ
ル
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
国

の
予
算
は
つ
か
な
い
。

自
治
体
に
と
っ
て
は
、
将
来
の
さ
ら
な

る
戸
籍
法
改
正
に
備
え
た
展
望
も
な
い
ま

ま
に
、
対
費
用
効
果
の
み
を
考
え
て
導
入

を
決　
定　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
危
険
な

�
投
資
�
な
の
で
あ
る
。
背
番
号
制
を
に

ら
ん
で
の
戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
と
は
、

明
ら
か　
に　
異　
な　
っ　
た　
も　
の　
な　
の　
で　
、　
私　
は　
こ　

れ　
を　
�　
戸　
籍　
事　
務　

．　
．　

の　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
化　
�　
と　

呼　
ん　
で　
い　
る　
。　

さ　
て　
、　
戸　
籍　
の　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
化　
は　
、　
自　

治　
体　
を　
越　
え　
、　
全　
国　
ネ　
ッ　
ト　
に　
な　
っ　
た　
と　
き　

に　
、　
は　
じ　
め　
て　
大　
き　
な　
メ　
リ　
ッ　
ト　
が　
あ　
る　
。　

国
際
化
が
い
わ
れ
る
現
代
、
人
の
身
分

関
係
は
、
都
道
府
県
を
越
え
、
と
き
に
は

国
境
を
も
越
え
て
し
ま
う
。
自
治
体
限
り

で
ほ
と
ん
ど
の
処
理
が
可
能
な
、
住
民
基

本
台
帳
と
は
、
こ
こ
が
ま
っ
た
く
ち
が
う

の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
限
り
で
戸

籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
メ
リ
ッ
ト
が
で

る
の
は
、
一
族
の
全
員
が
本
籍
地
周
辺
に

暮
ら
す
、
昔
な
が
ら
の
村
落
く
ら
い
し
か

あ
て
は
ま
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
狭
い
地
域
で
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
導
入
す
る
の
は
、
対
費
用

効
果
を
考
え
る
と
、
意
味
が
な
い
。
そ
も

そ
も
、
こ
の
よ
う
な
、
一
つ
の
戸
籍
に
、

明
治
時
代
の
よ
う
に
何
世
代
も
の
大
勢
の

親
族
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
�
理
想
的
な

地
域
�
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
。

結
局
、
中
野
区
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
メ
ー
カ
ー
が
先
行
投
資
的
に
、
開
発

に
協
力
す
る
自
治
体
や
、
新
宿
区
の
よ
う

に
旧
区
が
合
併
す
る
際
、
戸
籍
事
務
の
本

庁
集
中
は
し
な
い
、
と
の
約
束
を
交
わ
し

た
た
め
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
よ
ら
な
け

戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
限
界
と
、
な
お
続
く
脅
威

日
本
の
戸
籍
制
度
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れ
ば
合
理
化
が
不
可
能
だ
っ
た
、
特
殊
な

自
治
体
を
除
く
と
、
一
般
の
自
治
体
に
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
積
極
的
に
導
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
の
た
め
、
法
務
省
の
予
算
措
置
を
受

け
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
モ
デ
ル
自
治
体

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
本
格
導
入
を
見

送
っ
た
と
こ
ろ
や
、
導
入
を
計
画
し
な
が

ら
、
二
の
足
を
踏
ん
で
い
る
自
治
体
も
少

な
く
な
い
。

メ
ー
カ
ー
の
甘
言
に
乗
っ
て
、
�
バ
ス

に
乗
り
遅
れ
る
な
�
と
ば
か
り
に
、
導
入

を
焦
っ
た
自
治
体
。
戸
籍
法
改
正
当
時
は
、

そ
う
し
た
話
も
耳
に
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
単
発

的
な
導
入
が
全
国
に
広
ま
り
、
戸
籍
ベ
ー

ス
の
国
民
総
背
番
号
制
を
準
備
す
る
に
は
、

十
年
は
お
ろ
か
、
二
十
年
か
ら
三
十
年
を

要
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
、

自
治
体
も
、
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
た
。

■

自
治
省
構
想
の
急
浮
上

そ
の
一
方
で
、
�
焦
慮
�
を
深
め
た
の

が
、
自
治
省
だ
っ
た
。

戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
遠
の
く
と

と
も
に
、
戸
籍
ベ
ー
ス
の
国
民
総
背
番
号

制
の
実
現
は
遥
か
に
遠
の
き
、
期
待
薄
と

な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、

大
蔵
省
の
納
税
者
番
号
制
は
急
速
に
現
実

味
を
増
し
、
年
金
番
号
を
ベ
ー
ス
に
し
た

統
一
個
人
コ
ー
ド
を
提
唱
す
る
厚
生
省

（
社
会
保
険
庁
）
が
、
こ
れ
に
応
え
る
動
き

を
強
め
た
か
ら
だ
。

先
に
年
金
番
号
方
式
が
稼
働
し
て
し
ま

え
ば
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
よ
う
な
、
戸
籍

ベ
ー
ス
の
国
民
総
背
番
号
制
は
、
導
入
が

困
難
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
年
金
番
号
が

多
く
の
行
政
事
務
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
や
が
て
、
年
金
番
号
が
国
民
総
背

番
号
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
な
れ
ば
、
戸
籍
も
住
民
基
本
台
帳

も
、
年
金
番
号
に
よ
ら
な
け
ら
ば
な
ら
な

く
な
る
。
�
国
民
管
理
の
主
務
官
庁
�
と

し
て
の
自
治
省
、
さ
ら
に
、
法
務
・
警
察

の
旧
内
務
省
陣
営
の
、
霞
が
関
に
お
け
る

�
地
位
�
は
、
失
墜
し
て
し
ま
う
。

同
じ
旧
内
務
省
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、

自
治
省
も
法
務
省
も
、
国
民
総
背
番
号
の

�
主
務
官
庁
�
と
な
っ
た
厚
生
省
の
足
下

に
、
ひ
れ
伏
さ
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
危
機
感
が
、
住
民
基
本
台
帳
ベ
ー
ス
の

国
民
総
背
番
号
構
想
を
急
浮
上
さ
せ
た
。

九
五
年
三
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
日
、
自
治
省
は
、
通
達
を
発
し
、

住
民
基
本
台
帳
の
続
柄
記
載
に
お
け
る
、

嫡
出
・
非
嫡
出
の
差
別
表
記
を
廃
止
し
た
。

こ
れ
も
、
住
民
基
本
台
帳
ベ
ー
ス
の
国

民
総
背
番
号
制
実
現
の
た
め
の
地
な
ら
し

で
あ
る
。
非
嫡
出
の
差
別
表
記
を
残
し
た

ま
ま
で
、
住
民
基
本
台
帳
ベ
ー
ス
の
国
民

総
背
番
号
制
に
踏
み
出
す
の
は
困
難
、
と

考
え
て
の
こ
と
だ
。

突
然
の
表
記
改
善
に
対
し
て
、
厚
生
省

は
、「
何
の
相
談
も
な
く
、
勝
手
に
や
っ
た
」

と
、
強
く
反
発
し
て
い
る
。

確　
か　
に　
、　
住　
民　
基　
本　
台　
帳　
の　
主　
務　
官　
庁　
は　
、　

自　
治　
省　
の　
み　
で　
は　
な　
い　
。　
厚　
生　
省　
や　
社　
会　
保　

険　
庁　
も　
、　
そ　
の　
ひ　
と　
つ　
だ　
か　
ら　
、　「　
相　
談　
が　

な　
い　
」　
と　
す　
れ　
ば　
、　
問　
題　
は　
大　
き　
い　
。　

自
治
省
、
厚
生
省
間
の
確
執
は
、
今
後
、

さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
あ
か
ら
さ
ま
に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
こ
れ
も
、
「
統
一
個
人

コ
ー
ド
」
を
巡
っ
て
、
国
民
管
理
の
主
導

権
を
争
う
省
庁
間
の
綱
引
き
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
一
九
八
五
年
に
廃
案
に
な

っ
た
、
大
蔵
省
主
導
の
「
グ
リ
ー
ン
カ
ー

ド
制
」
を
潰
し
た
の
も
、
自
治
省
だ
と
、

大
蔵
省
は
考
え
て
い
る
。

■
カ
ー
ド
制
の
裏
を
読
む

自
治
省
の
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
構
想

は
、
戸
籍
ベ
ー
ス
の
国
民
総
背
番
号
制
構

想
の
終
焉
を
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
経
験
豊
か
な
行
政
マ
ン

な
ら
、
誰
に
で
も
で
き
る
判
断
だ
。

住　
民　
基　
本　
台　
帳　
の　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
化　
か　
ら　

三　
十　
年　
。　
よ　
う　
や　
く　
全　
国　
の　
自　
治　
体　
に　
広　
ま　

っ　
た　
シ　
ス　
テ　
ム　
を　
利　
用　
し　
、　
続　
柄　
の　
差　
別　
的　

表　
記　
を　
廃　
止　
し　
て　
ま　
で　
、　
自　
治　
省　
は　
、　
住　
民　

基　
本　
台　
帳　
ベ　
ー　
ス　
の　
国　
民　
総　
背　
番　
号　
制　
構　
想　

を　
打　
ち　
出　
し　
た　
。　

こ
の
構
想
が
実
現
で
き
な
け
れ
ば
、
戸

籍
ベ
ー
ス
の
国
民
総
背
番
号
制
が
実
現
で

き
る
わ
け
も
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、
も

し
住
民
基
本
台
帳
ベ
ー
ス
の
国
民
総
背
番

号
制
が
実
現
し
た
な
ら
、
戸
籍
ベ
ー
ス
の

国
民
総
背
番
号
制
は
、
必
要
な
い
。

戸
籍
制
度
の
方
が
、
住
民
基
本
台
帳
ベ

ー
ス
の
付
番
シ
ス
テ
ム
に
依
存
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
従
来
の
、
戸
籍
と
住
民
基

本
台
帳
の
主
従
関
係
を
逆
転
す
る
。
い
や
、

そ
う
ま
で
し
な
く
と
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

化
さ
れ
た
両
制
度
は
、
相
互
の
区
分
を
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
解
消
し
て
し
ま
う
。

住
民
基
本
台
帳
ベ
ー
ス
の
付
番
と
い
っ

て
も
、
実
際
は
、
戸
籍
法
上
の
出
生
届
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
付
番
機
関
で
あ
る

中
央
セ
ン
タ
ー
が
、
戸
籍
、
住
民
基
本
台

帳
の
両
制
度
の
架
け
橋
的
存
在
に
な
る
の

は
、
明
ら
か
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
将
来
の

両
制
度
の
統
一
を
促
す
。

こ
う
し
た
展
望
が
描
け
る
か
ら
こ
そ
、

自
治
省
の
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
構
想
に

対
し
て
、
法
務
省
は
沈
黙
し
て
い
る
。

い
や
、
元
来
、
両
省
は
、
戸
籍
と
住
民

基
本
台
帳
と
い
う
、
国
民
管
理
制
度
に
関

し
て
は
一
体
で
あ
る
。
法
務
省
の
戸
籍
研

究
会
に
は
、
自
治
省
の
住
民
基
本
台
帳
担

当
者
が
同
居
し
て
い
る
し
、
住
民
基
本
台

帳
の
主
務
官
庁
は
、
一
九
六
七
年
ま
で
法

務
省
だ
っ
た
。
両
省
は
、
す
で
に
成
立
し

て
い
る
密
接
な
連
携
の
下
に
、
自
治
省
構

想
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
だ
。

自
治
省
は
当
初
、
住
民
基
本
台
帳
ベ
ー

戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
限
界
と
、
な
お
続
く
脅
威
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ス
の
国
民
総
背
番
号
制
を
、
一
九
九
八
年

度
中
に
実
現
す
る
、
と
発
表
し
た
。

構
想
の
浮
上
も
突
然
な
ら
、
実
施
の
見

通
し
も
短
兵
急
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
れ
は

早
く
も
と
ん
挫
し
て
い
る
。
こ
の
焦
り
を
、

厚
生
省
構
想
（
年
金
番
号
）
に
対
抗
す
る

必
要
上
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
私
は
別
な
見
方
を
し
て
い
る
。

一
九
九
八
年
と
は
、
法
務
省
所
管
の
、

外
国
人
登
録
法
見
直
し
の
年
な
の
だ
。

定
住
外
国
人
に
よ
る
指
紋
押
捺
拒
否
の

大
き
な
う
ね
り
の
中
、
同
制
度
は
廃
止
さ

れ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
�
サ　
イ　
ン　
等　
が　

記　
入　
さ　
れ　
た　
磁　
気　
カ　
ー　
ド　
�
を
持
た
せ
る

こ
と
に
し
た
も
の
の
、
カ
ー
ド
不
携
帯
の

�
違
反
者
�
に
は
、
従
来
ど
お
り
、
重
罰

が
果
さ
れ
る
制
度
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
制
度
を
、
�
日
本
人
並
�
に
軽
減

す
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
、
法
務
省
の

約
束
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
、
IC
カ
ー
ド
化
な
ど
の
、
新

技
術
の
導
入
が
必
須
と　
さ　
れ　
て　
い　
る　
。　
こ　

の　
�
新
技
術
�
が
日
本
人
に
適
用
さ
れ
、

�
日
本
人
も
カ
ー
ド
を
持
た
さ
れ
る
�
こ

と
と
な
れ
ば
、
定
住
外
国
人
に
対
す
る
重

罰
を
軽
減
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
カ
ー

ド
携
帯
を
促
す
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
住
民
基
本
台
帳
ベ
ー
ス
の
国

民
総
背
番
号
制
構
想
に
、
�
カ
ー
ド
（
国

民
皆
登
録
証
）
�
の
発
行
が
盛
り
込
ま
れ

た
、
最
大
の
理
由
な
の
で
あ
る
（
厚
生
省

の
「
医
療
カ
ー
ド
」
に
先
行
さ
れ
た
く
な
い
、

と
の
含
み
も
あ
る
が
）。

近
い
将
来
、
日
本
人
と
定
住
外
国
人
の

管
理
が
統
一
さ
れ
る
可
能
性
も
は
ら
ん
で

い
る
、
と
い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
な
れ
ば
国
民
管
理
の

�
基
礎
台
帳
�
の
管
理
権
は
、
自
治
省
・

自
治
体
（
住
民
基
本
台
帳
）
や
法
務
省
（
外

国
人
登
録
）
か
ら
離
れ
、
付
番
セ
ン
タ
ー

や
カ
ー
ド
管
理
機
関
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

戸
籍
も
、
こ
の
機
関
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

�
一
情
報
機
関
�
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
戸

籍
の
位
置
づ
け
や
意
味
あ
い
は
一
変
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

付
番
セ
ン
タ
ー
に
は
、
多
く
の
個
人
情

報
が
集
積
さ
れ
、
日
本
人
も
、
定
住
外
国

人
同
様
、
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）

の
携
帯
が
不
可
避
に
な
る
。

�
カ
ー
ド
な
し
に
は
暮
ら
し
も
成
り
立
た

な
い
時
代
�
の
到
来
で
あ
る
。

■

超
管
理
社
会
の
危
機

こ
う
し
た
時
代
の
到
来
に
は
ま
だ
間
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
治
省
の
住
民

基
本
台
帳
コ
ー
ド
構
想
に
よ
っ
て
、
戸
籍

の
将
来
像
は
、
と
て
も
従
来
の
事
務
の
延

長
上
で
は
予
測
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

も　
ち　
ろ　
ん　
、　
国　
民　
管　
理　
番　
号　
を　
め　
ぐ　
る　
、　

自　
治　
省　
と　
厚　
生　
省　
（　
年　
金　
番　
号　
）　
と　
の　
主　
導　

権　
争　
い　
の　
帰　
す　
う　
に　
も　
よ　
る　
が　
、　
全　
国　
の　
自　

治　
体　
が　
共　
同　
で　
運　
用　
す　
る　
�　
付　
番　
セ　
ン　
タ　
ー　

�　
が　
、　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
を　
導　
入　
す　
る　
以　
上　
、　

各　
自　
治　
体　
が　
、　
今　
、　
独　
自　
に　
戸　
籍　
の　
コ　
ン　
ピ　

ュ　
ー　
タ　
化　
に　
乗　
り　
出　
す　
に　
は　
、　
い　
っ　
そ　
う　
の　

ブ　
レ　
ー　
キ　
が　
か　
か　
っ　
た　
と　
い　
え　
よ　
う　
。　

業
者
か
ら
袖
の
下
で
も
渡
さ
れ
れ
ば
別

だ
が
、
今
、
自
治
体
が
戸
籍
事
務
の
た
め

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
導
入
す
る
の
は
、
愚

か
な
こ
と
。
こ
れ
が
行
政
マ
ン
の
健
全
な

判
断
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
問
題
は

別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
な
し
で
は
、
夜
も
日
も
明
け
な
い
時

代
の
到
来
、
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
、
国
民
総

背
番
号
制
の
完
成
形
態
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
、
限
り
な
く
０ぜ

ろ

に
近
い
、
恐
怖
の
デ
ー

タ
監
視
社
会
で
あ
る
。

限
り
な
く
個
人
の
属
性
を
削
ぎ
落
と
し
、

差
別
を
見
え
な
く
し
た
付
番
セ
ン
タ
ー
と

い
う
シ
ス
テ
ム
。
し
か
し
、
そ
こ
で
管
理

す
る
個
人
情
報
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
が

付
着
し
う
る
。

個
人
と
付
番
セ
ン
タ
ー
と
の
関
わ
り
が
、

出
生
届
に
よ
っ
て
い
る
の
は
象
徴
的
だ
。

付
番
セ
ン
タ
ー
に
集
積
さ
れ
る
�
情
報
�

に
は
、
や
が
て
、
現
在
の
戸
籍
が
持
つ
、

あ
ら
ゆ
る
差
別
情
報
も
付
着
し
て
い
く
。

そ
の
差
別
を
許
さ
な
い
た
め
に
出
生
届

を
拒
否
す
る
人
た
ち
。
付
番
セ
ン
タ
ー
の

存
在
と
カ
ー
ド
の
存
在
と
が
、
こ
う
し
た

ひ
と
た
ち
の
闘
い
を
圧
殺
す
る
。
そ
し
て

ま
た
、
外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
を
拒

ん
で
い
る
ひ
と
た
ち
も
、
日
常
的
な
カ
ー

ド
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
炙
り
だ
さ
れ
る
。

戸
籍
な
ど
の
、
人
権
を
脅
か
す
登
録
シ

ス
テ
ム
の
変
更
を
求
め
る
人
た
ち
の
声
が
、

住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
や
カ
ー
ド
に
よ
っ

て
、
「
住
民
票
が
不
要
に
な
る
」
と
か
、

「
役
所
の
窓
口
事
務
が
早
く
な
る
」
と
か
の
、

ち
ょ
っ
と
し
た
�
便
利
さ
�
の
た
め
に
、

か
き
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

戸
籍
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
前
に
や
る

べ
き
こ
と
、
そ
れ
は
、
戸
籍
制
度
な
ど
を
、

誰
も
が
不
都
合
を
感
じ
な
い
登
録
シ
ス
テ

ム
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

い
ま
必
要
な
の
は
、
戸
籍
な
ど
に
集
積

さ
れ
た
差
別
情
報
の
一
掃
で
あ
り
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
化
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
変
更
な

ど
で
は
な
い
。

さ
ら
に
は
、
現
行
の
戸
籍
制
度
を
前
提

に
し
た
、
国
民
総
背
番
号
制
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
と
カ
ー
ド
に
よ
る
デ
ー
タ
監
視
社
会

な
ど
は
、
論
外
で
あ
る
。

自
治
省
の
、
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
と

カ
ー
ド
構
想
の
実
現
を
阻
止
し
よ
う
。

〈
追
記
〉
戸
籍
情
報
（
謄
抄
本
）
を
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
販
売
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
、

郵
政
省
や
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
あ
る
。
こ
れ
が
合
法

化
さ
れ
れ
ば
、
自
治
体
の
戸
籍
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
化
は
、
一
気
に
す
す
む
。

w

戸
籍
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
限
界
と
、
な
お
続
く
脅
威
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電

子

申

告

〜

カ

ナ

ダ

の

制

度

と

現

状

〜

一
　
連
邦
税
の

賦
課
徴
収
組
織
の
概
要

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
租
税
賦
課
徴
収
組
織

に
つ
い
て
は
、
一
般
に
な
じ
み
が
薄
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
電
子
申
告
に
関
連

す
る
範
囲
内
で
必
要
と
思
わ
れ
る
連
邦
税

の
賦
課
徴
収
組
織
に
つ
い
て
、
最
小
限
の

説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

カ
ナ
ダ
は
、
十
の
州
（

）
と

二
つ
の
連
邦
直
轄
地
域
（

）
か

ら
成
る
連
邦
国
家
で
あ
る
。
こ
の
国
の
租

税
は
、
課
税
主
体
別
に
み
れ
ば
、
大
き
く

三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一　
つ　
は　
連　
邦　
税　
で　
あ　
る　
。　
主　
な　
税　
目　
と　
し　

て　
は　
、　
個　
人　
所　
得　
税　
、　
法　
人　
所　
得　
税　
お　
よ　
び　

物　
品　
サ　
ー　
ビ　
ス　
税　
（　

）　
な　
ど　
が　
あ　
る　
。　

二
つ
目
は
州
税
（
お
よ
び

連
邦
直
轄
地
域
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
で
あ

る
。
主
な
税
目
と
し
て
は
個
人
所
得
税
、

法
人
所
得
税
、
小
売
売
上
税
な
ど
が
あ
る
。

そ
し
て
三
つ
目
は
地
方
税
で
あ
る
。
主
な

税
目
と
し
て
は
財
産
税
な
ど
が
あ
る
。

連
邦
税
に
つ
い
て
は
、
歳
入
大
臣

（

）
を
長
と

す
る
「
歳
入
省
（
通
称

、

正
式
名
称
は）

」
が
、
そ
の
事
務
を
取
り
扱
っ

て
い
る
。

歳
入
省
の
租
税
の
賦
課
徴
収
を
取
り
扱

う
部
局
（

）
は
、
大
き
く
二
つ
に

分
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
所
得
税
な
ど

直
接
税
を
担
当
す
る
「
国
税
庁
（

）」
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
物
品
サ
ー
ビ
ス
税
（

）
や
関
税

な
ど
間
接
税
を
担
当
す
る
「
関
税
消
費
税

庁

）」
で
あ
る
。

二
　
連
邦
個
人
所
得
税
の
申
告

連
邦
個
人
所
得
税
の
申
告
は
、
国
税
庁

（

）
の
統
括
の

下
に
置
か
れ
て
い
る
国
税
セ
ン
タ
ー

（

）
に
行
わ
れ
る
。
ま
た
、

税
務
署
（

）
な
い
し
は
支

署
（

）
に
行
わ
れ
た
申
告
は
、

国
税
セ
ン
タ
ー
に
回
さ
れ
る
（
次
ペ
ー
ジ

の
図
１
参
照
）。

ち
な
み
に
、
個
人
お
よ
び
法
人
の
所
得

課
税
に
関
し
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
連
邦
と

の
間
で
租
税
徴
収
協
定
（

）
を

締
結
し
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
あ
る
州
と

連
邦
と
の
間
で
は
、
連
邦
課
税
庁
が
、
連

邦
所
得
税
と
州
所
得
税
双
方
を
執
行
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
た
と
え
ば

連
邦
個
人
所
得
税
お
よ
び
居
住
す
る
州
の

個
人
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
一
括
し
て
連

邦
課
税
庁
に
申
告
す
る
こ
と
に
な
る
。

個
人
所
得
税
の
場
合
、
納
税
者
は
暦
年

分
の
所
得
を
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
自

己
査
定
（

）
し
、
還
付
申

告
な
い
し
は
不
足
額
納
付
申
告
す
る
。

一
方
、
申
告
を
受
理
し
た
後
、
課
税
庁

は
、
申
告
内
容
を
各
種
の
支
払
調
書
な
ど

《
シ
リ
ー
ズ
・
電
子
申
告
と
は
何
か
》

各
国
の
電
子
納
税
申
告
（
２
）

―

カカ

ナナ

ダダ

のの

制制

度度

とと

現現

状状
―

朝

日

大

学

教

授

石

村

耕

治

■
カ
ナ
ダ
連
邦
税
上
の

電
子
申
告
の
制
度
と
現
状

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
ペ
ー
パ
レ
ス
申
告

は
、
個
人
所
得
税
（

）
に
つ
い
て
、
一
九
九
〇
年
に
「
電

子
申
告
（

イ
ー
フ
ァ
イ
ル

）
」

が
試
験
的
に
導
入
さ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
九
二
年
か
ら
は
、
電
子

申
告
が
全
国
規
模
で
本
格
的
に
導
入
さ

れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

今
回
は
カ
ナ
ダ
の
実
情
に
つ
い
て
点

検
し
て
み
る
。

アメリカ合衆国の電子申

告の状況はCNNニューズ

No.7をご覧ください。

CANADA
カナダ
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法
定
資
料
と
照
合
、
確
認
を
行
っ
た
上
で
、

納
税
者
に
対
し
査
定
（
申
告
是
認
）
な
い

し
は
更
正
処
分
の
通
知
を
行
う
。
ま
た
課

税
庁
は
、
こ
の
通
知
の
際
に
税
額
の
還
付

が
必
要
な
と
き
に
は
、
納
税
者
に
対
し
こ

れ
を
行
う
。

三
　
個
人
所
得
税
の

�
電
子
申
告
�
の
現
状

カ
ナ
ダ
で
は
、
一
九
九
〇
年
に
「
電
子

申
告
（

イ
ー
フ
ァ
イ
ル

）
」
の
試
行
を
開
始
し
た
。

そ
し
て
一
九
九
二
年
か
ら
電
子
申
告
を
本

格
的
に
導
入
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
の
場
合
、
電
子
申
告
が
で
き
る

の
は
「
個
人
所
得
税
」

に
限
ら
れ
て
い
る
。

す
で
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
カ
ナ
ダ
で

は
、
連
邦
の
個
人
所

得
税
と
多
く
の
州
の

個
人
所
得
税
に
つ
い

て
は
、
賦
課
徴
収
面

で
一
元
化
さ
れ
て
い

る
。
通
常
、
前
年
度

に
申
告
を
行
っ
た
個

人
所
得
税
納
税
者
に

は
、
連
邦
国
税
庁
か

ら
�
Ｔ
１
〔
連
邦
お
よ

び
州
個
人
所
得
税
申
告

書

（

）
〕
�

が
送
ら
れ
て
く
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
こ
の
書
式
Ｔ
１
を
使

っ
て
申
告
を
行
う
納
税
者
が
、
望
め
ば
電

子
申
告
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
納
税
者

は
一
般
に
、
連
邦
個
人
所
得
税
に
つ
い
て

電
子
申
告
を
す
れ
ば
、
自
動
的
に
居
住
す

る
州
の
個
人
所
得
税
に
つ
い
て
も
電
子
申

告
す
る
こ
と
に
な
る
。

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
申
告
は
、
そ
の
究
極
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
�
文
書
申
告

（

）
�
と
は
異
な
り
、
納
税
者

な
ど
が
各
自
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
端
末
装

置
か
ら
、
電
話
回
線
な
い
し
は
課
税
庁
の

専
用
回
線
な
ど
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
使
っ
て
課
税
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
）
に
直
接
ア
ク
セ

ス
し
、
納
税
申
告
や
情
報
申
告
（
法
定
資

料
の
提
出
）
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
納
税
者
な
ど
は
、
申
告

の
た
め
に
課
税
庁
に
出
向
い
た
り
、
文

書
・
資
料
を
郵
送
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。

こ
の
点
、
現
在
カ
ナ
ダ
国
税
庁
が
実
用

化
し
て
い
る
�
電
子
申
告
（

イ
ー
フ
ァ
イ
ル

）
�

は
、
完
全
に
自
動
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
現
時
点
で
は
、
課
税
庁
の
認
定
を
受

け
た
電
子
申
告
（
代
行
）
者
を
介
在
さ
せ

た
上
で
、
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
稼
働

さ
せ
て
い
る
。

(1)

電
子
申
告
件
数
の
推
移

カ　
ナ　
ダ　
に　
お　
け　
る　
連　
邦　
個　
人　
所　
得　
税　
申　
告　

は　
年　
二　
千　
万　
件　
程　
度　
で　
あ　
る　
。　
電　
子　
申　
告　
プ　

ロ　
グ　
ラ　
ム　
が　
本　
格　
的　
に　
稼　
働　
し　
た　
最　
初　
の　
年　

で　
あ　
る　
一　
九　
九　
二　
年　
は　
、　
申　
告　
者　
総　
数　
の　
約　

一　
一　
％　
が　
電　
子　
申　
告　
を　
利　
用　
し　
た　
。　

翌
九
三
年
は
一
六
％
、
そ
し
て
九
四
年

は
一
九
％
、
九
五
年
は
二
二
％
と
、
順
調

な
伸
び
を
記
録
し
て
い
る
〔
表
１
参
照
〕
。

カ
ナ
ダ
に
は
、
わ
が
国
の
年
末
調
整
に

類
す
る
よ
う
な
特
異
な
制
度
は
な
い
。
原

則
と
し
て
所
得
の
あ
る
個
人
は
す
べ
て
確

定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ナ
ダ
国
税
庁
に
よ
る
と
、
個
人
所
得

税
申
告
者
の
九
五
％
以
上
が
、
望
め
ば
電

子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
で
き
る
態
勢

に
あ
る
と
い
う
。
非
居
住
者
や
か
な
り
複

雑
な
申
告
を
要
す
る
納
税
者
に
つ
い
て
も
、

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
利
用
は
可
能
と
い
う
。

一
九
九
二
年
を
サ
ン
プ
ル
に
し
て
分
析

す
る
と
、
二
百
十
万
件
の
電
子
申
告
プ
ロ

グ
ラ
ム
利
用
者
の
七
八
％
が
還
付
申
告
で

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
一
般
に
還
付
税

額
が
多
い
者
ほ
ど
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

利
用
が
多
い
と
い
う
。

電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
利
用
者
の
平
均

還
付
税
額
は
千
二
百
七
十
二
ド
ル
。
こ
れ

に
対
し
、
文
書
・
電
子
双
方
の
申
告
総
数

か
ら
割
り
出
し
た
平
均
還
付
額
は
九
百
八

十
七
ド
ル
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
計
画
で
は
、
近
い
将

来
、
電
子
申
告
を
標
準
的
な
申
告
方
式
と

す
る
方
向
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
を
は
か

っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
法
人
税
お
よ

び
信
託
に
関
す
る
課
税
に
も
、
電
子
申
告

を
拡
充
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
と
い
う
。

事
実
、
法
人
税
の
電
子
申
告
に
つ
い
て
は
、

〔図１ カナダ国税庁の組織〕

歳入省（Revenue Canada）

関税消費税庁
（Customs and Excise Div. ）

本庁（Head Office）

税務署（District Office）

支署（Sub- Office）

国税局（Regional Office）

国税センター（Taxation Centre）

国税庁
（Taxation Div. ）

年 件 数

1992 2,100,000
1993 3,200,000
1994 3,900,000
1995 4,500,000

表１　連邦個人所得税の

電子申告者件数の推移
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(5)

(7)

(33)

(4) （）内は、その数
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一
九
九
七
年
末
か
ら
の
試
行
開
始
が
決
ま

っ
て
い
る
。

(2)

電
子
申
告
の
手
順

カ　
ナ　
ダ　
国　
税　
庁　
に　
お　
け　
る　
電　
子　
申　
告　
は　
、　

端　
的　
に　
い　
え　
ば　
次　
の　
�　
か　
ら　
�　
の　
事　
務　
手　
続　

に　
従　
っ　
て　
行　
わ　
れ　
る　
〔　
図　
２　
参　
照　
〕　
。　

�

第
一
は
、
「
納
税
者
」
に
求
め
ら
れ
る

事
務
手
続
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
納
税
者

は
い
く
つ
か
の
選
択
が
で
き
る
。

�

一
つ
は
、
電
子
申
告
を
代
行
す
る

電
子
申
告
準
備
者
（

）

に
申
告
を
す
べ
て
依
頼
し
て
し
ま
う
方

法
で
あ
る
。

�

二
つ
目
は
、
納
税
者
が
手
書
き
の

申
告
書
を
作
成
し
た
上
で
、
当
該
申
告

書
を
電
子
申
告
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
転
換

を
含
め
て
電
子
申
告
準
備
者
に
電
子
申

告
を
依
頼
す
る
方
法
で
あ
る
。

�

三
つ
目
は
、
納
税
者
自
身
が
電
子
申

告
用
の
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
申

告
デ
ー
タ
を
処
理
し
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ

ィ
ス
ク
な
ど
磁
気
媒
体
に
保
存
し
た
上

で
、
電
子
申
告
準
備
者
に
電
子
申
告
を

依
頼
す
る
方
法
で
あ
る
。

�

第
二
は
、
電
子
申
告
準
備
者
が
行
う

事
務
手
続
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
電
子
申

告
準
備
者
が
実
際
に
行
う
事
務
は
、
納
税

者
の
依
頼
内
容
に
よ
り
異
な
る
。

た
と
え
ば
前
記
の
�
�
よ
う
な
場
合
に

は
、
電
子
申
告
準
備
者
は
、
原
資
資
料
か

ら
申
告
書
を
作
成
し
た
上
で
、
電
子
申
告

用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
っ
て
申
告
内
容

の
デ
ー
タ
処
理
を
行
う
必
要
が
で
て
く
る
。

こ
れ
に
対
し
、
前
記
�
�
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
依
頼
人
の
持
ち
込
ん
だ
申
告
書

内
容
を
入
力
す
る
だ
け
の
事
務
を
行
う
こ

と
に
な
る
。

�

第

三
は
、
「

電
子
申
告

送
達
者

（

）
」
が
行
う
事
務
手

続
で
あ
る
。
電
子
申
告
送
達
者
は
、
電
子

申
告
準
備
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
申
告
デ

ー
タ
を
、
カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
シ
ス
テ
ム
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
へ
専
用

通
信
回
線
を
使
っ
て
電
子
送
達
す
る
事
務

を
行
っ
て
い
る
。
電
子
送
達
料
は
五
〜
十

五
カ
ナ
ダ
�
で
あ
る
。

た
だ
、
電
子
申
告
準
備
者
は
、
電
子
申

告
送
達
者
の
認
可
を
得
て
い
る
場
合
も
あ

る
。
こ
の
場
合
、
電
子
申
告
準
備
者
は
、

電
子
申
告
送
達
料
を
無
料
と
し
た
り
、
あ

る
い
は
納
税
申
告
書
準
備
作
成
料
の
中
に

含
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

�

第
四
は
、
�
課
税
庁
�
つ
ま
り
「
カ
ナ

ダ
国
税
庁
」
が
と
る
事
務
手
続
で
あ
る
。

課
税
庁
は
、
電
子
申
告
の
送
達
を
受
け
た

後
た
だ
ち
に
、
申
告
者
の
入
力
事
項
の
確

認
、
検
算
、
入
力
も
れ
の
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
、

�
フ
ロ
ン
ト
・
エ
ン
ド
・
チ
ェ
ッ
ク

（

）
�
を
行
い
、
問

題
が
な
け
れ
ば
電
子
申
告
は
受
理
さ
れ

る
。(3)

電
子
申
告
者
の
類
型

カ

ナ

ダ

に

お

い

て

、

電

子

申

告

（
イ
ー
フ
ァ
イ
ル

）
を
望
む
納
税
者
は
、
申
告
内
容

を
有
料
で
デ
ー
タ
処
理
・
電
子
送
達
す
る

事
務
を
代
行
す
る
業
務
を
行
っ
て
い
る

「
電
子
申
告
準
備
者
」
、
「
電
子
申
告
送
達

者
」
に
依
頼
す
る
。

し
か
し
現
実
に
は
、
電
子
申
告
に
関
連

す
る
も
の
は
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
者
な
ど
も
い
る
。

カ
ナ
ダ
国
税
庁
は
、
こ
れ
ら
Ｅ
Ｆ
Ｉ
Ｌ

Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
連
す
る
も
の
を
「
電

子
申
告
者
（

）
」
と
呼
び
、

大
き
く
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

�

電
子
申
告
準
備
者

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
税
金
の
専
門
職

と
し
て
、
有
資
格
公
認
会
計
士
と
弁
護
士

（

）
が
存
在
す
る
。

有
資
格
公
認
会
計
士
は
、
勅
許
会
計
士

（
Ｃ
Ａ
＝

）、
認
定
一

般
会
計
士
（
Ｃ
Ｇ
Ａ
＝

）
お
よ
び
認
定
管
理
会
計
士

（

Ｃ

Ｍ

Ａ

＝
）
の
三
種
か
ら
な
る
。
税
務

訴
訟
代
理
を
弁
護
士
が
独
占
し
て
い
る
点

を
除
け
ば
、
税
務
代
理
や
税
務
相
談
、
さ

ら
に
は
記
帳
代
行
や
納
税
申
告
書
等
の
準

� 納税者が電子申告を依頼

� 電 子申 告準備 者 が

電子申告データ作成

� 電 子 申 告 送 達 者 が

電子申告データを送信

� 課税庁のコンピュータ

がデータを検証

〔図２ 電子申告の手順〕

電

子

申

告

〜

カ

ナ

ダ

の
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度

と

現
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〜
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備
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
双
方
の
税

金
専
門
職
が
広
く
行
っ
て
い
る
。

た
だ
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
記
帳
代
行

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
納
税
申
告
書
の
準

備
作
成
な
ど
は
、
こ
れ
ら
の
専
門
職
の
独

占
業
務
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
原
則
と
し
て
誰
で
も
で
き
る
。
ま
た
、

わ
が
国
の
税
理
士
の
よ
う
な
専
門
職
制
度

も
な
い
。

さ　
ら　
に　
、　
給　
与　
所　
得　
者　
に　
も　
事　
業　
所　
得　
者　

と　
同　
様　
の　
基　
準　
で　
広　
く　
実　
額　
控　
除　
が　
認　
め　
ら　

れ　
て　
い　
る　
こ　
と　
に　
加　
え　
て　
、　
わ　
が　
国　
の　
年　
末　

調　
整　
に　
類　
す　
る　
制　
度　
も　
な　
い　
。　
こ　
の　
た　
め　
、　

個　
人　
所　
得　
税　
納　
税　
者　
は　
、　
ほ　
ぼ　
全　
員　
が　
確　
定　

申　
告　
を　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　

こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
少
額
の
料

金
で
納
税
者
に
代
わ
っ
て
納
税
申
告
書
を

準　
備　
作　
成　
す　
る　
サ　
ー　
ビ　
ス　
を　
業　
と　
す　
る　
�
申

告
準
備
者
（

）
�
が
隆
盛
を
き
わ

め
て
い
る
。

こ
れ
ら
申
告
準
備
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
有
資
格
会
計
士
、
弁
護
士
、
い
ず
れ

の
場
合
も
、
依
頼
者
の
電
子
申
告
を
代
行

す
る
業
務
を
行
お
う
と
い
う
と
き
に
は
、

改
め
て
「
電
子
申
告
準
備
者
」
と
し
て
の

認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

定
　
義

「
電
子
申
告
準
備
者
（

）」

と
は
、
納
税
者
の
依
頼
に
基
づ
い
て
、
カ

ナ
ダ
国
税
庁
が
認
定
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

を
使
い
申
告
内
容
を
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
し
、

電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル
を
準
備
す
る
こ
と
を

業
と
す
る
認
可
を
得
た
も
の
を
い
う
。

個
人
、
法
人
（
団
体
）
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
の
い
ず
れ
も
、
電
子
申
告
準
備
者
と

な
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

要
　
件

電　
子　
申　
告　
準　
備　
者　
と　
し　
て　
Ｅ　
Ｆ　
Ｉ　
Ｌ　
Ｅ　
サ　

ー　
ビ　
ス　
を　
提　
供　
す　
る　
場　
合　
に　
は　
、　
次　
の　
要　
件　

を　
す　
べ　
て　
ク　
リ　
ア　
し　
て　
い　
る　
必　
要　
が　
あ　
る　
。　

#
カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
認
可
を
得
て
、
電

子
申
告
者
認
可
番
号
（

）

を
保
持
し
て
い
る
こ
と
。

E
カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
資
格
審
査
を
合
格

し
て
い
る
こ
と
。

$
依
頼
人
の
申
告
フ
ァ
イ
ル
に
表
示
さ
　

れ
た
所
得
額
、
所
得
控
除
額
、
税
額
控

除
額
を
差
し
引
く
に
十
分
な
裏
付
け
資

料
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

%
依
頼
人
で
あ
る
納
税
者
と
直
接
取
引

す
る
こ
と
。

^
カ
ナ
ダ
国
税
庁
が
電
子
申
告
を
望
む

納
税
者
に
発
給
し
た
Ｅ
Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
パ
ス

ワ
ー
ド
を
使
用
し
、
か
つ
、
こ
の
パ
ス

ワ
ー
ド
を
部
外
秘
と
す
る
こ
と
。

T
書
式
Ｔ
１
８
３
〔
電
子
申
告
用
情
報

申
告
書
〕
に
依
頼
人
の
署
名
を
も
ら
っ

た
上
で
、
そ
の
写
し
を
保
存
す
る
こ
と
。

G
カ
ナ
ダ
国
税
庁
発
行
の
『
電
子
申
告

者
用
手
引
（

）』

に
盛
ら
れ
た
方
針
お
よ
び
手
続
を
遵
守

し
、
か
つ
所
得
税
法
（

）

の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

H
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
こ
と
。

な
ら
び
に
、

"
認
可
を
受
け
る
前
か
ら
受
注
を
開
始

し
な
い
こ
と
。

�

電
子
申
告
送
達
者

「

電

子

申

告

送

達

者

（

）
」
と
は
、
認
可
電
子
申
告
準

備
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
申
告
デ
ー
タ
を
、

専
用
通
信
回
線
を
使
っ
て
カ
ナ
ダ
国
税
庁

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
（
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
）
へ
電
子
送
達
す
る
も
の
を
い
う
。

電
子
申
告
送
達
者
は
、
無
認
可
の
電
子

申
告
準
備
者
な
い
し
は
発
給
さ
れ
た
電
子

申
告
者
認
可
番
号
を
受
領
し
て
い
な
い
電

子
申
告
準
備
者
か
ら
業
務
を
受
注
し
、
電

子
送
達
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

�

要
件
一

電
子
申
告
送
達
者
は
、
電
子
申
告
用
専

用
回
線
（

）
を
使
っ
て
カ

ナ
ダ
国
税
庁
の
Ｅ
Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
専
用
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
（

）
へ
申
告
デ
ー
タ
を
送
達
す
る
場

合
に
は
、
次
の
要
件
を
す
べ
て
ク
リ
ア
し

て
い
る
必
要
が
あ
る
。

#
カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
資
格
審
査
に
合
格

し
て
い
る
こ
と
。

E
互　
換　
性　
審　
査　
に　
合　
格　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　
。　

$  
専　
用　
回　
線　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
（　

）　
に　
ア　
ク　
セ　
ス　
で　
き　
て　
い　
る　
こ　
と　
。　

�

要
件
二

電
子
申
告
送
達
者
は
、
電
子
取
引
デ
ー

タ
相
互
互
換
（
Ｅ
Ｄ
Ｉ
＝

）
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
次
の
要
件
を
ク
リ
ア
す
る
必

要
が
あ
る
。

#
カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
資
格
審
査
に
合
格

し
て
い
る
こ
と
。

E
互　
換　
性　
審　
査　
に　
合　
格　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　
。　

$
付
加
価
値
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｖ
Ａ

Ｎ
＝

）
を
使
っ

て
カ
ナ
ダ
国
税
庁
に
デ
ー
タ
送
達
が
で

き
る
こ
と
。

%
Ｖ
Ａ
Ｎ
を
使
っ
て
デ
ー
タ
を
受
領
で
　

き
る
こ
と
。

^
カ
ナ
ダ
国
税
庁
へ
は
暗
号
処
理
し
た

デ
ー
タ
（

）
以
外
は
送

達
し
な
い
こ
と
。

T
電
子
処
理
さ
れ
る
記
録
は
Ｅ
Ｆ
Ｉ
Ｌ

Ｅ
仕
様
に
基
づ
い
て
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化

さ
れ
る
こ
と
。

G
Ｅ
Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
の
依
頼
人
で
あ
る
納
税

者
と
直
接
取
引
し
て
い
る
認
可
電
子
申

告
者
の
認
可
番
号
を
、
各
記
録
に
必
ず

表
示
す
る
こ
と
。

H
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
こ
と
。

な
ら
び
に

電

子

申

告

〜

カ

ナ

ダ

の

制

度

と

現

状

〜



CNNニューズ No.9    
© 1997  PIJ1997.1.10

(21)

"
『
電
子
申
告
者
用
手
引
』
に
盛
ら
れ

た
方
針
お
よ
び
手
続
、
所
得
税
法
の
規

定
を
遵
守
す
る
こ
と
。

�
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
者

「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
者
（

）
」
と
は
、
事
業
所
内
で
使
う

目
的
で
、
あ
る
い
は
小
売
用
と
し
て
、
電

子
申
告
向
け
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
開
発
・

作
製
す
る
も
の
を
い
う
。

Ｅ
Ｆ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
用
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発

者
と
し
て
認
可
を
受
け
、
申
告
仕
様
に
係

わ
る
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
は
、「
電
子

申
告
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
者
認
可
申
請

書
（

）
」
を
提
出
し
、
カ

ナ
ダ
国
税
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(4)
電　
子　
申　
告　
準　
備　
者　
・　
電　
子　
申　
告　
送　
達　
者　

依
頼
人
で
あ
る
納
税
者
の
電
子
申
告
フ

ァ
イ
ル
を
準
備
し
、
そ
れ
を
電
子
申
告
用

専
用
通
信
回
線
を
使
っ
て
カ
ナ
ダ
国
税
庁

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
直
接
入
力
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
、「
電
子
申
告
準
備

者
・
電
子
申
告
送
達
者
」
を
兼
業
す
る
電

子
申
告
者
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
電
子
申
告
者
は
、
電
子
申

告
準
備
者
と
電
子
申
告
送
達
者
双
方
の
要

件
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

必
要
な
認
可
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

電
子
申
告
準
備
者
・
電
子
申
告
送
達
者

を
兼
業
す
る
も
の
の
数
は
、
電
子
申
告
者

総
数
か
ら
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
割
合
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
九
二
年
を
例
に
と
る
と
、
歳
入
省

に
対
す
る
電
子
申
告
者
と
し
て
の
認
可
申

請
は
七
千
百
件
で
あ
っ
た
。
認
可
申
請
が

却
下
さ
れ
た
の
は
十
五
件
で
あ
っ
た
。

一　
方　
、　
申　
請　
が　
認　
め　
ら　
れ　
た　
も　
の　
の　
内　
訳　

は　
、　
電　
子　
申　
告　
準　
備　
者　
と　
し　
て　
の　
認　
可　
が　
四　

千　
五　
百　
二　
十　
件　
、　
電　
子　
申　
告　
送　
達　
者　
と　
し　
て　

の　
認　
可　
が　
七　
十　
五　
件　
、　
双　
方　
の　
認　
可　
を　
受　
け　

た　
も　
の　
は　
六　
百　
七　
十　
五　
件　
で　
あ　
っ　
た　
。　

(5)

電
子
申
告
者
の
認
可
資
格
審
査

電
子
申
告
者
、
す
な
わ
ち
電
子
申
告
準

備
者
や
電
子
申
告
送
達
者
、
と
し
て
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
歳
入
省
に

よ
る
一
定
の
資
格
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
資
格
審
査
の
ね
ら
い
は
、
難
し
い

試
験
を
課
す
な
ど
�
政
府
規
制
�
に
よ
っ

て
新
た
な
職
種
を
創
り
出
す
に
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
電
子
申
告
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
不
適
切
な
も
の
の
参
入
を
防

止
す
る
こ
と
に
あ
る
。

認
可
の
た
め
の
資
格
審
査
は
、
歳
入
省

に
対
す
る
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
入
希

望
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。

実
際
の
審
査
は
、
各
税
務
署
の
電
子
申

告
担
当
官
）（

）
が
、

歳
入
省
が
指
示
し
た
基
準
に
基
づ
い
て
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

歳
入
省
が
示
し
た
判
定
基
準
は
、
申
請

人
の
申
告
状
況
や
納
税
状
況
を
含
む
過
去

の
税
歴
の
チ
ェ
ッ
ク
が
中
心
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
過
去
に
無
申
告
や
滞
納
、
さ
ら
に

は
租
税
ほ
脱
な
ど
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
し
か
し
、

過
去
の
刑
事
処
分
等
の
有
無
に
つ
い
て
は

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
。

ま　
た　
、　
隣　
国　
ア　
メ　
リ　
カ　
で　
は　
、　
申　
請　
人　
に　

共　
同　
経　
営　
者　
が　
い　
る　
場　
合　
、　
過　
去　
の　
経　
歴　
を　

含　
む　
各　
人　
の　
詳　
細　
に　
つ　
い　
て　
の　
チ　
ェ　
ッ　
ク　
も　

行　
わ　
れ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
カ　
ナ　
ダ　
の　
場　
合　
、　
こ　

う　
し　
た　
チ　
ェ　
ッ　
ク　
は　
行　
わ　
れ　
て　
い　
な　
い　
。　

電　
子　
申　
告　
者　
は　
、　
毎　
年　
継　
続　
の　
た　
め　
の　
認　

可　
申　
請　
を　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　
し　
か　
し　
、　

い　
っ　
た　
ん　
認　
可　
を　
受　
け　
た　
も　
の　
に　
つ　
い　
て　

は　
、　
資　
格　
審　
査　
は　
三　
年　
に　
一　
回　
行　
わ　
れ　
る　
こ　

と　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　
し　
た　
が　
っ　
て　
、　
そ　
の　
間　

の　
二　
年　
間　
は　
、　
そ　
れ　
ぞ　
れ　
前　
年　
の　
�　
実　
績　
�　

に　
基　
づ　
い　
て　
チ　
ェ　
ッ　
ク　
し　
、　
認　
可　
継　
続　
の　
可　

否　
を　
判　
断　
す　
る　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　

一
般
に
政
府
規
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、

カ
ナ
ダ
で
は
消
極
的
意
見
が
多
い
。
し
か

し
、
現
在
は
電
子
申
告
者
が
、
虚
偽
の
電

子
申
告
な
ど
�
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
�
に

加
担
し
て
も
、
電
子
申
告
担
当
官
に
は
こ

れ
に
対
応
す
る
権
限
が
な
い
。
近
い
将
来
、

電
子
申
告
が
個
人
所
得
税
に
つ
い
て
の

�
標
準
申
告
方
式
�
と
な
る
と
す
れ
ば
、

一
定
の
規
制
強
化
も
必
要
と
の
意
見
も
強

く
な
っ
て
い
る
。

カ　
ナ　
ダ　
で　
は　
、　
電　
子　
申　
告　
者　
は　
、　
納　
税　
者　

が　
電　
子　
申　
告　
の　
た　
め　
に　
提　
供　
し　
た　
情　
報　
の　
正　

確　
性　
を　
確　
認　
す　
る　
義　
務　
を　
負　
う　
よ　
う　
に　
求　
め　

ら　
れ　
て　
い　
な　
い　
。　
こ　
れ　
は　
代　
行　
者　
の　
職　
務　
の　

性　
格　
か　
ら　
し　
て　
当　
然　
の　
こ　
と　
と　
い　
え　
る　
。　

し
た
が
っ
て
、
電
子
申
告
者
に
対
す
る

規
制
強
化
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、

そ
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
代
行
者
と
依
頼

人
で
あ
る
納
税
者
と
が
結
託
し
て
デ
ー
タ

の
改
ざ
ん
な
ど
虚
偽
の
電
子
申
告
を
し
た

〔図３〕 カナダ国税庁の電子申告チェック・システム

電子申告の受理

査定（申告是認
の通知および税
額通知

再査定（更正）通知

電子納税申告送達者

《申告データの電子送達》

カナダ国税庁の確認プロセス

電

子

申

告

〜

カ

ナ

ダ

の

制

度

と

現

状

〜

フロント・エンド・チェック
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場
合
な
ど
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

さ
れ
て
い
る
。

四
　
電
子
申
告
と
査
定
手
続

カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ

ム
（

）
の
も
と
、
納
税
者

は
電
子
申
告
者
を
通
じ
て
確
定
申
告
を
行

う
こ
と
に
な
る
。
情
報
処
理
さ
れ
た
納
税

者
の
申
告
デ
ー
タ
は
、
電
子
申
告
送
達
者

の
端
末
か
ら
、
専
用
回
線
を
使
っ
て
、
課

税
庁
（
カ
ナ
ダ
国
税
庁
）
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
シ
ス
テ
ム
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
に
入
力

さ
れ
る
。

課
税
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
さ
れ

た
納
税
者
の
申
告
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
。
そ

れ
ら
は
大
ま
か
に
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

つ
ま
り
、
一
つ
は
電
子
申
告
を
受
理
す

る
た
め
の
�
「
フ
ロ
ン
ト
・
エ
ン
ド
・
チ

ェ
ッ
ク
」
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
査
定

（
申
告
是
認
）
通
知
お
よ
び
税
額
の
還
付
を

す
る
前
に
行
わ
れ
る
。
�
「
査
定
前
確
認
」

で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
再
査
定

（
更
正
）
通
知
を
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
、

�
「
査
定
後
確
認
」
で
あ
る
。

(1)

フ
ロ
ン
ト
・
エ
ン
ド
・
チ
ェ
ッ
ク

課
税
庁
（
カ
ナ
ダ
国
税
庁
）
は
、
納
税
者

の
申
告
デ
ー
タ
の
電
子
送
達
を
受
け
た
後

に
た
だ
ち
に
、
�
フ
ロ
ン
ト
・
エ
ン
ド
・

チ
ェ
ッ
ク
（

）
�
を

行
う
。

一
般
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
の
フ
ロ

ン
ト
・
エ
ン
ド
確
認
（）

と
は
、
納
税
申
告

や
社
会
保
障
給
付
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、

申
告
者
や
申
請
者
の
入
力
事
項
の
適
否
の

確
認
や
入
力
も
れ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
て
行
う
手
法
を
さ
す
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
本
来
の
ね
ら
い
は
、

不
正
の
発
見
や
そ
れ
に
対
す
る
処
罰
よ
り

も
、
デ
ー
タ
が
的
確
に
入
力
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。

カ
ナ
ダ
の
国
税
庁
の
電
子
申
告
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
下
で
は
、
こ
の
フ
ロ
ン
ト
・
エ
ン

ド
・
チ
ェ
ッ
ク
・
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

各
種
入
力
項
目
、
税
額
計
算
、
電
子
申
告

準
備
者
や
電
子
申
告
送
達
者
の
認
可
番
号

な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
チ
ェ
ッ
ク
の

結
果
、
的
確
で
な
い
点
が
発
見
さ
れ
た
と

き
に
は
、
電
子
申
告
は
受
理
さ
れ
な
い
。

リ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
（
不
受
理
）
と
な
っ

た
場
合
、
当
該
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル
は
、

補
正
の
た
め
に
電
子
申
告
準
備
者
に
対
し

指
定
の
電
子
申
告
送
達
者
を
通
じ
て
、
専

用
通
信
回
線
を
使
っ
て
返
送
さ
れ
る
。

(2)

査
定
前
確
認
プ
ロ
セ
ス

課
税
庁
は
電
子
申
告
フ
ァ
イ
ル
を
受
理

し
た
後
に
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
を
査
定
す
る

手
続
に
は
い
る
。

カ　
ナ　
ダ　
国　
税　
庁　
の　
電　
子　
申　
告　
プ　
ロ　
グ　
ラ　
ム　

の　
下　
で　
は　
、　
こ　
の　
査　
定　
は　
二　
段　
階　
に　
分　
け　
て　
、　

コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
を　
使　
っ　
て　
行　
わ　
れ　
る　
。　

最
初
の
段
階
の
も
の
は
、「
査
定
前
確
認

（

）」
と
呼
ば

れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス

で
は
、
い
く
つ
か
の
支
援
シ
ス
テ
ム
を
使

っ
て
、
申
告
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
の
チ
ェ
ッ

ク
が
行
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
査
定
（
申
告
是
認
）
通
知

や
税
の
還
付
を
行
う
前
に
、
標
準
的
数
値

を
著
し
く
超
え
る
控
除
額
や
還
付
税
額
が

あ
る
申
告
フ
ァ
イ
ル
の
自
動
抽
出
は
、
こ

の
プ
ロ
セ
ス
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ

ス
を
通
じ
て
特
定
・
抽
出
さ
れ
た
申
告
フ

ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
検
討
が
加

え
ら
れ
る
。

納
税
者
や
申
告
準
備
者
は
、
電
子
申
告

の
際
に
、
領
収
書
な
ど
必
要
経
費
控
除
を

証
す
る
資
料
を
別
送
す
る
よ
う
に
求
め
ら

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
証
拠

資
料
は
六
年
間
保
存
す
る
よ
う
に
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

課
税
庁
は
、
査
定
前
確
認
プ
ロ
セ
ス
を

通
じ
て
特
定
・
抽
出
さ
れ
、
個
別
的
検
討

の
結
果
�
問
題
あ
り
�
と
さ
れ
た
申
告
に

つ
い
て
は
、
税
務
調
査
の
対
象
に
選
定
す

る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
直
接
に
納
税
者

や
そ
の
代
理
人
に
コ
ン
タ
ク
ト
し
、
証
拠

資
料
の
提
出
を
も
と
め
る
こ
と
に
な
る
。

カ
ナ
ダ
国
税
庁
の
統
計
に
よ
る
と
、
一

九
九
二
年
度
で
、
査
定
前
確
認
プ
ロ
セ
ス

を
通
じ
て
税
務
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
電

子
申
告
フ
ァ
イ
ル
は
、
一
千
件
あ
た
り

〇
・
六
件
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
統
計

結
果
に
つ
い
て
は
、
税
務
調
査
ス
タ
ッ
フ

の
数
や
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
普
及
の

た
め
の
特
別
の
配
慮
な
ど
、
さ
ま
さ
ま
な

要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
当
局

は
、
�
的
確
な
分
析
は
難
し
い
�
と
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
隣
国
ア
メ
リ
カ
で

問
題
と
な　
っ　
て　
い　
る　
よ　
う　
な　
�　
電　
子　
申　
告　

を　
使　
っ　
た　
不　
正　
還　
付　
�　
が　
、　
カ　
ナ　
ダ　
で　
も　
急　

増　
し　
た　
か　
ど　
う　
か　
は　
定　
か　
で　
は　
な　
い　
。　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
カ
ナ
ダ
国
税
庁

は
、
文
書
申
告
に
比
べ
、
電
子
申
告
で
は

不
正
の
発
見
が
格
段
に
難
し
い
、
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

特
有
の
不
正
還
付
防
止
支
援
シ
ス
テ
ム

（

）

を
開
発
、
導
入
し
対
処
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
電
子
申
告
が
、
こ
の

査
定
前
確
認
プ
ロ
セ
ス
を
無
事
通
過
で
き

れ
ば
、
当
該
納
税
者
に
は
査
定
（
申
告
是

認
）
通
知
、
税
額
還
付
が
行
わ
れ
る
。

(3)

査
定
後
確
認
プ
ロ
セ
ス

カ
ナ
ダ
で
は
、
�
迅
速
な
税
の
還
付
�

を
セ
ー
ル
ス
・
ポ
イ
ン
ト
に
電
子
申
告
の

普
及
を
は
か
っ
て
い
る
。
文
書
申
告
の
場

合
、
税
額
の
還
付
ま
で
三
週
間
か
ら
八
週

電

子

申

告
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間
か
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
電
子
申
告
の

場
合
は
、
十
日
か
ら
二
週
間
で
税
額
の
還

付
が
受
け
ら
れ
る
。

申
告
に
よ
り
税
額
の
追
加
納
付
を
求
め

ら
れ
る
納
税
者
は
別
と
し
て
も
、
早
く
税

額
の
還
付
を
受
け
た
い
納
税
者
に
と
り
電

子
申
告
は
魅
力
的
で
あ
る
。

一
方
、
課
税
庁
に
と
り
、
納
税
者
が
電

子
申
告
を
選
択
し
た
場
合
、
�
Ｐ
Ｒ
�
ど

お
り
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
期
間
内
に
税

額
の
還
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

こ
の
た
め
、
税
務
申
告
デ
ー
タ
と
、
源
泉

徴
収
義
務
者
な
ど
か
ら
提
出
さ
れ
た
情
報

申
告
デ
ー
タ
を
適
切
に
処
理
し
た
上
で
突

き
合
わ
せ
、
照
合
す
る
た
め
の
時
間
的
余

裕
が
課
税
庁
側
に
十
分
に
な
い
。

こ
う
し
た
点
は
、
電
子
申
告
で
は
き
わ

め
て
容
易
に
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
が
で
き
る

こ
と
な
ど
と
も
相
ま
っ
て
、
電
子
申
告
を

推
進
す
る
上
で
大
き
な
障
害
と
な
り
か
ね

な
い
。
文
書
申
告
と
は
別
途
に
対
応
す
べ

き
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
。

一
九
九
二
年
に
カ
ナ
ダ
国
税
庁
が
新
た

に
取
り
入
れ
た
「
査
定
後
確
認
（

）」
プ
ロ
セ
ス
は
、

ま
さ
に
電
子
申
告
の
み
を
対
象
と
し
た
チ

ェ
ッ
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
�
バ
ッ

ク
・
エ
ン
ド
・
チ
ェ
ッ
ク
�
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。

こ
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
査
定
が
行
わ
れ
還

付
税
額
の
支
払
が
済
ん
だ
後
、
数
ヶ
月
間

実
施
さ
れ
る
。
申
告
デ
ー
タ
の
査
定
が
適

正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
重
ね
て

チ
ェ
ッ
ク
し
、
課
税
の
公
正
さ
を
確
保
し

よ
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
場
合

に
よ
り
納
税
者
は
裏
付
け
資
料
を
持
参
の

上
、
来
署
を
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
査
定
後
確
認
を
実
施
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
大
き

な
ね
ら
い
が
あ
る
。

そ
れ
は
課
税
庁
が
、
電
子
申
告
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
不
正
に
利
用
さ
れ
易
い
ポ
イ
ン
ト

を
確
認
し
、
対
応
策
を
検
討
す
る
際
の
資

料
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
二
つ
の
方
法
を
通
じ
て
デ
ー
タ

の
入
手
が
行
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
ラ
ン
ダ
ム
に
電
子
申
告
さ
れ

た
フ
ァ
イ
ル
を
抽
出
し
、
チ
ェ
ッ
ク
を
行

っ
た
上
で
入
手
す
る
方
法
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
エ
ラ
ー
や
不
正
な
ど
問
題
の
あ

っ
た
フ
ァ
イ
ル
を
分
析
し
た
上
で
デ
ー
タ

を
入
手
す
る
方
法
で
あ
る
。

五
　
デ
ー
タ
照
合
の
効
率
化
と
透
明
化

一
般
に
申
告
も
れ
や
架
空
の
控
除
な
ど

を
発
見
す
る
た
め
に
課
税
庁
は
、
納
税
申

告
デ
ー
タ
と
情
報
申
告
デ
ー
タ
と
の
突
き

合
わ
せ
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
突
き
合

わ
せ
に
は
、
今
日
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
広

く
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
突

き
合
わ
せ
技
術
を
、
カ
ナ
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
は
「
デ
ー
タ
照

合
（

）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
照
合
（

）」
と

呼
ん
で
い
る
。

(1)

デ
ー
タ
照
合
の
効
率
化

デ
ー
タ
照
合
は
、
大
き
く
２
つ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
一
個
の
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ

ム
）
内
部
で
実
施
す
る
デ
ー
タ
照
合
で
あ

る
。
課
税
庁
内
部
で
行
わ
れ
る
税
務
申
告

デ
ー
タ
と
情
報
申
告
デ
ー
タ
の
照
合
は
、

そ
の
典
型
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
、
複
数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

間
で
実
施
す
る
デ
ー
タ
照
合
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
同
じ
行
政
庁
の
異
な
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
間
、
ま
た
は
、
連
邦
と
州
も
し

く
は
州
と
地
方
の
行
政
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
間
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
が

考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
で
も
現
在
、
運
輸
省
の
自
動
車

登
録
フ
ァ
イ
ル
と
都
道
府
県
の
自
動
車
税

関
連
フ
ァ
イ
ル
と
の
デ
ー
タ
照
合
が
行
わ

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ナ
ダ
国
税
庁
も
申
告
も

れ
や
架
空
の
人
的
控
除
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
た
め
に
デ
ー
タ
照
合
を
広
く
実
施
し

て
き
て
い
る
。
電
子
申
告
を
推
進
す
る
こ

と
の
ね
ら
い
の
一
つ
は
、
デ
ー
タ
照
合
の

効
率
化
に
あ
る
。

し　
か　
し　
、　
い　
か　
に　
納　
税　
申　
告　
の　
面　
で　
電　
子　

化　
・　
自　
動　
化　
が　
す　
す　
ん　
だ　
と　
し　
て　
も　
、　
情　
報　

申　
告　
の　
面　
で　
磁　
気　
テ　
ー　
プ　
や　
フ　
ロ　
ッ　
ピ　
ー　
、　

光　
磁　
気　
デ　
ィ　
ス　
ク　
な　
ど　
に　
よ　
る　
「　
磁　
気　
フ　
ォ　

ー　
マ　
ッ　
ト　
申　
告　
（　

）　」　

が　
す　
す　
ま　
な　
い　
限　
り　
、　
課　
税　
庁　
で　
の　
デ　
ー　
タ　

照　
合　
の　
効　
率　
化　
は　
難　
し　
い　
。　

事
実
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
雇
用
主

や
金
融
機
関
か
ら
課
税
庁
に
送
ら
れ
て
く

る
源
泉
徴
収
票
な
ど
各
種
の
支
払
調
書
や

そ
の
他
の
法
定
資
料
（
情
報
申
告
）
の
多

く
は
、
い
ま
だ
文
書
に
よ
っ
て
い
る
。
課

税
庁
は
、
こ
れ
ら
情
報
申
告
文
書
を
、
か

な
り
の
時
間
を
か
け
て
デ
ー
タ
処
理
し
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
現
在
、
課
税
庁
は
、
電
子

申
告
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
を
査
定
し
税
額
の

還
付
を
終
え
た
後
に
、
�
査
定
後
確
認
プ

ロ
セ
ス
の
一
環
�
と
し
て
デ
ー
タ
照
合
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
不

正
申
告
な
ど
の
発
見
が
デ
ー
タ
照
合
実
施

の
大
き
な
ね
ら
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
査

定
通
知
や
税
額
の
還
付
が
行
わ
れ
る
前
に

デ
ー
タ
照
合
を
実
施
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

と
こ
ろ
が
現
実
は
、
電
子
申
告
は
�
迅

速
な
税
の
還
付
�
を
売
り
物
と
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
電
子
申
告
が
拡
大
す
る
に
つ

れ
て
、
ま
す
ま
す
デ
ー
タ
照
合
の
実
施
時

期
と
税
額
の
還
付
時
期
と
の
差
は
逆
に
開

電

子

申

告
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い
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
放
っ
て
お
く
と
、

不
正
還
付
の
温
床
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
意
味
も
あ

っ
て
、
歳
入
省
は
、
磁
気
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

を
使
っ
た
情
報
申
告
の
電
子
化
、
通
信
回

線
を
使
っ
た
課
税
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ

の
オ
ン
ラ
イ
ン
送
達
、
自
動
入
力
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
開
発
を
急
い
で
い
る
。

ま
た
、
自
動
読
取
装
置
（
ス
キ
ャ
ナ
ー
）

で
読
取
り
可
能
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
よ
る

情
報
申
告
（
文
書
申
告
）
の
普
及
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
対
応
に
よ
っ
て
、

査
定
前
確
認
プ
ロ
セ
ス
の
一
環
と
し
て
デ

ー
タ
照
合
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
努
力
を

重
ね
て
い
る
。

(2)

デ
ー
タ
照
合
の
透
明
化
・
適
正
化

デ
ー
タ
照
合
は
、
一
般
に
、
課
税
も
れ

の
防
止
、
社
会
保
障
の
不
正
受
給
の
摘
発

や
取
締
な
ど
�
公
益
上
の
必
要
性
�
を
理

由
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ

ー
タ
照
合
は
、
性
格
的
に
は
�
情
報
の
外

部
提
供
・
目
的
外
利
用
�
に
あ
た
る
。

課
税
庁
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
機
関
が
、

こ
う
し
た
デ
ー
タ
照
合
を
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

で
、
つ
ま
り
自
由
自
在
に
実
施
し
う
る
と

す
れ
ば
、
問
題
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
納
税
者
や
受
給
者
の
「
個
人
情
報
の

自
己
管
理
権
」
、
つ
ま
り
�
情
報
上
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
権
�
に
対
す
る
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

�
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
先
進
国
�
で
は
一
般

に
、
デ
ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
持
つ
、

�
公
益
上
の
必
要
性
�
と
�
情
報
上
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
�
と
い
う
相
対
立
す
る
利

益
を
融
和
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
、
法

律
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
制
定
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
で
は
、
連
邦
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法

（

）
の
下
、
デ
ー
タ
照
合

の
透
明
化
・
適
正
化
を
ね
ら
い
に
、
カ
ナ

ダ
連
邦
予
算
局
が
一
九
八
九
年
に
「
デ
ー

タ
照
合
及
び
社
会
保
険
番
号
の
規
制
の
た

め
の
政
策
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下

「
デ
ー
タ
照
合
規
制
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
）
を
制

定
し
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
国
税
庁
が
実
施
す
る
各
種
の
デ

ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
当
然
に
こ
の

デ
ー
タ
照
合
規
制
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用

対
象
と
な
る
。
以
下
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
骨
子
を
紹
介
す
る
。

�

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー

へ
の
届
出

課
税
庁
な
ど
デ
ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム

実
施
機
関
は
、
そ
の
開
始
の
六
十
日
前
ま

で
に
、
行
政
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
連
邦

議
会
直
属
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
分
野
専
門
の

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
対
し
、
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
、

審
査
を
行
い
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
連
邦

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
の
趣
旨
に
合
わ
な
い
場

合
に
は
、
合
う
よ
う
に
是
正
を
求
め
る
勧

告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

�

デ
ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
示

デ
ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
の
存

在
を
一
般
に
知
ら
せ
る
た
め
に
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

デ
ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
情
報
の

開
示
に
か
か
る
特
例

デ　
ー　
タ　
照　
合　
プ　
ロ　
グ　
ラ　
ム　
を　
通　
じ　
て　
収　
集　

さ　
れ　
た　
個　
人　
情　
報　
（　
デ　
ー　
タ　
照　
合　
プ　
ロ　
グ　
ラ　
ム　

情　
報　
）　
の　
開　
示　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
連　
邦　
プ　
ラ　
イ　

バ　
シ　
ー　
法　
第　
七　
条　
〔　
個　
人　
情　
報　
の　
利　
用　
〕　
お　

よ　
び　
第　
八　
条　
〔　
個　
人　
情　
報　
の　
提　
供　
〕　
に　
規　
定　

さ　
れ　
た　
条　
件　
の　
下　
で　
の　
み　
許　
さ　
れ　
る　
。　

�
行
政
目
的
へ
の
利
用
手
続
き

デ
ー
タ
照
合
実
施
機
関
は
、
デ
ー
タ
照

合
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
作
成
し
た
情
報

を
本
来
の
目
的
に
利
用
す
る
に
先
立
ち
、

そ
の
源
泉
、
根
拠
な
ど
が
適
正
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
個
人
に
は
、
デ
ー
タ
照
合
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
行
政
処
分
に
先
立
ち
、

照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
作
成
さ
れ
た
情
報

の
正
否
に
つ
い
て
異
議
申
立
を
行
う
機
会

が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
安
全
性

デ　
ー　
タ　
照　
合　
プ　
ロ　
グ　
ラ　
ム　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　

連　
邦　
政　
府　
の　
デ　
ー　
タ　
安　
全　
保　
障　
政　
策　
が　
適　
用　

さ　
れ　
る　
。　
個　
人　
情　
報　
お　
よ　
び　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　

シ　
ス　
テ　
ム　
は　
、　
情　
報　
の　
秘　
密　
性　
や　
正　
確　
性　
に　

対　
す　
る　
故　
意　
お　
よ　
び　
過　
失　
に　
か　
か　
る　
危　
険　
性　

か　
ら　
保　
護　
さ　
れ　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　
デ　
ー　

タ　
照　
合　
実　
施　
機　
関　
が　
と　
る　
べ　
き　
安　
全　
の　
た　
め　

の　
セ　
ー　
フ　
ガ　
ー　
ド　
は　
、　
情　
報　
を　
提　
供　
し　
た　
機　

関　
が　
実　
施　
し　
て　
い　
る　
の　
と　
同　
じ　
程　
度　
の　
も　
の　

で　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　

�

保
存
お
よ
び
処
分

デ
ー
タ
照
合
実
施
機
関
は
、
連
邦
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
法
の
下
で
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
利
用
な
ら
び
に
作
成
さ
れ
た
個
人
情

報
の
保
存
お
よ
び
処
分
に
関
す
る
基
準
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件

は
、
デ
ー
タ
照
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
使
用
さ

れ
る
キ
ー
（

―
つ
ま
り
見
出
し
と
し
て

利
用
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
に
も
適
用
さ

れ
る
。

こ
の
基
準
は
、
連
邦
公
文
書
保
存
局
が

確
立
し
た
情
報
保
存
・
処
分
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
ま
た
は
協
定
に
照
ら
し
て
制
定
さ
れ
る
。1

電

子

申

告

〜

カ

ナ

ダ

の

制

度

と

現

状

〜
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C
N
N
ニ
ュ
ー
ズ
８
号
で
既
報
の
と
お

り
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
本
年
末
か
ら
横
浜
な
ど

三
地
域
で
「
発
信
電
話
番
号
表
示
（
コ
ー

ラ
ー
ID
）」
サ
ー
ビ
ス
の
試
行
を
開
始
す
る
。

こ
の
新
�
サ
ー
ビ
ス
�
は
、
迷
惑
電
話

防
止
を
う
た
い
文
句
に
、
個
人
（
家
庭
）

電
話
加
入
者
の
電
話
番
号
情
報
を
大
々
的

に
商
業
利
用
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
、
国
内
の

企
業
に
提
供
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
新
サ
ー
ビ
ス
の
認
可
に

あ
た
っ
て
、
所
管
の
郵
政
省
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ

の
「
契
約
約
款
」
の
変
更
、
そ
し
て
、
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
な
る
も
の
を
作
成
し
た
だ

け
で
済
ま
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
る
規
制

だ
け
で
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
�
商

業
利
用
�
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
か
、

そ
も
そ
も
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
内
容
は
、

問
題
が
な
い
の
か
、
検
証
し
て
み
た
い
。

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
作
成
の
経
緯

郵
政
省
は
、
日
本
電
信
電
話
会
社
（
以

下
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
」
と
い
う
）
の
発
信
電
話
番

号
通
知
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
約
款
の

変
更
申
請
に
つ
い
て
、
一
九
九
六
年
七
月

二
十
六
日
に
、
電
気
通
信
審
議
会
電
気
通

信
事
業
部
会
（
園
山
重
道
部
会
長
）
の
答
申

を
受
け
、
同
月
三
十
一
日
に
認
可
し
た
。

し　
か　
し　
、　
同　
部　
会　
が　
六　
月　
十　
七　
日　
に　
開　
催　

し　
た　
公　
聴　
会　
に　
お　
い　
て　
は　
、　
P
I
J
の　
石　
村　

耕　
治　
代　
表　
を　
は　
じ　
め　
と　
し　
て　
、　
多　
く　
の　
消　
費　

者　
団　
体　
や　
法　
学　
者　
か　
ら　
、　
電　
話　
番　
号　
の　
通　
知　

サ　
ー　
ビ　
ス　
が　
企　
業　
の　
商　
業　
目　
的　
に　
利　
用　
さ　
れ　

る　
こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
個　
人　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
や　

消　
費　
行　
動　
が　
筒　
抜　
け　
に　
な　
り　
か　
ね　
な　
い　
と　

の　
、　
強　
い　
批　
判　
が　
相　
次　
い　
だ　
。　

ま
た
当
初
か
ら
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
家
庭
な
ど

の
一
般
の
電
話
加
入
者
に
対
し
て
は
、
こ

の
サ
ー
ビ
ス
が
�
迷
惑
電
話
の
防
止
�
に

役
立
つ
と
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
す
る

一
方
で
、
企
業
な
ど
の
電
話
加
入
者
に
対

し
て
は
、「
電
話
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
創
る

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
―
発
信
電
話

番
号
通
知
サ
ー
ビ
ス
」
と
題
し
た
Ｃ
Ｄ
―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
（
非
売
品
、
内
容
の
一
部
を
29
�
で

紹
介
）
を
配
布
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
本
音
は
、
同
サ

ー
ビ
ス
の
�
商
業
利
用
�
と
、
そ
の
利
用

料
に
よ
る
同
社
の
収
入
増
に
あ
る
こ
と
が

次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
の
な
か
で
、
消
費
者

団
体
な
ど
の
強
い
批
判
に
配
慮
し
た
か
た

ち
で
、
電
気
通
信
審
議
会
の
答
申
に
は
、

個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、「
本
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
電
話
番
号
が
不
当

に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、

本
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
以
前
に
郵
政
省
が

『
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
を
制
定
す
る
」
こ
と
が
、

審
議
会
の
要
望
事
項
の
ひ
と
つ
と
し
て
付

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
本
年
十
月
十
一
日
に
、
郵
政
省

は
以
下
に
述
べ
る
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

を
公
表
し
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
法
律
で
は
な
く

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
の
か
？

い
ま
や
電
話
は
、
国
民
の
生
活
に
と
っ

て
、
最
も
基
本
的
な
通
信
手
段
で
あ
る
。

そ
し
て
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
電
話
サ
ー

ビ
ス
の
開
始
以
来
、
発
信
者
の
電
話
番
号

は
�
匿
名
�
を
原
則
と
し
、
受
信
者
に
表

示
（
通
知
）
さ
れ
な
い
と
い
う
シ
ス
テ
ム

に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
き
た
。

と　
こ　
ろ　
が　
、　
今　
回　
Ｎ　
Ｔ　
Ｔ　
が　
お　
こ　
な　
お　
う　

と　
す　
る　
発　
信　
電　
話　
番　
号　
通　
知　
サ　
ー　
ビ　
ス　
は　
、　

今　
ま　
で　
の　
匿　
名　
原　
則　
を　
百　
八　
十　
度　
転　
換　
し　
、　

発　
信　
者　
の　
電　
話　
番　
号　
を　
�　
原　
則　
と　
し　
て　
受　
信　

者　
に　
表　
示　
�　
す　
る　
と　
い　
う　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　
通　

話　
方　
法　
の　
重　
大　
な　
変　
更　
で　
あ　
る　
。　

こ
の
よ
う
に
国
民
の
生
活
に
非
常
に
重

要
な
影
響
を
与
え
る
問
題
は
、
本
来
国
会

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
発
信
者
情
報
通
知
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

郵
政
省
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
の
問
題
点

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン

P
I
J
常
任
運
営
委
員

辻

村

祥

造

ＮＴＴのCD-ROMより

コ
ー
ラ
ー
ID

郵

政

省

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

案

の

問

題

点
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の
逓
信
委
員
会
な
ど
で
徹
底
し
て
審
議
を

行
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
上
で
正
式
に
法

律
と
し
て
規
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
郵
政
省
は
単
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の

「
電
話
サ
ー
ビ
ス
契
約
約
款
」
の
変
更
の
み

で
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
問
題
を
で
き
る

限
り
、
国
民
の
目
に
ふ
れ
さ
せ
た
く
な
い
、

国
会
な
ど
の
政
治
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
た

く
な
い
と
い
う
、
郵
政
官
僚
と
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の

�
策
略
�
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
官
僚

は
す
べ
か
ら
く
、
自
己
の
�
縄
張
り
�
に
、

国
民
や
政
治
家
に
口
出
し
し
て
欲
し
く
な

い
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ
も
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
法

律
の
規
制
を
受
け
て
、
商
業
利
用
の
う
え

で
使
い
づ
ら
い
シ
ス
テ
ム
に
な
る
よ
う
で

は
、
せ
っ
か
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
も

半
減
し
て
し
ま
う
、
と
考
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
で
は

国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
れ
な
い

い
ま
電
話
に
限
ら
ず
、
新
し
い
通
信
手

段
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
結
合
さ
れ
、
高
度

情
報
化
社
会
へ
の
歩
み
は
、
ま
す
ま
す
そ

の
速
度
を
速
め
つ
つ
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
電
子
マ
ネ
ー
、
衛

星
放
送
と
そ
の
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
な
ど
、

今
ま
で
の
予
想
を
超
え
た
技
術
の
進
歩
は
、

個
人
情
報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
危
機
的
な

状
況
に
追
い
込
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
。

こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
個
人
情
報
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
た
め
の
基
本
的
な

法
規
制
が
不
可
欠
で
あ
り
、
し
か
も
緊
急

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
�

個
人
情
報
保
護
法

を
改
正
し
て
民
間
機
関
に
も
適
用
す
る
、

�

同
時
に
同
法
の
適
用
除
外
の
範
囲
を
極

力
せ
ま
く
し
て
法
規
制
を
実
効
あ
る
も
の

に
す
る
、
�

電
気
通
信
事
業
法
の
改
正
・

必
要
条
項
の
創
設
、
あ
る
い
は
�

新
た
に

「
電
気
通
信
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
法
」
の
制

定
を
行
う
、
な
ど
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
違
反
者
に

対
し
て
は
、
罰
則
を
と
も
な
っ
た
厳
格
な

対
処
を
制
度
化
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
。

郵　
政　
省　
は　
、　
本　
年　
十　
月　
十　
一　
日　
に　
、　「　
電　

話　
番　
号　
に　
関　
す　
る　
研　
究　
会　
」　
な　
る　
機　
関　
が　
作　

成　
し　
た　
、　
「　
発　
信　
者　
情　
報　

、　
、　
、　
、　
、　

通　
知　
サ　
ー　
ビ　
ス　
の　

利　
用　
に　
お　
け　
る　
発　
信　
者　
個　
人　
情　
報　
の　
保　
護　
に　

関　
す　
る　
ガ　
イ　
ド　
ラ　
イ　
ン　
案　
」　（　
以　
下　
「　
ガ　
イ　
ド　

ラ　
イ　
ン　
案　
」　
と　
い　
う　
。　）　
を　
公　
表　
し　
た　
。　

以
下
に
、
こ
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

の
も
つ
基
本
的
な
問
題
点
を
、
検
討
す
る
。

(1)

な
ぜ
「
発
信
者
情
報
通
知

．
．
．
．
．
．
．

サ
ー
ビ
ス
」
な
の
か

当
初
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
、

「
発
信
電
話
番
号
通
知

、
、
、
、
、
、
、
、

サ
ー
ビ
ス
」
と
称
し

て
い
た
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
試
験
的
に
開
始
す
る

全
国
の
三
地
域
の
う
ち
、
横
浜
地
域
の
一

般
利
用
者
に
配
布
さ
れ
て
い
る
案
内
文
書

に
は
、
「
発
信
者
電
話
番
号
表
示

、
、
、
、
、
、
、
、
、

サ
ー
ビ
ス

の
試
験
提
供
開
始
の
お
知
ら
せ
」、
と
い
う

表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
郵
政
省
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
案
」
の
「
１

目
的
」
に
お
い
て
、
「
こ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
発
信
電
話
番
号
等

発
信
者
に
関
す
る
個
人
情
報
を
通
知

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る

サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
発
信
者
情
報
通
知
サ
ー

ビ
ス
」
と
い
う
）
の
利
用
者
を
対
象
と
し
て
、

通
知
を
受
け
た
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に

関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
発
信
電
話
番
号
等
発
信
者
に
関
す
る

個
人
情
報
及
び
こ
れ
に
結
合
し
て
保
有
さ

れ
る
個
人
情
報
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。」、
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
一
般
利
用
者
に
は
「
発
信
電
話

、
、
、
、

番
号

、
、

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
企

業
利
用
者
を
規
制
す
る
目
的
で
つ
く
ら
れ

た
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
に
お
い
て
は
、

「
発
信
者
情
報

、
、
、
、
、

」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

と
と
も
に
発
表
さ
れ
た
解
説
（
以
下
「
解
説
」

と
い
う
）
を
見
て
み
よ
う
。

「
解
説
」
で
は
、
当
初
こ
そ
、
こ
の
サ
ー

ビ
ス
が
電
話
番
号
の
み
を
通
知
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
「
技
術
的
に
は
発
信
者
氏

、
、
、
、
、
、
、
、
、

名
等
の
電
話
番
号
以
外
の
発
信
者
情
報
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

通
知
も
可
能
と
な
る

、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
」
、
ま
た
こ
の
サ

ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
「
通
知
さ
れ
る
電
話
番

号
等
の
個
人
情
報
は
、
氏
名
、
住
所
、
生

年
月
日
ま
た
は
商
品
購
入
の
事
実
、
金
銭

の
借
入
の
事
実
等
の
取
引
に
関
す
る
個
人

情
報
そ
の
他
の
情
報
に
結
合
さ
れ
、
顧
客

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
と
し
て
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
」
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、

こ
の
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
に
お
い
て
は
、

発
信
者
の
個
人
情
報
に
結
合
し
て
保
有
さ

れ
る
個
人
情
報
一
般
の
保
護
を
目
的
」
と

し
て
、「
発
信
者
情
報

、
、
、
、
、

」
の
語
句
を
使
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
の
「
２

定
義
」
に
お
い
て
、
�
発
信
者
情
報
�
と

は
、「
発
信
者
情
報
通
知
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り

通
知
さ
れ
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
、
当
該
個
人
に
含
ま
れ
る
電
話
番
号
、

氏
名
、
生
年
月
日
、
そ
の
他
の
記
述
又
は

個
人
別
に
付
さ
れ
た
番
号
、
記
号
そ
の
他

の
符
号
、
影
像
又
は
音
声
に
よ
り
当
該
個

人
を
識
別
で
き
る
も
の
（
当
該
情
報
の
み
で

は
識
別
で
き
な
い
が
、
他
の
情
報
と
容
易
に
照

合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
当
該
発
信

者
を
識
別
で
き
る
も
の
を
含
む
。
）
と
い
う
。
」

と
し
て
い
る
。

要
は
、
個
人
を
識
別
で
き
る
�
情
報
�

は
何
で
も
、
電
話
番
号
と
結
合
し
て
、
「
発

信
者
情
報
」
に
利
用
で
き
る
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
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(27)

当
初
の
「
発
信
電
話
番
号
表
示
」
と
は
、

全
く
に
て
も
似
つ
か
な
い
制
度
が
、「
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
案
」
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
が
、

「
迷
惑
電
話
の
防
止
」
な
ど
は
単
に
つ
け
た

り
に
過
ぎ
ず
、
本
当
の
ね
ら
い
は
電
話
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
、
個
人
情
報
の
管
理

と
商
業
利
用
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

問
題
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
こ
の
よ
う
な
重
大

な
内
容
を
�
迷
惑
電
話
防
止
�
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
の
陰
に
隠
し
、
一
般
利
用
者
に
正
し

い
説
明
を
お
こ
な
わ
ず
に
、
そ
の
適
正
な

判
断
を
誤
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(2)

自
己
情
報
の
商
業
利
用
に

対
す
る
拒
否
権
の
保
障
を

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
の
「
３

発
信
者

個
人
情
報
の
記
録
の
制
限
等
」
の
「
解
説
」

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て

い
る
。

「
情
報
主
体
に
対
す
る
告
知
に
当
た
っ

て
は
、
発
信
者
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
る

こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
表
現

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え

ば
、
電
話
で
注
文
を
受
け
た
顧
客
を
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
る
場
合
に
は
、『
当
社

を
ご
利
用
い
た
だ
い
た
お
客
様
と
し
て
登

録
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
』
と
い
う
告
知

を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」

し
か
し
、
こ
れ
で
は
消
費
者
に
は
、
自

己
の
個
人
情
報
が
、
事
業
者
に
記
録
さ
れ

る
こ
と
を
認
め
る
か
否
か
の
選
択
権
が
保

障
さ
れ
て
い
な
い
。

「
当
社
を
ご
利
用
い
た
だ
い
た
お
客
様
と

し
て
登
録
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
も
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
い
場
合
は
…
…
」

と
い
う
告
知
と
そ
の
後
の
�
選
択
�
の
手

続
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
承
認
す
る
場
合

に
は
「
＃
キ
ー
」
を
押
す
操
作
を
必
要
と

す
る
こ
と
に
す
る
な
ど
、
現
在
の
通
信
技

術
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
解
決

の
方
法
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

一
旦
記
録
さ
れ
た
消
費
者
の
個
人
情
報

は
、
そ
の
二
次
利
用
な
ど
、
情
報
主
体
で

あ
る
消
費
者
の
�
支
配
権
�
を
離
れ
、
事

業
者
の
間
で
勝
手
に
流
通
し
て
い
く
こ
と

が
充
分
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、

記
録
当
初
の
段
階
に
お
け
る
手
続
を
き
ち

ん
と
保
障
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま　
た　
「　
解　
説　
」　
に　
お　
い　
て　
、　
事　
業　
者　
が　
こ　

の　
サ　
ー　
ビ　
ス　
を　
利　
用　
し　
て　
い　
る　
場　
合　
に　
は　
、　

パ　
ン　
フ　
レ　
ッ　
ト　
や　
広　
告　
に　
「　
受　
信　
マ　
ー　
ク　
」　

を　
つ　
け　
る　
な　
ど　
、　
周　
知　
に　
努　
め　
る　
こ　
と　
等　
の　

協　
力　
が　
必　
要　
で　
あ　
る　
と　
し　
て　
い　
る　
。　

し
か
し
、
発
信
電
話
番
号
サ
ー
ビ
ス
の

も
と
で
は
、
電
話
を
か
け
れ
ば
、
自
分
の

電
話
番
号
な
ど
の
情
報
は
自
動
的
に
、
相

手
の
企
業
に
記
録
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ

で
は
、
た
と
え
こ
の
「　
受　
信　
マ　
ー　
ク　
」　
が　

あ　
っ　
た　
と　
し　
て　
も　
、　
う
っ
か
り
電
話
に
よ

る
通
信
販
売
や
、
カ
タ
ロ
グ
送
付
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
受
信
マ
ー
ク
」
は
、
消

費
者
の
保
護
の
た
め
に
は
、
ほ
と
ん
ど
役

立
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

(3)
「
記
録
の
目
的
」
及
び

「
利
用
の
制
限
」
が
不
明
確

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
の
「
３

発
信
者
個

人
情
報
の
記
録
の
制
限
等
」
の

(1)
に
お
い

て
、「
事
業
用
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
、
発
信

個
人
情
報
を
記
録
す
る
場
合
に
は
、
記
録

の
目
的
を
明
確
に
し
、
そ
の
目
的
の
達
成

に
必
要
な
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

い
」、
と
し
て
い
る
。

ま
た
「
４

発
信
者
個
人
情
報
の
利
用
の

制
限
」
に
お
い
て
は
、「
事
業
用
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
は
、
記
録
目
的
の
範
囲
を
超
え
て
、

発
信
者
個
人
情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な

い
」、
と
規
定
し
て
い
る
。

一
見
、
消
費
者
の
個
人
情
報
が
保
護
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
、
「
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
案
」
が
「
記
録
の
目
的
」
の
内
容
を
、

事
業
利
用
者
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
具
体

的
・
明
確
に
求
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う

点
で
あ
る
。「
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
は

か
る
た
め
」
と
い
う
程
度
の
、
抽
象
的
な

「
記
録
目
的
」
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

�
規
制
�
な
ど
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
事
業
用
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
」

は
、
「
発
信
個
人
情
報
記
録
の
目
的
」
を
、

明
確
に
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
政
分
野
の
よ
う
に
、
一
定
の
行
政
目

的
の
も
と
に
国
民
の
記
録
を
行
う
場
合
と

は
異
な
り
、
事
業
利
用
者
が
個
人
情
報
の

記
録
を
行
う
目
的
は
多
種
多
様
で
あ
る
。

そ
し
て
消
費
者
の
商
品
購
入
の
事
実
、
金

銭
借
入
の
事
実
な
ど
を
、
他
の
種
類
の
情

報
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の

よ
う
に
、
新
し
く
、
有
用
な
情
報
価
値
・

利
用
価
値
を
生
み
出
す
か
は
、
事
業
利
用

者
に
と
っ
て
も
未
知
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
各
世
帯
ま
で
が
記
入
さ
れ

た
詳
細
な
地
図
情
報
と
、
電
話
に
よ
る
発

信
者
個
人
情
報
、
さ
ら
に
は
各
世
帯
の
資

産
・
負
債
情
報
が
結
合
さ
れ
れ
ば
、
事
業

者
に
と
っ
て
そ
の
利
用
方
法
は
果
て
し
な

く
広
が
る
で
あ
ろ
う
。

「
記
録
の
目
的
」
は
、
「
個
人
情
報
の
利

用
方
法
」
と
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。

表
面
的
に
「
記
録
の
目
的
」
を
記
載
さ
え

す
れ
ば
良
い
と
な
れ
ば
、
先
ほ
ど
述
べ
た

よ
う
に
、「
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
は
か

る
た
め
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
な

内
容
で
済
ま
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
充
分

に
予
想
さ
れ
る
。

も
し
こ
の
よ
う
に
、「
記
録
内
容
」
が
あ

い
ま
い
に
な
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、「
記
録

の
目
的
の
範
囲
を
超
え
て
、
発
信
者
個
人

情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う

�
制
限
�
も
、
全
く
無
意
味
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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(28)

(4)

外
部
提
供
禁
止
の
担
保
は

�
企
業
倫
理
�
の
み
…
…

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
の
「
５

発
信
者

個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
」
は
、「
事
業
用

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
、
発
信
者
個
人
情
報

を
外
部
へ
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、

情
報
主
体
が
同
意
し
た
場
合
、
又
は
法
令

の
規
定
に
よ
り
提
供
が
求
め
ら
れ
た
場
合

以
外
は
、
原
則
と
し
て
発
信
者
個
人
情
報

の
外
部
提
供
を
禁
止
し
て
い
る
。

�
禁
止
す
る
�
と
い
っ
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
性
質
上
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
事
業

利
用
者
に
強
制
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
�
企
業

倫
理
�
に
頼
っ
て
担
保
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

な
ど
眼
中
に
な
い
事
業
者
に
対
し
て
は
、

そ
の
�
規
制
効
果
�
は
ま
っ
た
く
期
待
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

ま　
た　
、　
法　
令　
の　
規　
定　
に　
よ　
り　
情　
報　
の　
提　
供　

が　
求　
め　
ら　
れ　
る　
例　
と　
し　
て　
、　
刑　
事　
訴　
訟　
法　
第　

一　
九　
七　
条　

二　
項　
、　
弁　
護　
士　
法　
第　
二　
三　
条　
の　

二　
、　
麻　
薬　
取　
締　
法　
第　
五　
八　
条　
の　
三　
か　
ら　
第　
五　

八　
条　
の　
五　
の　
規　
定　
等　
が　
あ　
げ　
ら　
れ　
て　
い　
る　
。　

こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
該
当
す
る
場

合
は
別
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
警
察
の
捜

査
、
税
務
署
に
よ
る
税
務
調
査
な
ど
に
際

し
て
、
発
信
者
の
個
人
情
報
の
提
供
を
求

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
事
業
利
用
者
は
ど

の
よ
う
に
対
処
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

消
費
者
は
、
自
己
の
個
人
情
報
を
事
業

利
用
者
に
提
供
す
る
際
に
、
こ
の
よ
う
な

場
合
を
ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
い
。

つ　
ま　
り　
、　
こ　
の　
「　
ガ　
イ　
ド　
ラ　
イ　
ン　
案　
」　
で　

は　
、　
自　
己　
の　
予　
期　
し　
な　
い　
と　
こ　
ろ　
へ　
、　
自　
分　

の　
個　
人　
情　
報　
が　
外　
部　
提　
供　
さ　
れ　
る　
危　
険　
性　
の　

存　
在　
を　
、　
規　
制　
で　
き　
な　
い　
と　
い　
え　
る　
。　

(5)

自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
の
、「
８

事
業
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
の
発
信
者
個
人
情
報
の
開

示
及
び
訂
正
・
削
除
」
は
、「
事
業
利
用
者

は
情
報
主
体
か
ら
、
自
己
の
個
人
情
報
の

開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
応

じ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
該

情
報
に
誤
り
が
あ
っ
て
、
誤
り
の
「
訂

正
・
削
除
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
正

当
な
理
由
な
く
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な

い
」
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
誤
っ
た
情
報
を

「
訂
正
・
削
除
す
る
ま
で
は
、
そ
の
情
報
を

利
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。

し
か
し
、
消
費
者
が
、
記
録
さ
れ
た
自

己
の
個
人
情
報
全
体
の
削
除
を
求
め
る
権

利
は
、
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

確
か
に
、
誤
り
の
あ
る
部
分
の
情
報
の

削
除
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、

自
分
の
記
録
の
全
部
を
削
除
す
る
権
利
が

認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
対
等

な
私
法
上
の
関
係
を
基
調
と
す
る
商
行
為

と
し
て
は
、
納
得
で
き
な
い
。

誤　
っ　
た　
個　
人　
情　
報　
に　
よ　
っ　
て　
、　
消　
費　
者　
が　

被　
害　
を　
受　
け　
た　
よ　
う　
な　
場　
合　
に　
は　
、　
そ　
の　
事　

業　
者　
が　
保　
有　
す　
る　
自　
分　
に　
関　
す　
る　
�　
す　
べ　
て　

の　
情　
報　
�　
の　
削　
除　
を　
求　
め　
る　
こ　
と　
は　
、　
当　
然　

に　
認　
め　
ら　
れ　
る　
べ　
き　
権　
利　
で　
あ　
る　
。　

そ
れ
と
も
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
事
業
利
用
者
に

よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
発
信
者
情
報
は
、
第

二
次
利
用
な
ど
で
広
く
拡
散
し
て
し
ま
う

こ
と
が
予
見
で
き
る
の
で
、
削
除
の
権
利

を
規
定
す
る
こ
と
は
、
は
じ
め
か
ら
無
理

で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
、
そ
う
考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
「
発
信
電
話
番

号
表
示
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
、
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。

法
律
に
よ
る
規
制
を

!!

い　
ま　
、　
私　
た　
ち　
の　
個　
人　
情　
報　
と　
プ　
ラ　
イ　
バ　

シ　
ー　
は　
大　
変　
に　
危　
険　
な　
状　
況　
に　
お　
か　
れ　
て　
い　

る　
。　
つ　
い　
最　
近　
も　
、　
消　
費　
者　
金　
融　
業　
者　
が　
加　

盟　
す　
る　
全　
国　
信　
用　
情　
報　
セ　
ン　
タ　
ー　
連　
合　
会　

（　
全　
信　
連　
）　
か　
ら　
、　
消　
費　
者　
金　
融　
を　
装　
っ　
て　

入　
会　
し　
た　
複　
数　
の　
業　
者　
に　
よ　
っ　
て　
、　
八　
十　
五　

万　
件　
分　
以　
上　
の　
個　
人　
の　
信　
用　
情　
報　
が　
盗　
用　
さ　

れ　
る　
と　
い　
う　
事　
件　
が　
お　
き　
た　
。　
こ　
の　
個　
人　
情　

報　
の　
一　
部　
は　
、　
税　
務　
職　
員　
等　
に　
つ　
い　
て　
、　
そ　

の　
人　
事　
管　
理　
に　
使　
用　
さ　
れ　
て　
い　
た　
と　
い　
う　
新　

聞　
報　
道　
も　
さ　
れ　
て　
い　
る　
。　

し　
か　
し　
、　
Ｎ　
Ｔ　
Ｔ　
の　
「　
発　
信　
電　
話　
番　
号　
表　

示　
サ　
ー　
ビ　
ス　
」　
の　
影　
響　
は　
、　
さ　
ら　
に　
大　
き　
い　
。　

国　
民　
の　
生　
活　
に　
と　
っ　
て　
最　
も　
基　
本　
的　
で　
、　

広　
く　
普　
及　
し　
て　
い　
る　
通　
信　
手　
段　
で　
あ　
る　
電　
話　

が　
、　
根　
本　
か　
ら　
変　
質　
し　
て　
し　
ま　
う　
。　

電
話
番
号
を
キ
ー
と
し
て
、
個
人
情
報

が
集
積
さ
れ
、
流
通
、
結
合
さ
れ
て
い
く

こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
を
生
む

か
は
、
予
測
が
つ
か
な
い
。

郵　
政　
省　
も　
、　
電　
話　
と　
い　
う　
問　
題　
の　
性　
質　
上　
、　

関　
係　
す　
る　
各　
省　
庁　
と　
連　
携　
を　
と　
る　
必　
要　
か　

ら　
、　
こ　
の　
ガ　
イ　
ド　
ラ　
イ　
ン　
の　
情　
報　
を　
提　
供　
し　

て　
、　
�　
周　
知　
啓　
発　
�　
を　
は　
か　
る　
と　
し　
て　
い　
る　
。　

し
か
し
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、
法
律

で
は
な
い
。
こ
れ
を
�
遵
守
�
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
強
制
力
も
拘
束
力
も
持
た
な

い
。
ま
た
�
違
反
�
し
た
事
業
利
用
者
に

つ
い
て
、
そ
の
氏
名
を
公
表
す
る
制
度
な

ど
の
、
�
罰
則
�
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
ダ
イ
ヤ
ル

２

Ｑ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
、
悪
質
業
者
に
対
し
て
は
、
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
規
制
効
果
は
、
ま
っ
た

く
期
待
で
き
な
い
。

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
こ
の
「
発
信
者
情
報
通
知
サ

ー
ビ
ス
」
開
始
の
是
非
は
、
ひ
ろ
く
国
民

的
な
議
論
を
経
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
罰
則
を
と
も
な
う
法
律
に
よ
っ
て
、

規
制
す
べ
き
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

コ
ー
ラ
ー
ID

郵

政

省

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

案

の

問

題

点
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『
発
信
電
話
番
号
表
示
サ
ー
ビ
ス
は
、

発
信
者
と
着
信
者
が
対
等
に
な
る
制

度

で
す
』。

『
私
た
ち
の
生
活
の
利
便
性
が
向
上
し
　

ま
す
』。

『
産
業
の
活
性
化
に
も
役
立
ち
ま
す
』。

『
し
た
が
っ
て
早
期
に
導
入
し
て
欲
し
　

い
と
思
い
ま
す
』。

こ
れ
ら
は
み
な
、
日
本
の
「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
法
に
関
す
る
権
威
」
と
い
わ
れ
る
、

�
有
識
者
�
堀
部
政
男
氏
の
発
言
で
あ
る
。

発
信
者
と
着
信
者
が
�
対
等
に
な
る
�

云
々
の
発
言
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
サ
ー

ビ
ス
を
、
個
人
だ
け

、
、
、
、

が
利
用
で
き
る
場
合

の
は
な
し
。
個
人
の
電
話
番
号
情
報
が
商

業
利
用
さ
れ
た
と
た
ん
に
、
そ
の
情
報
は
、

本
人
の
手
を
離
れ
、
管
理
す
る
こ
と
も
規

制
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
わ
か
っ
て
い
て
、
N
T
T
の

新
サ
ー
ビ
ス
に
「
理
論
的
根
拠
」
を
与
え

た
の
だ
ろ
う
か
。

N
T
T
の
C
D
―
R
O
M
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
み
る
と

NTTのCD-ROMをプリントアウトしてみると

発信電話番号通知（コーラーID）サービスの本音が見える

ど
う
考
え
て
も
迷
惑
電
話
防
止
と
は
結
び
つ
か
な
い
、

「
見
つ
け
ら
れ
ま
す
、
あ
な
た
の
会
社
で
の
応
用
例
」
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
。

例
示
さ
れ
た
�
応
用
例
�
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
電
話
番

号
情
報
の
商
業
利
用
の
提
案
ば
か
り
。

と
こ
ろ
が
、
コ
ー
ラ
ー
ID
サ
ー
ビ
ス
の
試
験
導
入
が
予
定

さ
れ
て
い
る
、
横
浜
地
区
な
ど
の
加
入
者
向
け
の
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ

新
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ
」
の
は
が
き
に
は
、
し
ら
じ
ら
し

く
も
、
『
顧
客
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
連
動
し
、
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
』
と
の
、
ほ
ん
の
少
し
の
注
意
書
き
が
あ
る

ば
か
り
。

ピ
ザ
宅
配
会
社
は
、
コ
ー
ラ
ー
ID
（
発

信
電
話
番
号
表
示
）
の
お
か
げ
で
『
配
達
先

の
家
庭
に
小
さ
な
子
が
い
る
か
ど
う
か
も

わ
か
る
か
ら
、
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
音
を

小
さ
く
す
る
べ
き
か
ど
う
か
』
ま
で
わ
か

る
よ
う
に
な
っ
た
。

24
時
間
、
全
米
を
対
象
に
テ
レ
ビ
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
を
放
映
し
て
い
る
会
社
は
、
コ

ー
ラ
ー
ID
（
発
信
電
話
番
号
表
示
）
サ
ー

ビ
ス
の
お
陰
で
、『
放
送
と
同
時
に
よ
り
多

く
の
商
品
を
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
』
と
、
そ
の
効
果
を
強
調
。

米国Q.V.C社 米国ドミノピザ社

見つけられます、あなたの会社での応用例

一
橋
大
学
法
学
部
教
授

堀

部

政

男

氏

コーラーID先進国アメリカでのインタビュー
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政
府
税
制
調
査
会
、

納
税
者
番
号
制
度
で

ア
ン
ケ
ー
ト

政
府
税
調
は
、
去
る
十
一
月
十
五

日
、
「
納
税
者
番
号
制
度
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」

を
、
発
表
し
た
。
そ
の
な
か
か
ら
、
い
く

つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
紹
介
し
、
コ
メ
ン

ト
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
要

領
は
、「
表
１
」
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

「
納
税
者
番
号
制
度
と
い
う
言
葉
を
知
っ

て
い
た
か
ど
う
か
」
の
調
査
結
果
は
、
「
表

２
」
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
回

答
者
が
「
国
民
総
背
番
号
」
と
し
て
の

「
納
税
者
番
号
」
と
、
純
然
た
る
税
務
限
定

の
「
納
税
者
番
号
」
と
の
違
い
を
、「
詳
し

く
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
」
が
問
題
と
な

る
。
ま
た
、「
言
葉
は
知
っ
て
い
た
が
内
容

は
知
ら
な
か
っ
た
」
お
よ
び
「
初
め
て
聞

い
た
」
の
両
方
の
回
答
者
が
、
合
わ
せ
て

六
〇
％
以
上
い
る
こ
と
の
方
が
、
さ
ら
に

問
題
で
あ
る
。
政
府
税
制
調
査
会
は
、
さ

ら
に
、
国
民
に
納
税
者
番
号
制
度
の
内
容

を
知
ら
せ
る
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

次　
に　
、　
企　
業　
へ　
の　
「　
納　
税　
者　
番　
号　
制　
度　
に　

関　
心　
が　
あ　
る　
か　
ど　
う　
か　
」　
の　
質　
問　
に　
対　
し　
て　

は　
、　「　
表　
３　
」　
の　
回　
答　
と　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　
こ　

の　
質　
問　
に　
対　
し　
て　
、　「　
あ　
ま　
り　
関　
心　
が　
な　
い　
」　

と　
の　
回　
答　
割　
合　
は　
、　
金　
融　
業　
者　
で　
は　
二　
六　
・　

七　
％　
、　
一　
般　
企　
業　
で　
は　
四　
四　
・　
九　
％　
寄　
せ　
ら　

れ　
て　
い　
る　
。　
こ　
の　
�　
無　
関　
心　
�　
の　
多　
さ　
を　
、　

ど　
う　
受　
け　
と　
め　
る　
べ　
き　
で　
あ　
ろ　
う　
か　
。　

「
表
４
」
は
、
「
納
税
者
番
号
制
度
の
導

入
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
効
果
（
複
数
回
答
）」

に
つ
い
て
の
質
問
へ
の
回
答
で
あ
る
。
こ

の
回
答
に
い
う
「
総
合
課
税
」
の
内
容
が

な
に
を
さ
す
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
大
蔵

省
や
政
府
税
調
の
い
う
「
納
税
者
番
号
制

度
導
入
は
、
総
合
課
税
を
前
提
と
し
な
い
」

と
の
方
針
が
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
の
回

答
項
目
は
、「
税
務
行
政
の
機
械
化
・
効
率

化
」
、
「
資
産
課
税
へ
の
利
用
」
な
ど
が
、

高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

「
表
５
」
は
、
「
個
人
に
つ
い
て
納
税
者

番
号
と
し
て
利
用
し
う
る
番
号
の
候
補
」

を
た
ず
ね
た
結
果
で
あ
る
。「
現
時
点
で
は

不
明
」
が
三
〇
％
と
、
「
住
民
基
本
台
帳
番

号
」
を
使
う
と
の
回
答
者
数
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
今
の
時
点
で
は
、

ど
の
番
号
制
度
を
使
う
か
は
」、
確
定
で
き

な
い
状
態
に
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
住
民
基
本
台
帳
番
号
」

や
「
基
礎
年
金
番
号
」
の
内
容
、
両
者
の

違
い
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
「
国
民
総
背

番
号
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

回
答
者
の
ど
の
く
ら
い
が
理
解
で
き
て
い

る
か
、
は
な
は
だ
疑
問
の
あ
る
調
査
項
目

で
あ
る
。

ま
ち
が
っ
て
も
、
こ
の
回
答
結
果
を
も

っ
て
、
「
国
民
は
、
住
民
基
本
台
帳
番
号
を

納
税
者
番
号
に
使
う
こ
と
に
理
解
を
示
し

た
」
な
ど
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
で
き
な
い

こ
と
だ
け
は
、
確
か
で
あ
る
。

「
表
６
」
は
、
「
納
税
者
番
号
が
導
入
さ

れ
た
場
合
税
務
に
関
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

[Data-0018]

検
証

国

民

背

番

号

表２　納税者番号制度という言葉を
（個人へ質問）
詳しく知っていた 3.4
少し知っていた 34.3

表３　納税者番号制度に
（金融業、一般企業へ質問）

金 融 企 業
大いに関心あり 34.8 27.3
少し関心 13.5 25.7

表４　導入に期待する効果
総合課税の実施との回答者

個 人 49.8
金 融 57.3
企 業 49.2

表５　納税者番号の候補
（個人へ質問）
基礎年金番号 13.4
住民基本台帳番号 29.3
いずれも利用禁止 7.0
現時点では不明 28.0

表６　プライバシー問題が生じるのは
情報の漏洩、税務以外の利用との回答者

個 人 88.1
金 融 87.2
企 業 78.9

表１ 納税者番号制度に関する

アンケートの実施方法

○ 実施時期：1996年3月上旬

○ 対象者：個人（全国の20歳以上の男女 2,500人

［無作為抽出］）

金融（全国の金融企業［金融・証券

・保険］ 500社［無作為抽出］）

企業（首都圏・関西圏の企業 3,000社

［無作為抽出］）

○ 回収率：個人…62.4%、

金融…32.8%、

企業…17.9%

表中の数字は％（以下、同じ）



の
問
題
が
生
じ
る
場
合
（
複
数
回
答
）
」
を

た
ず
ね
て
い
る
。

こ
の
回
答
結
果
に
よ
れ
ば
、
個
人
回
答

者
も
企
業
回
答
者
も
、「
情
報
が
外
部
に
漏

れ
た
り
、
税
務
以
外
の
目
的
利
用
さ
れ
る

場
合
」
を
、
ト
ッ
プ
に
あ
げ
て
い
る
。
し

か
し
、「
納
税
者
番
号
」
に
ど
の
よ
う
な
番

号
を
使
う
と
し
て
も
、「
納
税
者
番
号
制
度
」

と
は
、
番
号
の
当
事
者
個
人
が
、
勤
務
先

や
、
金
融
機
関
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社

な
ど
に
対
し
て
、
「
自
分
の
番
号
を
告
知

（
提
示
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
制
度
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
回
答
者
は
知
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
質
問
で
は
「
税
務
に
関
し
て
」

と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
が
発
生
す
る
場

合
を
最
初
か
ら
�
限
定
�
し
て
い
る
。

こ
の
質
問
で
は
、
政
府
税
調
が
考
え
る

「
国
民
総
背
番
号
と
し
て
の
納
税
者
番
号
」

が
、
�
税
務
以
外
の
場
�
で
も
使
わ
れ
る

恐
れ
が
強
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
官
民

を
問
わ
ず
納
税
者
番
号
に
関
す
る
「
情
報

の
漏
洩
、
目
的
外
利
用
」
が
広
範
に
起
こ

る
こ
と
が
、
故
意
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
税
務
限
定
」
を
明
確

に
し
な
い
で
�
納
税
者
番
号
制
度
�
を
導

入
し
よ
う
と
す
る
、
大
蔵
省
・
政
府
税
調

の
狡
猾
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
質
問
と

回
答
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
表
７
」
は
、
「
納
税
者
番
号
制
度
導
入

に
賛
成
か
反
対
か
」
を
問
う
質
問
へ
の
回

答
結
果
で
あ
る
。

本
来
、
「
賛
否
を
問
う
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の

場
合
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
最
初
の
質
問
で
、

そ
の
「
賛
否
の
回
答
」
を
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

賛
成
の
回
答
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
と
、

反
対
者
の
意
見
と
が
、
ま
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ

て
、「
納
税
者
番
号
制
度
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
の
結
果
」
と
し
て
発
表
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
回

答
の
正
確
性
や
、
意
見
の
分
布
状
況
の
精

度
が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
政

府
税
調
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
あ
る
が
、
回
答

内
容
を
み
て
み
よ
う
。

「
反
対
」
の
回
答
者
は
合
わ
せ
て
個
人
三

四
・
八
％
、
金
融
業
三
九
・
一
％
、
一
般

企
業
三
三
・
八
％
と
で
あ
る
。「
賛
成
」
の

回
答
者
は
、
個
人
四
〇
・
九
％
、
金
融
業

三
四
・
一
％
、
一
般
企
業
三
二
・
五
％
で

あ
る
。

こ
の
賛
否
を
問
う
質
問
に
対
す
る
回
答

と
合
わ
せ
て
、
「
表
８

賛
成
者
へ
の
納
税

者
番
号
制
度
の
利
用
目
的
の
質
問
（
複
数

回
答
）」、「
表
９

反
対
者
の
反
対
理
由
（
複

数
回
答
）」
を
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
個
人
も
企
業
も
、
賛
成
者

は
、
納
税
者
番
号
制
度
に
よ
り
「
総
合
課

税
実
現
・
資
産
課
税
」
↓
�
脱
税
�
防
止

↓
公
平
な
課
税
を
期
待
、
と
い
う
図
式
に

よ
り
、
「
納
税
者
番
号
制
度
」
に
�
賛
成
�

し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ま　
た　
、　「　
税　
務　
行　
政　
の　
効　
率　
化　
・　
機　
械　
化　
」　

に　
対　
す　
る　
期　
待　
も　
大　
き　
い　
が　
、　
こ　
れ　
は　
行　
政　

全　
般　
あ　
る　
い　
は　
役　
人　
に　
対　
す　
る　
�　
不　
満　
�　
の　

現　
れ　
と　
み　
る　
こ　
と　
も　
で　
き　
る　
。　

一
方
、
「
反
対
理
由
」
は
、
個
人
で
は

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
が
不
十
分
」
が
一
位

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
民
の
健
全
な
常
識

の
現
れ
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
ま
た
、

「
国
民
の
理
解
が
不
十
分
・
時
期
尚
早
」
と

の
回
答
が
た
い
へ
ん

多
い
こ
と
は
、
納
税

者
番
号
制
度
反
対
に

と
っ
て
力
強
い
も
の

で
あ
る
と
同
時
に
、

も
し
「
国
民
の
理
解

が
得
ら
れ
た
」
状
況

で
は
、
「
賛
成
」
に

ま
わ
る
の
で
は
な
い

か
と
の
懸
念
も
否
定

で
き
な
い
。

最
後
の
「
表
10
」

は
、
「
今
後
の
納
税

者
番
号
制
度
の
検
討

の
進
め
方
（
複
数
回

答
）
」
に
対
す
る
回

答
で
あ
る
。

こ
の
回
答
は
、
大

蔵
省
・
政
府
税
調
は
、
い
ま
ま
で
の
よ
う

な
、
役
人
の
用
意
し
た
資
料
に
基
づ
く
�

学
識
者
�
に
よ
る
討
論
、
形
式
的
で
一
般

国
民
の
意
見
を
直
接
反
映
し
な
い
�
公
聴

会
�
な
ど
で
、
お
茶
を
濁
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
、
そ
ん
な
回
答
が
示
さ
れ
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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表７　納税者番号制度導入に 個 人 金 融 企 業
反対である 9.4 3.7 8.7
どちらかといえば反対 25.4 35.4 25.1
賛成である 11.1 25.6 8.7
どちらかといえば賛成 29.8 8.5 23.8
 
表８　賛成者の利用目的 個 人 金 融 企 業
税務行政効率化・機械化 79.0 69.1 83.0
総合課税の実施 67.6 72.7 60.8
資産課税への利用 37.7 36.4 27.5

表９　反対者の反対理由 個 人 金 融 企 業
プライバシー保護が不十分 68.4 53.1 59.7
国民の理解が不十分で時期尚早 67.3 59.4 74.4
効果に比しコストが大きすぎる 47.7 67.2 54.5
資金シフト等系税への影響が大きい 26.7 42.2 25.6

表１０　今後の検討の進め方 個 人 金 融 企 業
慎重に検討を続けるべき 58.1 57.9 51.8
国民の理解が深まるよう活発な議論 65.6 67.1 65.2



自治省も、インターネットに、上記のアドレスでホー

ムページを開設しています。

インターネットに接続できる方は、是非、上記のアドレ

スにアクセスしてみてください。

アクセスすると、まず右のホームページがあらわれ、

いくつかのメニューが表示されます。とくに自治省の考

えが良く分かるのは、「ニュースリリース」のページです。

このページにジャンプすると、いくつかの「政策紹介」

の項目が表示されます。

PIJ が反対している「住民基本台帳番号」については、

「平成９年度地方行財政重点施策」の「骨子【基本的な考

え方】」に「地域情報化の推進等の重要な課題に積極的に

対応」とあるのを受けて、

２. 豊かで安心できる地域社会づくり

…

(7)地域情報化の推進等

…

住民基本台帳ネットワークシステムの構築

…

4. 高度情報化社会等における住民サービスの向上

や行政の簡素効率化等を実現するため、住民基

本台帳法等の改正を図り、システムの具体的な

検討を行うことにより、住民基本台帳ネットワ

ークシステムの構築を進める。

とだけ、書き込まれています。この文章だけで、自治省は「国民総背番号制」のインフラ整備を目指し

ていると、理解できますか？　分かる方も分からない方も、是非、自治大臣へ質問のメールを送りまし

ょう。
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入会のご案内

入会いただいた方には、このCNNニューズ

（季刊）をお送りします。
会費 正会員...........年間10,000円

賛助（購読）会員....年間 3,000円

・いよいよ、自治省の住民基本台帳番号

構想が、表舞台に登場。

・法案成立阻止をめざさねば！

・それにしても、プライバシーは分から

ないが、役人のいうことはわかる、よ

い�大臣�にも、困ったもの。

プライバシー・インターナショナル・ジャパン（PIJ ）

東京都豊島区西池袋３－２５－１５ I Bビル１０Ｆ 〒171
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N e t W o r kのつぶやき

自治大臣へのご意見がございましたら、

kouhou@mha.go.jp 宛電子メールにてご連絡下さい。

自治省ホームページ　http://www.mha.go.jp/


